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はじめに 「気候変動×防災」実践マニュアル 

はじめに 

巻頭メッセージ - できることから始める 

『できることから始める 「気候変動×防災」実践マニュアル』(以下、「本マニュアル」)は、「気候

変動×防災」を全国的な取組とすべく、主に自治体のみなさま向けに作成したものです。先進事

例を参考に、基本的な考え方や取組を進める上でのポイントを整理しています。 

先進事例をみるととてもハードルが高いように見えてしまいますが、各地でそのまま真似をす

る必要はありません。地域地域で取り巻く環境が異なりますので、できるところから進めてみて

下さい。小さな一歩でも踏み出せば、その取組は次第に足腰の強いものに成長していきます。本

マニュアルからぜひ「いいとこ取り」をしていただき、それぞれの地域での「気候変動×防災」の

取組を進めてください。そして、「気候変動×防災」の取組を入り口に、さまざまな施策を後押し

し、持続可能な地域の発展に繋げてください。 

 

本マニュアルを作成した経緯について 

近年、想定を超える気象災害が各地で頻発し、甚大な被害をもたらしています。その背景には、

近年の気温上昇や海水温の上昇、大雨の増加などの気候変動があると考えられています。気候

変動はもはや「気候危機」と言える状況の中、こうした時代の災害に対応するためには、気候変

動リスクを踏まえた抜本的な防災・減災対策が必要となっています。こうした背景のもと、令和

2 年 6 月 30 日に内閣府及び環境省より、気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携して

取り組む戦略として、『気候危機時代の「気候変動×防災」戦略（小泉環境大臣・武田内閣府特命

担当大臣共同メッセージ）』（以下、「気候変動×防災」戦略）が公表されました。「気候変動×防災」

戦略では、①気候変動×防災の主流化、②脱炭素で防災力の高い社会の構築に向けた包括的な

対策の推進、③個人、企業、地域の意識改革・行動変容と緊急時の備え、連携の促進、④国際協

力、海外展開の推進、の４点がポイントとして挙げられ、そうした取組を推進することによって、

気候危機時代に激甚化・頻発化する災害にひるまず、国民の生命・財産・文化を守っていくとし

ています。 

こうした取組を各地域において、きめ細やかに推進していくためには、国のみならず地方公共

団体が、気候変動によって変化する気象災害等のリスクに関する情報をもとに、各分野の政策

に「気候変動×防災」を組み込み、政策の主流にしていくことが必要となります。気候変動適応法

「気候変動×防災」実践マニュアル 
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はじめに 「気候変動×防災」実践マニュアル 

第 12 条によって、都道府県及び市町村が策定に努めることとされている地域気候変動適応計

画（以下、「地域適応計画」）などの関連計画への位置づけもその一つの手段です。また、災害か

らの復興に当たっては、単に地域を元の姿に戻すという原形復旧の発想に捉われず、土地利用

のコントロールを含めた弾力的な対応により気候変動への適応を進める「適応復興」の考え方を

理解し、具体的な対策を検討、実装していくことや、様々な主体と効果的に連携して取り組んで

いくことが必要です。 

そのため環境省では、「気候変動×防災」の取組を推進する際の参考としていただけるよう本

マニュアルを作成しました。 

 

本マニュアルの活用方法 

本マニュアルが想定している活用方法は、以下の通りです。 

 

➢ 用途 

 「気候変動×防災」に関する施策を検討する際の考え方や参考情報を知る。 

➢ 対象とする気象災害等 

 本マニュアルでは、気候変動によって激甚化、頻発化が懸念されている暴風、竜巻、

豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、高潮、熱波、渇水によって生じる被害（及びこれらの

被害によって発生する可能性がある二次被害を含む）を対象とする1。なお、地震、

津波、火山噴火は本マニュアルの対象外とする。 

➢ 対象者 

 気候変動適応及び防災に関わる地方公共団体の職員、及び当該職員とともに気候

変動を考慮した防災施策の実現に協力する方。 

  

 
1 災害対策基本法によると、災害の定義は、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他

の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により

生ずる被害」とされており、本マニュアルと対象範囲が異なることに留意が必要である。 



 

3 

 

はじめに 「気候変動×防災」実践マニュアル 

➢ 活用方法 

 第 1章 基礎編 

「気候変動×防災」に取り組むために必要な基礎的な知識や考え方を理解、確認す

る。 

 第 2章 実装編 

「気候変動×防災」を実装するためのプロセスに応じて、必要な情報を確認する。具

体的な取組として、例えば、気候変動影響や適応策の検討、関連計画への情報の追

加、進捗状況の確認といったものが挙げられる。 

 第 3章 体制構築編 

「気候変動×防災」に取り組む際に重要となる、気候変動適応や防災を管轄する部

局間の連携、及び外部関係者との連携の体制構築を進める上で参考とする。 

 第 4章 資料編 

関連資料・情報を参照する。 

 

「気候変動×防災」の取組は、各地方公共団体の状況に応じて様々な流れが考えられますが、

初めて取り組む場合には、基礎的な知識や考え方を理解（１章）した上で、実装（２章）と体制構築

（３章）に並行して取り組み、必要に応じて補足的な情報を入手（第４章）していく流れが想定され、

本マニュアルはその流れに則って構成しています（次ページの図）。また、すでに取り組んでいて、

さらなる取組を検討する場合には、必要な章のみ参照いただくことも可能です。 
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はじめに 「気候変動×防災」実践マニュアル 

図 本マニュアルの構成  

第２章．実装編: 対策の検討や実施、進捗状況の管理などを行う
際の参考情報を提供

2-１． 現在までの気象災害と対策を整理する

2-2. 将来備えるべき気象災害を考える

2-3. 将来の気象災害への対策を考える

2-4. 将来の気象災害への対策を実行する

第3章．体制構築編：部局間の連携、および外部関係者との連携
体制構築の際の参考情報を提供

3-1. 部局間での連携

3-2. 国や他の地方公共団体との連携

3-3. 地域の関係者との連携

3-4. 研究機関との連携

第4章．資料編：補足情報を提供

4-1. 気候変動に関する動向

4-2. 気候変動の影響把握等に関する資料・情報

4-3. 気象災害の被害を回避・軽減するための施策事例

4-4. モデル自治体の取組背景紹介

第1章．基礎編： 「気候変動×防災」の検討に取り組む上で、前提
となる基礎的な知識や考え方を紹介

1-1. 「気候変動×防災」とは

1-2. 「気候変動×防災」に期待される効果

1-3. 「気候変動×防災」に取り組む流れ



 

5 

 

はじめに 「気候変動×防災」実践マニュアル 

なお、本マニュアルの作成にあたり、地域で「気候変動×防災」の取組を推進する際の課題を把

握するため、岐阜県と江戸川区にご協力をいただきました。両地域におけるこれまでの取組を

整理し、本マニュアル全体にわたり、取組事例や進め方のコツとして掲載していますのでご参照

ください。 

 

⚫ 岐阜県 

P.25  【進め方のコツ】 国と県の施策紐づけによる、既存施策の取組状況の把握例 

P.48  【事例】 県内における気候変動影響の評価を踏まえた重点テーマの設定 

P.5８  【進め方のコツ】 新規または追加的な施策の検討の進め方の事例 

P.6２  【事例】 気候変動適応施策に関する定量的な事業指標の設定 

P.66  【事例】 庁内複数部門間での連携 

P.１０２ 【事例】 適応センターを通じたステークホルダー連携、適応策創出、人材育成・普及

啓発支援 

 

⚫ 江戸川区  

P.15  【事例】 気象災害のリスクに関する地域特性の把握と住民への発信 

P.21  【進め方のコツ】 現在までの気象災害の整理の例 

P.37  【進め方のコツ】 将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理の例 

P.67  【事例】 庁内複数部門間での連携 

P.7２  【事例】 区民会議を通じた適応に関する理解促進、施策提案 

P.76  【事例】 防災講演会を通じた気候変動適応に関する普及啓発 

P.104 【事例】 部局間連携を通じた「気候変動×防災」に関する区民向け普及啓発 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

第1章 基礎編 

第１章では、「気候変動×防災」の具体的な取組を検討する上で必要となる基礎的な知識や考

え方を紹介します。 

 

 1-1 「気候変動×防災」とは 

「気候変動×防災」とは、想定を超える気象災害が各地で頻繁に生じる「気候危機」時代に対応

するため、気候変動対策と防災・減災対策とを効果的に連携して取り組んでいくもので、環境

省・内閣府防災が、『気候危機時代の「気候変動×防災」戦略～「原形復旧」から「適応復興」へ～

（共同メッセージ）』（令和 2年 6月）で初めて提示しました。 

「気候変動×防災」や「適応復興」に取り組むにあたって必要となる要素を図 1-1に整理します。

「気候変動×防災」は、図中の青太線で示され、気候変動対策：気候変動影響を把握し、適応/緩

和を考慮した対策を行うこと（要素①）、事前の災害対策：災害による被害を最小限にすること

（要素②）、復興：災害による被害から回復し、元の盛んな状態に戻ること（要素③）、という３つの

要素の一部、もしくは全部の組み合わせによって推進されます。そして、「適応復興」は、図中の

赤点線で示され、復興（要素③）と、気候変動対策（要素①）あるいは事前の災害対策（要素②）の

いずれかあるいは両方を兼ね備えた取組であると整理できます。 

「適応復興」とは、災害からの復興に当たり、単に地域を元の姿に戻すという原形復旧の発想

に捉われず、弾力的な対応により気候変動への適応を進めるための考え方です。「適応復興」の

中でも、特に発災前に、気候変動による将来の災害への影響を把握し、復興計画や関連施策を

検討する際に役立てる「事前の適応復興」に取り組むことが重要です。これにより、気候変動下

において、災害の被害を最小限にするとともに、被害からより強靱・魅力的な回復をし、かつ平

時からも暮らしやすいまちづくりを行うことが可能になります。 

なお、必ずしも、１つの施策の中で３つの要素すべてを組み合わせる必要はありませんが、複

数の施策を組み合わせて、①気候変動の適応/緩和を意識しながら、②事前の災害対策と、③復

興をバランスよく実装していくことが重要です。表1-1に上記３つの要素のうち複数を組み合わ

せた取組の例を紹介します。実例をもとに表現を一般化していますが、適応策と緩和策の一体

的な推進、グリーンインフラ2や生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR： Ecosystem-

 
2 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都

市・地域づくりを進める取組。（国土交通省「グリーンインフラ推進戦略 2023」（20２３年）） 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-１ 「気候変動×防災」とは 

based Disaster Risk Reduction）3の活用による平時の暮らしやすさと被災時の被害軽減、

災害後の「よりよい復興（Build Back Better）」の考え方に基づく取組等があります。 

 

図 1-1 「気候変動×防災」の３つの要素及び「適応復興」の位置づけ 

 

表 1-1 「気候変動×防災」の３つの要素のうち複数を組み合わせた取組の例 

  

 
3 生態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多様性を含めた地域の課題を複合的に解決しようとする考え方。（環境省「生態系

を活用した防災・減災（Eco-DRR）の基礎情報」 https://www.env.go.jp/nature/biodic/eco-drr.html） 

取組の例
3要素との対応

①気候変動対策 ②事前の災害対策 ③復興

気候変動適応計
画における「気候
変動×防災」取組
方針の明記

気候変動を考慮
した都市計画や
土地利用の推進

気候変動を考慮
したより面的な
水害対策の実施
（例：流域治水）

気候変動を考慮
したインフラの
整備・運用

気候変動による地域への影響
の評価を実施し、その結果を
ふまえた適応策の実施方針を
記載。

河川整備、まちづくり、Eco-DRRやグリーンインフラ、市民へ
の情報提供や普及啓発等の複数のアプローチにより、将来の
災害に対する脆弱性を事前に克服しておくとともに、魅力あ
る地域づくりを進める方針を記載。

ハザード情報やリスク分析の
更新を定期的に実施し、必要
に応じて追加の施策を検討。

リスク回避策（開発抑制等）やリスク軽減
策（河川・道路・建物の整備、普及啓発等）
の施策を策定・実施。

気候変動による降雨量の増加
等を考慮した治水計画を策定。

災害の激甚化をふまえ、より
面的・多層的なアプローチに
基づく施策を検討・実施。

河川氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす対策（河川・下水道整備、
ため池整備による貯留機能の
改善等）と、被害対象を減少さ
せる対策（周辺での土地利用・
建築規制、嵩上げ等）を実施。

被害軽減、早期復旧・復
興のための対策（避難
体制強化、リスク情報
の充実・発信、関係者間
の連携体制構築等）を
実施。

実際に被災した
地域においては、
復旧プロセスに
組み込む形で、左
記のような災害
対策を実施。

気候変動によるインフラへの
影響の評価を実施し、施策を
検討。

災害発生時のサービス供給停止を防ぐための対策（複数拠点
間での融通によるバックアップ体制の構築等）を実施。災害発
生後の早期復旧・復興にも寄与。
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-１ 「気候変動×防災」とは 

「気候変動×防災」の取組を行うにあたっては、取組内容に加え、実施体制をいかに構築する

かという視点も重要です。「気候変動×防災」に取り組むためには、気候変動対策と防災に係る

様々な部局（環境・気候変動対策、河川・土木、危機管理、復興等）、及び庁外（他の自治体、政府、

地域コミュニティ、企業、研究機関など）の関係者との連携体制を構築し、もしくは一層強化して

取り組むことが必要となります。「気候変動×防災」戦略においても、あらゆる分野で、あらゆる

主体が連携・協力して取り組む意識を醸成することが明記されています（表 1-2）。「気候変動×

防災」の取組においては、関係者間で、地域共通の目標（例：弾力的かつ安全・安心で持続可能な

地域づくり）を共有した上で、情報交換や協働を進めていく必要があります。参考として、図 1-2

に熊本県の事例を紹介します。 
 

表 1-2 「気候変動×防災」戦略のポイントと方向性 

ポイント 方向性 

（１）気候変動×防災の

主流化 

• 気候変動と防災はあらゆる分野で取り組むべき横断的な課題である。 

• 気候変動と防災を、各分野の政策の主流にしていくことを追求する。 

（２）脱炭素で防災力の

高い社会の構築に

向けた包括的な対

策の推進 

• あらゆる主体が、各分野で、様々な手法により、気候変動対策と防災・

減災対策を包括的に講じていく必要がある。 

• 被害を最小限にするとともに、被害を受けてもより強靱で魅力的な回

復をする、弾力的かつ安全・安心で持続可能な社会、いわば『災害をい

なし、すぐに興す』社会を目指す。 

• 復興にあたっては、単に地域を元の姿に戻すという原形復旧の発想に

捉われず、土地利用のコントロールを含めた弾力的な対応により気候

変動への適応を進める「適応復興」の発想を持って対応していくことが

重要である。 

（３）個人、企業、地域の

意識改革・行動変容

と緊急時の備え、連

携の促進 

• 自助・共助の意識を持って自宅、職場、地域の災害リスクを認識し、災

害発生時にとるべき避難等の行動を確認するよう防災意識の向上を

促す取組が必要である。 

• 地域や職場で、防災の知識や行動を共有する活動に取り組み、これま

での経験では想定外となる気象災害の激甚化も念頭に、コミュニティ

や企業を災害に強くすることが必要である。 

• 防災の取組や災害時の対応の効果を高めるため、あらゆる主体が連

携・協力して取り組む意識を醸成すべきである。 

（４）国際協力、海外展

開の推進 

• パリ協定、仙台防災枠組及び SDGsを「『気候変動×防災』の三位一

体」として同時達成を目指していく。 

出典）環境省・内閣府防災『気候危機時代の「気候変動×防災」戦略～「原形復旧」から「適応復興」へ～（共同メッセージ）』（2020年）

をもとに作成 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-１ 「気候変動×防災」とは 

事例 熊本県 令和２年７月豪雨からの復旧・復興プランの目指す姿（将来ビジョン） 

■ 熊本県は、令和２年１１月に策定した「令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン」において、“命”と“環

境”の両立を目指す「緑の流域治水」という新たな治水の方向性を基本に、復旧・復興のための喫緊の

取組に加え、将来ビジョンである「誰もが安全・安心に住み続けられ、若者が“残り・集う”持続可能な

地域の実現」に向けた新たな取組の方向性を掲げています（図 1-2）。 

■ この復旧・復興プランに掲げている取組は、庁内の部局横断的に、具体的な施策や取組を検討しとり

まとめたものであり、国・市町村や住民と共有するとともに、関係機関や関係団体との連携を図りな

がら、持続可能な地域の実現に向けて取り組んでいくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 熊本県「令和２年７月豪雨からの復旧・復興プランの目指す姿（将来ビジョン）」 

出典）熊本県「令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン」（2020年） 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-２ 「気候変動×防災」に期待される効果 

 1-2 「気候変動×防災」に期待される効果 

気候危機時代に対応するためには、気候変動によって起こる変化を考慮した上で、事前に十

分に備えることで復興・復旧をより早く実現することが必要になるとともに、復興においては、

今後さらに激甚化・頻発化することが懸念される将来の気象災害に負けない地域とすることが

重要となります。また、同時にカーボン・ニュートラルの実現など気候変動影響を抑制する取組

を行うことで、将来の気象災害の影響を軽減するとともに、環境や人の暮らしに配慮されたより

安心・安全な社会の構築につながることが期待されています。 

図 1-3 は、気候変動影響下で「気候変動×防災」に取り組んだ場合に想定される社会と、「気

候変動×防災」に取り組まなかった場合の社会（なりゆきの社会）とで、経済や地域社会の状況

がどの様に変化していくと考えられるかを模式的に示したものです。 

２つの折れ線を比較すると、「気候変動×防災」に取り組む社会の方が、なりゆきの社会よりも

災害が発生した際の経済や地域社会の状況の低下が小さく、また災害からの回復が早くなって

いるため、気象災害の激甚化や頻発化が生じても経済や地域社会の状態が上向いていることが

わかります。これは、気候変動による気象災害の激甚化や頻発化を予め把握し（A）、事前の対策

を講じたり、被災後の復興を意識した街づくりをしておくことで災害による被害の軽減（水準の

低下幅が縮小する）（B）や、復興の迅速化（回復に向かう直線の傾きが大きくなる）（C）、さらに

平時におけるwell-beingの向上（防災・減災の取組により得られる人々の生活の質・豊かさの

向上、GDP 等で表される経済発展等）への貢献（D）も可能にすると考えられるためです。さら

に、上記一連のプロセスにおいて庁内外の連携体制の構築（E）を進めておくことは、地域一帯で

（B）や（C）の効果を発揮したり、相互に補完し合うことに寄与します。これら（A）から（E）を通じ

て、気候変動下で気象災害が激甚化・頻発化する中でも、経済や地域社会の状況を継続的に改

善していけることが、「気候変動×防災」によって期待できる効果です。 

なお、気候変動影響の把握（A）については、これまでに経験のある気象災害に加えて、各地域

では発生が稀な気象災害、あるいは、これまで経験したことがない気象災害についても、今後気

候変動によって発生する可能性が高まるものについて検討することも重要です。さらに、気温の

高い夏期などに災害が発生した場合、電力供給の途絶に伴って空調などの利用が制限されて熱

中症搬送者数が大幅に増加したり、医療体制が逼迫するような状況も想定されますので留意が

必要です。 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-２ 「気候変動×防災」に期待される効果 

 
図 1-3 「気候変動×防災」の取組による効果のイメージ 

 

【図 1-3の説明】 

横軸は時間を示します。過去に生じた災害を想定した対策や原形復旧の取組など従来の取組を行っていたところ

から「気候変動×防災」の取組を開始した時点を原点としています。 

縦軸の「経済や地域社会の状態」は、人の健康や自然環境の保全に加えて、防災・減災の取組により得られる人々

の生活の質・豊かさの向上、GDP等で表される経済発展を踏まえた、言わば、well-beingの状態を表します。 

灰色の折れ線は従来型の対策に取り組むなりゆきの社会を示しています。気候変動の影響による気象災害の頻発

化によって、より頻繁に被害を受けやすくなることや、激甚化によって、これまで経験のない甚大な被害が生じるリ

スクが高まっていることから、従来の対策だけでは、復興や地域の発展を維持することが困難になる恐れがあること

を示しています。 

赤色の折れ線は「気候変動×防災」に取り組む社会を示しています。気候変動の影響により気象災害が頻発化、激

甚化するなかにおいても、「気候変動×防災」に取り組むことによって、生命・財産・文化を守り、被害を軽減して地域

社会の発展が持続することを示しています。 

 

 

時間

経済や地域社会の状態
（Well-Being）

B.被害を
軽減

気象災害の頻発化

災害災害 災害 災害

従来の取組によるなりゆきの社会 「気候変動×防災」に取り組む社会

災害が発生していない社会

気象災害の激甚化

地域社会の発展が持続

気候危機から生命・財産・
文化を守る

頻発化、激甚化によって、
発展の維持が困難になる恐れ

従来
(原型復旧など)

気候変動×防災
に取り組む社会

A.気候変動影響の把握

E.庁内外の連携により実現

C.復興を
迅速化

D.平時も貢献



 

12 

「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-３ 「気候変動×防災」に取り組む流れ 

 1-3 「気候変動×防災」に取り組む流れ 

「気候変動×防災」に取り組む際には、状況に応じて様々な流れが考えられます。 

初めて取り組む場合には、基礎的な知識や考え方を理解（第１章）した上で、実装（第２章）と体

制構築（第３章）に並行して取り組み、必要に応じて補足的な情報を入手（第４章）していく流れ

が想定されます（図 1-4）。本マニュアルはその流れに則って構成しています（図 1-5）。 

一方で、地域適応計画を策定する過程などで、気候変動影響に関する情報を収集、整理して

いたり、庁内外との連携体制が構築されているなど、既に一部を実施している場合も考えられ

るため、必ずしも本マニュアルの構成の順番に取り組む必要はありません。各地方公共団体にお

いて、必要な項目を必要なタイミングで参照してください。 

 

図 1-4 「気候変動×防災」に取り組む流れの例 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 
第１章 基礎編 

１-３ 「気候変動×防災」に取り組む流れ 

図 1-5 本マニュアルの構成（再掲） 

第２章．実装編: 対策の検討や実施、進捗状況の管理などを行う
際の参考情報を提供

2-１． 現在までの気象災害と対策を整理する

2-2. 将来備えるべき気象災害を考える

2-3. 将来の気象災害への対策を考える

2-4. 将来の気象災害への対策を実行する

第3章．体制構築編：部局間の連携、および外部関係者との連携
体制構築の際の参考情報を提供

3-1. 部局間での連携

3-2. 国や他の地方公共団体との連携

3-3. 地域の関係者との連携

3-4. 研究機関との連携

第4章．資料編：補足情報を提供

4-1. 気候変動に関する動向

4-2. 気候変動の影響把握等に関する資料・情報

4-3. 気象災害の被害を回避・軽減するための施策事例

4-4. モデル自治体の取組背景紹介

第1章．基礎編： 「気候変動×防災」の検討に取り組む上で、前提
となる基礎的な知識や考え方を紹介

1-1. 「気候変動×防災」とは

1-2. 「気候変動×防災」に期待される効果

1-3. 「気候変動×防災」に取り組む流れ
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

第2章 実装編 

第２章では、「気候変動×防災」の取組について、例えば、現状の把握、将来備えるべき気象災

害やその対策の検討、対策の実施や進捗状況の管理などに取り組む際の参考情報を提供します。 

「気候変動×防災」の実装のためのプロセスの全体像は図 2-1 のとおりです。プロセスの前半

部である 2-1、2-2 で主に気象災害に関する地域特性や気候変動影響を整理し、それらを踏ま

えて後半部である 2-3、2-4で将来の対策を検討・実行していくという流れとなります。 
 

図 2-1 「気候変動×防災」の実装のためのプロセスの全体像 

 

2-1～2-4の各ステップの詳細について以降に示します。なお、第2章では、環境部局のほか

防災部局など様々な機関の取組を紹介しています。関係部局等と連携した施策の検討にあたっ

ては、第３章体制構築編を参考にしてください。 

 

 2-1 現在までの気象災害と対策を整理する 

(1) 気象災害に関する地域特性の確認 

気象災害による影響の種類・受けやすさは、その位置や地形といった地理的条件、また主要産

業、産業構造、人口構造・人口分布等の社会経済的条件によって異なります（地理的条件・社会

経済的条件と気象災害リスクの関係の詳細については2-3(1)既存施策の気候変動影響への対

応力の整理を参照）。 

そのため、「気候変動×防災」の実装にあたって、前提として地域特性を確認しておくことが、

⚫ （１）施策の実行

⚫ （２）施策の実施状況の確認

将来の気象災害への対策を
実行する2-4

⚫ （１）既存施策の気候変動影響への対応力の整理

⚫ （２）新規または追加的な施策の検討

将来の気象災害への対策を
考える2-3

⚫ （１）将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理

⚫ （２）優先的に対応する気象災害の影響の設定

将来備えるべき気象災害を
考える2-2

⚫ (1)気象災害に関する地域特性の確認

⚫ （２）現在までの気象災害の整理

⚫ （３）現在の取組状況の把握

現在までの気象災害と対策
を整理する

2-1

施策の検討

影響の整理
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第 2章 実装編 

２-１ 現在までの気象災害と対策を整理する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

後段の気候変動影響の整理や対応策の検討などにおいて重要となりますので、以下のような諸

計画を活用し、地域の地理的条件や社会経済的条件のうち、特に気象災害のリスクと関連する

情報を確認します。 

 

参考情報 気象災害に関する地域特性の確認に活用可能な諸計画 

■ 総合計画（基本構想・基本計画） 

■ 地域防災計画 

■ 環境基本計画 

■ 地域気候変動適応計画 

 

次に示す江戸川区の事例は、主に河川の位置関係や海抜等の地理的条件をもとに、地域にお

ける気象災害による影響の種類・受けやすさを把握している取組として参考になります。 

 

事例 江戸川区 気象災害のリスクに関する地域特性の把握と住民への発信 

■ 江戸川区は「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応

計画）」（2022 年）において、気象災害のリスクに関する地域特性について、住民への伝わりやすさ

を意識した内容を収録しています。 

 

図 2-2 気象災害リスクに関する地域特性の記述（江戸川区気候変動適応計画） 

出典）江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」(2022年) 

 

 

 

 

イメージがわきやすく、印象に残りやすくなるよう
表現を工夫して、災害リスクを説明。
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第 2章 実装編 

２-１ 現在までの気象災害と対策を整理する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

(2) 現在までの気象災害の整理 

地域の気象災害のリスクの把握にあたっては、(1)で示した地域特性と併せて、地域でこれま

でに実際に発生した気象災害を整理し、確認しておくことも重要です。 

まずは、庁内に残る過去の記録や関連計画（地域防災計画、地域気候変動適応計画等）を確認

します。さらに詳細な情報が必要な場合は、庁内の関係部局及び試験研究機関等への問い合わ

せにより、区域内でこれまでに生じた気象現象・災害や、それによって生じたと考えられる社会・

経済的影響の事例を得ることも効果的です。加えて、国が公表している報告書・資料、地域の防

災関連計画や地域気候変動適応計画が既に参照している情報、大学や研究機関による気候変動

影響に関する研究論文等を参考に整理することも考えられます。 

次に紹介する栃木県の事例では、公表資料をもとに過去の豪雨災害の外力や被害状況等を

時系列にとりまとめており、現在までの気象災害の整理方法の一例として参考となります。 
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第 2章 実装編 

２-１ 現在までの気象災害と対策を整理する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

事例 栃木県 県内で発生した過去の豪雨災害の整理 

■ 栃木県は「気候変動対策推進計画」において、洪水に関する主な気候変動影響の現状について、環境

省による公表資料をもとに全国的な傾向を示した上で、関係部局の協力の下に県内で発生した過去

の豪雨災害の情報（降水量、人的・物的被害等）をまとめています。 

図 2-3 栃木県における豪雨災害の情報 

出典）栃木県「栃木県気候変動対策推進計画」（2021年） 
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現在までの気象災害を整理するにあたって、国等が公表している情報も数多くあるため、庁

内の記録と合わせて活用することができます。 

例えば、内閣府の防災情報のページ4や、気象庁の「災害をもたらした気象事例」のページ5で

は、これまで大きな被害をもたらした気象災害に関する情報が網羅的に掲載されています。 

また、気候変動に関連して、文部科学省と気象庁が公表した「日本の気候変動２０２０」では、こ

れまでの観測成果や将来予測がとりまとめられています。環境省が公表した「気候変動影響評

価報告書」では、気候変動が日本にどのような影響を与えうるのかについて、科学的知見に基づ

き、7 つの対象分野（分野を細分化した 71 項目）について評価を行っており、その中で、気候

変動による河川の洪水、内水氾濫等の自然災害への影響に関しても、現在の状況や将来予測さ

れる影響の評価等について記載されています。該当地域の気象及び災害等を把握するためには、

こうした資料を参考としてください。 

 

参考情報 文部科学省・気象庁 日本の気候変動に関する観測成果や将来予測に関する情報 

■ 文部科学省及び気象庁は「日本の気候変動２０２０」において、日本の気候変動について、これまでの

観測成果や将来予測をとりまとめています。また、各管区及び沖縄気象台は、同報告書で用いた観

測・予測データに基づき、各都道府県における情報をとりまとめたリーフレットを作成しています。 

■ なお、本資料の更新版である「日本の気候変動 2025」が 2025年 3月中旬頃に公開される予定で

あり、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書の情報や、将来予測される極端な

気象現象の発生確率の情報等も含めとりまとめられる予定です。 

  

図 2-4 日本の気候変動 2020（左）、各都道府県を対象としたリーフレット（右） 

出典） 

文部科学省 気象庁「日本の気候変動２０２０—大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—」（2020 年）、「都道府県版リーフレット」

（2022年） 

気象庁「『日本の気候変動 2020/2025』について」 https://www.env.go.jp/content/000167605.pdf 

 

 
4 内閣府「災害情報」 https://www.bousai.go.jp/updates/index.html 
5 気象庁「災害をもたらした気象事例」 https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/index.html 
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参考情報 環境省 日本全体の気候変動による影響の評価（現在の状況・将来予測される影響等） 

■ 環境省は、「気候変動影響評価報告書」において、気候変動が日本にどのような影響を与えうるのか

について、科学的知見に基づき、7 つの対象分野（農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、

自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活）について、分野を細分化した 71 項目

を対象として、「重大性」（影響の程度、可能性等）、「緊急性」（影響の発現時期や適応の着手･重要な

意思決定が必要な時期）、「確信度」（情報の確からしさ）の 3 つの観点から評価を行っています。気

候変動による河川の洪水、内水氾濫等の自然災害への影響に関して、現在の状況や将来予測される

影響の評価等について記述しています。地域における気象災害の整理にあたっての参考情報として、

活用いただくことが可能です。 

図 2-5 環境省「気候変動影響評価報告書」 

出典）環境省「気候変動影響評価報告書」（2020年） https://www.env.go.jp/earth/earth/tekiou/page_00003.html 
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加えて、国立研究開発法人国立環境研究所の「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」

では、気候変動影響に関する研究・調査の事例を知ることができます。 

 

参考情報 （国研） 国立環境研究所 気候変動影響に関する地域ブロック・分野別の研究・調査事例 

■ （国研）国立環境研究所は「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」において、気候変動影響

に関する研究・調査の事例を地域ブロックや分野別に整理・紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）「研究・調査の事例」のページ 

出典）国立研究開発法人国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT） 地域の適応 科学が教えてくれること 研究・

調査の事例」 https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/science/research/index.html 

 

最後に、現在までの気象災害の整理を実際に進めていく上でのコツとして、参照すべき情報

や整理の観点等のポイントについて、江戸川区の事例を踏まえて紹介します。 
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進め方の

コツ 
現在までの気象災害の整理の例 

■ 江戸川区では、環境省、気象庁、東京都等が公表する資料を活用し、これまでに発生した台風や洪水・高

潮等の情報を「いつ」「どこで」「これまでどんな状況だったか」の３つの観点より、その情報源とともに整

理をしています（表 2-1、表 2-2）。 

■ 現在までの気象災害の情報は様々な情報源で確認することが可能ですが、江戸川区のように、可能な

限りローカルな情報（都道府県・基礎自治体単位での情報）を優先して収集するとよいでしょう。 

■ また、収集した情報は共通的な観点より一覧できるよう整理するとよいでしょう。 
 

表 2-1 現在までの気象災害の整理（江戸川区における台風） 

 

表 2-2 現在までの気象災害の整理の例（江戸川区における洪水・高潮） 

情報元これまでどんな状況だったか/今後どんな状況が想定されるかどこでいつ

• 江戸川区「防災講演会 ～
水害に関する話～」 ※江
戸川区より受領

• 令和元年東日本台風（台風１９号）： 中心気圧955hPa、最大瞬間風速60m/s

※江戸川区最接近時（10月12日 21:00頃）の値。

江戸川区２０１９
年

過去～
現在

• 【参考】過去10年間の台風
記録 ※江戸川区より受
領

• 平成23年台風15号： 中心気圧955hPa、最大瞬間風速45m/s

• 平成26年台風18号： 中心気圧970hPa、最大瞬間風速50m/s

• 平成29年台風21号： 中心気圧950hPa、最大瞬間風速50m/s

• 平成30年台風24号： 中心気圧970hPa、最大瞬間風速55m/s

• 令和元年台風15号： 中心気圧960hPa、最大瞬間風速45m/s

※いずれも関東地方に上陸/接近時の値。

関東地方２０１１
～
２０１９
年

• 気象庁「気候変動監視レ
ポート 2022」
https://www.data.jma.g
o.jp/cpdinfo/monitor/2
022/pdf/ccmr2022_all.
pdf

• 気象庁「日本の気候変動
2020（詳細版）」
https://www.data.jma.g
o.jp/cpdinfo/ccj/2020/
pdf/cc2020_shousai.pd
f

• 台風の発生数、接近数、強度に長期変化傾向はみられない。

• 台風の上陸数について、長期変化傾向を述べることは難しい。

※年あたり2, 3個とサンプル数が少ないため。

• 強度が最大となる緯度が北に移動している可能性がある。

日本全域1951
～
２０２2
年

• IPCC第６次評価報告書
（AR6）第１作業部会「気候
変動-自然科学的根拠」
A.3.4 
https://www.ipcc.ch/re
port/sixth-assessment-
report-working-group-
i/

• 強い熱帯低気圧（日本の「非常に強い台風」～「猛烈な台風」に相当）の発生割合は、
増加している可能性が高い。

• 北大西洋西部の熱帯低気圧が、その強度のピークに達する緯度が北に移動してい
る可能性が非常に高い。

• 全てのカテゴリーの熱帯低気圧の頻度に長期（数十年～１００年）変化傾向がある
ことについては確信度が低い。

世界全域１９８１
～
２０２１
年

情報元これまでどんな状況だったか/今後どんな状況が想定されるかどこでいつ

• 江戸川区「これまでの水
害」
https://www.city.edog
awa.tokyo.jp/e059/to
shikeikaku/saigainits
uyoi/anshinmachiduk
uri/suigai.html

• 江戸川区「防災講演会
～水害に関する話～」
※江戸川区より受領

• 大正6年台風（高潮）： 流出破損3,425棟、死者240人

• 昭和13年台風（高潮）： 浸水23,000戸、被災者1,000人以上

• 昭和22年カスリーン台風（利根川決壊）： 浸水30,506戸、被災者132,991人

• 昭和24年キティ台風（高潮）： 浸水12,545戸、被災者62,324人

• 昭和33年台風11号（内水氾濫）： 浸水6,599戸、被災者28,312人

• 昭和33年狩野川台風（内水氾濫）： 浸水41,683世帯、被災者185,046人

• 昭和36年台風24号（内水氾濫）： 浸水23,844世帯、被災者94,496人

• 昭和41年台風4号（内水氾濫）： 浸水4,064世帯、被災者10,200人

• 昭和46年台風23-25号（内水氾濫）： 浸水1,973世帯、被災者約8,000人

• 昭和56年台風24号（内水氾濫）： 浸水10,289世帯、被災者31,383人

• 令和元年東日本台風/台風１９号： 時間最大雨量２０．０ｍｍ、総雨量157.0mm、
計105施設で避難所設置、35,040名が避難

江戸川区1917～
２０１９年

過去～
現在

• 環境省（２０２3）「気候変
動による災害激甚化に
関する影響評価結果に
ついて～地球温暖化が
進行した将来の台風の
姿～」
https://www.env.go.jp
/press/press_01913.h
tml

• 令和元年東日本台風が満潮時に接近していた場合、現状の防護水準を上回る最大
潮位発生の可能性もあった。

東京湾周
辺

2019年
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(3) 現在の取組状況の把握 

「気候変動×防災」に取り組むにあたっては、気候変動対策と防災に関連して、現在行われて

いる取組を把握する必要があります。 

まずは、次ページ以降の参考情報に示す「気候変動適応に関する主要な関連分野」に該当する

施策や、「『気候変動×防災』に関連する地方公共団体の計画」について情報収集を行います。 

その上で、第１章 基礎編で示した「気候変動×防災」の 3 要素の組み合わせを念頭に、収集し

た情報から「気候変動影響と適応/緩和を考慮した災害対策及び復興（図 1-1参照）」に資する施

策を抽出することで、「気候変動×防災」の取組状況を把握します。例えば、防災関連の計画や施

策は「気候変動×防災」において重要な取組となりますが、防災を所管する部局と気候変動適応

を所管する部局とで十分に情報を共有できていない場合も想定されます。施策の抽出にあたっ

ては、関連計画の所管部局と協力しながら行うとより効果的です。 

なお、地域で既に進められている取組も、視点を変えて捉えなおしてみることで、「気候変動×

防災」に資するものとして位置づけられる可能性があります。現状の取組を見直す視点をもつこ

とも検討してみてください。 
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参考情報 気候変動×防災に関する主要な関連分野 

■ 国が気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定した「気候変動適応計

画」では、７つの分野別に適応の基本的な施策が示されています。 

■ 表 2-3 の赤色の枠で強調した「自然災害・沿岸域」分野は直接的に「気候変動×防災」に関係します

が、そのほかにも、緑色の枠で強調した「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「産業・経済活動」、

「国民生活・都市生活」分野も間接的に関係します。 

 

表 2-3 気候変動適応計画の分野・項目の分類体系 
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※緑枠内：間接的に防災と関係する分野、赤枠内：直接的に防災と関係する分野 
出典）「気候変動適応計画（令和３年 10月 22日閣議決定、令和５年５月３０日一部変更 閣議決定）」をもとに作成 
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参考情報 「気候変動×防災」に関連する地方公共団体の計画 

■ 国土強靱化地域計画 

■ 地域防災計画 

■ 地域気候変動適応計画 

■ 河川整備基本方針・河川整備計画 

■ 流域治水に関連する計画 

■ 砂防基本計画 

■ 下水道全体計画 

■ 海岸保全基本計画 

■ 港湾計画 

■ 都市計画 

■ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編、事務事業編）  

■ 生物多様性地域戦略 等 

 

岐阜県では、庁内部局における「気候変動×防災」の取組状況を把握しやすくするため、国の

法令・計画と岐阜県の計画を紐づけて整理しており、「進め方のコツ」として、参考になります。 

 

進め方の

コツ 
国と県の施策紐づけによる、既存施策の取組状況の把握例 

■ 岐阜県では、岐阜大学と共同で設置した「岐阜県気候変動適応センター」の取組として、庁内横断の

会議体である「気候変動適応分野別会議（自然災害分野）」を開催し、複数の関係部局間で気候変動

分野における連携を進めています。その取組の一環として、「気候変動×防災」に関連する国の法令

等と、それに関連する県の各部局の計画や施策との紐づけを行い、それぞれの担当部局の取組の見

える化を行いました。 

■ 本取組の狙いとして、「気候変動×防災」に係る法令等と、県の各部局が所管する計画、施策等の関係

性の整理を行うことにより、単一部局による取組実施ではなく、庁内全体で「気候変動×防災」の取組

状況を共有し、その活動の推進を実現しています。また、各施策について、国が公表している「流域治

水施策集」を参考に、①河川区域における対策、②集水域における対策、③氾濫域における対策、に

分類を行い、対策の観点を各部局に示す取組を実施しました。将来的には、2-3に掲載するような追

加的な施策の検討に役立てる狙いがあります。 

■ 岐阜県の事例を参考にすると、地方公共団体において既存の取組状況を把握する際の手法として、

例えば以下のような表を作成し、施策の紐づけを行うことが考えられます。この表のように、地方公

共団体で「気候変動×防災」の取組を推進する担当部局が日頃参照している国の施策を一覧できる
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ようにすることで、地域全体で「気候変動×防災」に関連する取組に何があるかを体系的に把握する

ことができます。 

■ 現在の取組状況を把握し、共有する範囲は、最初は、参加する部局が担当する施策の範囲でも構いま

せん。また、内容の確認の際は、少人数であれば担当者同士の個別聞き取りによる確認も考えられま

す。その後、参加部局が増えた段階で、庁内各部局に照会するなど、網羅的に把握する方法を検討し

ていきましょう。 

 

表 2-4 「気候変動×防災」に関する国と県の施策紐づけの例 

分野 

国 県 

国の法令等 
気候変動

に係る記

述の有無 
計画や事業 担当部署 

全体 地球温暖化対策の推進に関する法律 
気候変動適応法 

有 地方公共団体実行
計画 
気候変動適応計画 

環境部 
○○課 

自然
災害 

災害対策基本法 
防災基本計画 

有 地域防災計画 危機管理部 
○○課 

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靱化基本法 
国土強靱化基本計画 

有 国土強靱化地域計
画 

危機管理部 
○○課 
（各事業担
当部とも連
携） 

第５次社会資本整備重点計画 有 流域治水プロジェ
クト 

危機管理部 
○○課 

砂防法 
気候変動を踏まえた砂防技術検討会中間とりまとめ 

有 ○○山系砂防総合
整備計画 

県土整備部 
河川課 

生物多様性基本法 
生物多様性国家戦略 

有 生物多様性地域戦
略 

環境部 
○○課 

海岸法 
海岸保全基本方針 

有 海岸保全基本計画 県土整備部 
河川課 

農業・
林業・
水産
業 

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 有 農村地域工業等導
入計画 

農政部 
農村振興課 

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に
関する法律 

有 農村滞在型余暇活
動に資するための
機能の整備に関す
る基本方針 

農政部 
農村振興課 

市民農園整備促進法 有 市民農園の整備に
関する基本方針 

農政部 
農村振興課 

棚田地域振興法 有 棚田地域振興計画 農政部 
農村振興課 

食料・農業・農村基本法 
食料・農業・農村基本計画 

有 地域農業農村整備
計画 

農政部 
農地整備課 

農山漁村地域整備交付金 有 農山漁村地域森林
保全・整備計画 

林政部 
林政課 

森林・林業基本法 
森林・林業基本計画 

有 森林づくり基本計
画 

林政部 
林政課 
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分野 

国 県 

国の法令等 
気候変動

に係る記

述の有無 
計画や事業 担当部署 

農業・
林業・
水産
業 

森林法 
全国森林計画 

有 ○○川地域森林計
画 

林政部 
林政課 

河川法 
河川砂防技術基準 

有 流域総合治水対策
プラン 

県土整備部 
河川課 

特定都市河川浸水被害対策法 有 ○○ 県土整備部 
河川課 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律 有 － 農政部 
農地整備課 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関
する特別措置法 

有 防災重点農業用た
め池に係る防災工
事等推進計画 

農政部 
農地整備課 

産業・
経済
活動 

都市計画法 有 都市計画区域マス
タープラン・市町
村マスタープラン 

都市建築部 
都市政策課 

都市再生特別措置法 有 立地適正化計画 都市建築部 
都市政策課 

下水道法 
下水道全体計画 

有 － － 

無電柱化の推進に関する法律 有 無電柱化推進計画 県土整備部 
道路維持課 

国土利用計画法 有 国土利用計画 
土地利用基本計画
書 

都市建築部 
都市政策課 

住生活基本法 有 住生活基本計画 都市建築部 
住宅課 

出典）岐阜県提供資料をもとに作成 

 

 2-2 将来備えるべき気象災害を考える 

（1） 将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理 

将来どのような気象災害が想定されるかを網羅的に把握するため、様々な情報源から情報を

収集し、整理する手順を説明します。 

 

1) 気象災害により想定される影響の整理 

将来想定される気象災害による影響を整理するための最初のステップとして、気候変動によ

って各自治体や地域にどのような影響が生じ得るか、因果関係を把握・整理することが有効で

す。 

因果関係を把握するため、気候変動によって気象災害がどのように変化し、またその影響が

どのように波及するかを示した「気候変動により想定される影響の概略図（以降、「プロセス図」

とします。）」を活用する方法について紹介します。
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本マニュアルでは、国内で気候変動による影響が想定される自然災害として、表 2-5 に示す

6つの事象（台風、豪雨、熱波6、渇水、感染症、雪害）のプロセス図を図2-7～図2-12に作成し

ました。赤色のラインが、対象とする事象の波及状況を示したものです。本マニュアルに記載する

プロセス図の詳細な説明は第４章資料編を参照してください。 

 

表 2-5 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）の一覧表 

シナリオ番号 気候変動影響事象 該当図 

シナリオ 1 台風 図 2-7 

シナリオ 2 豪雨 図 2-8 

シナリオ 3 雪害 図 2-9 

シナリオ 4 渇水 図 2-10 

シナリオ 5 熱波 図 2-11 

シナリオ 6 感染症 図 2-12 

 

これらのプロセス図は、将来生じ得る気候変動の影響を整理する際に、生じ得る影響を把握

するための情報として活用することを想定しています。加えて、より詳細な検討として地域ごと

の自然環境・社会経済条件を踏まえて想定すべきリスクの洗い出しを行うために活用すること

もできます。 

地域毎に想定されるリスクを洗い出すためには、次の観点を踏まえ、該当地域において気象

災害により想定される影響を整理します。 

 

●影響の整理にあたっては、該当地域の気象条件や地理的条件を踏まえる必要がありま

す。例えば、高潮の被害は沿岸地域に限定されており、雪害は日本海側及び東日本を中

心として発生します。豪雨災害や土砂災害の起こりやすさにも地域差があります。 

●また、該当地域の社会的・経済的な状況について懸念される影響の種類を考慮します。

プロセス図では可能な限り網羅的に影響を示していますが、農業活動や産業活動等の

規模が小さい場合には、比較的影響が小さくなる可能性があります。 

 

  

 
6 異常に暑い天候の期間で、2日から数ヶ月間続く、相対的な気温の閾値を基準に定義される事が多い。（IPCC 第 6次評価報告

書 第１作業部会（WG1）報告書 用語集 暫定訳（２０２2年）） 
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図 2-7 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

強大な台風による都市域での広域の浸水・風害 【台風】 
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２-２ 将来備えるべき気象災害を考える 「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 

図 2-8 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生 【豪雨】 
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２-２ 将来備えるべき気象災害を考える 「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 
図 2-9 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞 【雪害】 
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図 2-10 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

広域の渇水による生活基盤への影響 【渇水】 
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２-２ 将来備えるべき気象災害を考える 「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 

図 2-11 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

大規模な熱波による医療インフラへの影響 【熱波】 
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２-２ 将来備えるべき気象災害を考える 「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 
図 2-12 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）： 

大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化 【感染症】 
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2) 将来の気象災害の影響を把握する上で参考となる情報源 

将来生じ得る気象災害の影響については、国の気候変動影響評価報告書や関連する報告書、

A-PLAT の予測情報や研究論文等、様々な情報源が存在します。2-1(2)現在までの気象災害

の整理の参考情報としても掲載した、文部科学省・気象庁「日本の気候変動２０２０」や環境省「気

候変動影響評価報告書」には、気候変動に関するこれまでの観測成果や現在の状況のみならず、

将来予測についてもとりまとめられています。これらの情報源を活用することで、1)で想定した

気象災害の影響をより客観的なものとすることができ、一部の情報については定量的な予測も

入手することができます。 

環境省の「気候変動影響評価報告書」から、各地域に関係する「将来予測される影響」を抜き

出すことで、注目するべき分野を把握できます。また、A-PLAT では様々な影響評価の結果を

地図上で閲覧することができ、自らの地域における影響を把握する上で有用です。例として、降

水量に関するデータを図 2-13に示します。 

 

 

図 2-13 気候変動下での降水量の変化 

（2010-2030年を基準とした 2050年、SSP126（気候変動が今世紀半ばで安定化するシナリオ）、MIROC6モデル） 

出典）国立研究開発法人国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT） 将来予測WebGIS」 https://a-

plat.nies.go.jp/webgis/national/index.html 
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それぞれの地域で生じている影響に関しては、庁内の行政資料や計画を参照することや、庁

内の関係部局及びその管轄下にある試験研究機関に問い合わせて情報収集を行うことも有効

です。 

次に示す京都府の事例では、関係部局ヒアリングと国の気候変動影響評価報告書から得られ

た情報をもとに地域における現在・将来の気候変動影響をとりまとめており、整理方法の一例と

して参考となります。 

 

事例 
京都府 関係部局へのヒアリングと気候変動影響評価報告書の情報に基づく現在と将来の影

響整理 

■ 京都府では、河川（洪水、内水）、沿岸（高潮・高波）、山地（土石流・地すべり等）、その他（強風等）の項

目及び災害毎に、現在と将来の影響を整理しています。その際には、関係部局ヒアリングと国の気候

変動影響評価報告書の情報を統合してとりまとめています。 
 

表 2-6 京都府における気候変動の影響（自然災害・沿岸域分野を抜粋） 

出典）京都府「京都府地球温暖化対策推進計画」（2021年） 
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将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理を実際に進めていく上でのコツとして、参照す

べき情報や整理の観点等のポイントについて、江戸川区の事例を踏まえて紹介します。 

 

進め方の

コツ 
将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理の例 

■ 江戸川区では、環境省、気象庁、東京都等が公表する資料を活用し、将来生じ得る台風や洪水・高潮等

の影響の情報を「いつ」「どこで」「今後どんな状況が想定されるか」の３つの観点より、その情報源とと

もに整理をしています（表 2-7、表 2-8）。 

■ 将来生じ得る気象災害の気候変動影響に関する情報は様々な情報源で確認することが可能ですが、江

戸川区のように、可能な限りローカルな情報（都道府県・基礎自治体単位での情報）を優先して収集す

るとよいでしょう。 

■ また、収集した情報は共通的な観点より一覧できるよう整理するとよいでしょう。特に、2-1（2）で収集

する「現在までの気象災害に関する情報」とも統一的な観点で整理しておくと、情報を比較・分析しやす

くなります。 
 

表 2-7 将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理の例（江戸川区における台風） 

 

情報元これまでどんな状況だったか/今後どんな状況が想定されるかどこでいつ

• 環境省（２０２3）「気候変動に
よる災害激甚化に関する影響
評価結果について」
https://www.env.go.jp/pre
ss/press_01913.html

• 中心気圧が平均4.3hPa低下し、台風の強度が増加。

• 最大風速が平均2.5m/s増加。

※令和元年東日本台風が将来の条件下で発生した場合を想定したシミュレーションに基づく。

東京湾付
近

２℃上
昇した
場合

現在～
将来

• 累積降水量は平均4.4%、時間降水量は平均17.9%増加。

※令和元年東日本台風が将来の条件下で発生した場合を想定したシミュレーションに基づく。

関東・東北
地域

• 中心気圧が平均11.3hPa低下し、台風の強度が増加。

• 最大風速が平均3.1m/s増加。

※令和元年東日本台風が将来の条件下で発生した場合を想定したシミュレーションに基づく。

東京湾付
近

４℃上
昇した
場合

• 累積降水量は平均19.8%、時間降水量は平均29.5%増加。

※令和元年東日本台風が将来の条件下で発生した場合を想定したシミュレーションに基づく。

関東・東北
地域

• 気象庁「日本の気候変動

2020（詳細版）」
https://www.data.jma.go.jp
/cpdinfo/ccj/2020/pdf/cc
2020_shousai.pdf

• 台風の強度は強まり、日本の南海上で「猛烈な台風」の存在頻度が増加する可能
性がある。

• 台風に伴う雨の年間総雨量に変化はないが、個々の台風の降水量は増加する可
能性がある。

日本付近

• 気象庁「異常気象レポート２０
１４」

• 熱帯低気圧の発生数が減少。

※水蒸気量増加のフィードバック効果で熱帯大気の対流圏上層の気温上昇が地表面付近より
大きくなり大気が安定化するため。

• 熱帯低気圧の平均強度が増加。

※発達のエネルギー源（大気中の水蒸気量）が増加するため。

• 熱帯低気圧の発生位置がずれる。

※海面水温の上昇幅が一様ではなく地域的な偏りがあるため。

世界全域２０００
～
２１００
年

• IPCC第６次評価報告書
（AR6）第１作業部会「気候変
動-自然科学的根拠」B.2.4
https://www.ipcc.ch/report
/sixth-assessment-report-
working-group-i/

• 非常に強い熱帯低気圧（日本の「猛烈な台風」に相当）の発生割合は増加する可能
性が高い。

• 最も強い熱帯低気圧のピーク時の風速は増加。

※上記は全て、1850～１９００年を基準とした傾向。

世界全域２０２１
～
２１００
年
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表 2-8 将来生じ得る気象災害の気候変動影響の整理の例（江戸川区における洪水・高潮） 

 

■ さらに、ここで整理した将来生じ得る気象災害をベースに、次の(2)に示すシナリオの検討を行うこと

で、より網羅的に検討することが可能になります。 

 

 

（2） 優先的に対応する気象災害の影響の設定 

現在または将来の気象災害影響と地域のあるべき姿を照らし合わせて、優先的に対応する気

候変動影響を検討します。ここでは、「気候変動により想定される影響に関するシナリオ」を用い

て、地域にとって影響の大きい事象を特定する方法を紹介します。 

 

1)将来起こり得る気象災害のシナリオ検討 

取組の優先度の検討にあたって、深刻な影響を受ける事項（ボトルネック）を把握するため、該

当地域で気候変動によって生じる可能性のある被害を想定したシナリオを作成する方法があり

ます。本マニュアルでは、災害により発生し得る気候変動影響に関する情報として表2-9に示す

気候変動により想定される影響に関する 6つのシナリオを図 2-14～図 2-19に示します。 

これらのうち、台風・豪雨・雪害は気候変動によって直接的に影響を受ける事象、渇水・熱波は

気候変動による気温の増大や降雨の減少等により影響を受ける事象、感染症は気候変動の影響

を受けた台風・豪雨に伴い浸水被害が発生し、避難所等で影響をうける可能性のある事象とな

っています。各シナリオの詳細な説明は第４章資料編を参照してください。 

また、より詳細な検討方法としては、先述2-2(1)の気候変動により想定される影響の概略図

（プロセス図）で示した将来の気候変動影響をもとに、対象地域でどのような事態が発生し得る

か記載した独自のシナリオを作成する方法もあります。 

なお、政府においては、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内

閣官房の国土強靱化基本計画を策定しており、計画策定の前段階で、大規模自然災害をリスク

として「起きてはならない最悪の事態」を想定した、脆弱性評価を行っています。脆弱性評価の

情報元これまでどんな状況だったか/今後どんな状況が想定されるかどこでいつ

• 環境省（２０２3）「気候変
動による災害激甚化に
関する影響評価結果に
ついて～地球温暖化が
進行した将来の台風の
姿～」
https://www.env.go.jp
/press/press_01913.h
tml

• 荒川（流域）の平均雨量・ピーク流量が河川整備計画を上回るケースもある。荒川流域2℃上昇
した場合

現在～
将来

• 最大潮位偏差が平均1.1%上昇。東京湾周辺

• 荒川（流域）の平均雨量・ピーク流量が河川整備基本方針を上回るケースもある。荒川流域4℃上昇
した場合

• 最大潮位偏差が平均21.4%上昇。

• 満潮時の潮位及び将来気候条件における海面水位上昇量を考慮すると、最大潮
位は3.2mを超えるケースがある。

東京湾周辺

• 国土技術総合研究所（２
０１７）「河川・海岸分野の
気候変動適応策に関す
る研究」
https://www.nilim.go.j
p/lab/bcg/siryou/kpr/
prn0056pdf/kp0056
06.pdf

• 現在気候（1979～２００３年）では出現しない2m以上の高潮偏差が、沿岸のほ
ぼ全体で生じる可能性がある。

• 中程度以上の高潮偏差の頻度が上がる可能性がある。

東京湾周辺2075～
２９９９年
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結果では、最悪の事態を回避する施策群（施策グループ）や、最悪の事態に至る連鎖を「見える化」

したフローチャートが掲載されています。また、国土強靱化基本計画では、脆弱性評価を踏まえ、

12 の個別施策分野と６の横断的分野ごとに、国土強靱化の推進方針が掲載されています。本マ

ニュアルでは、これから一部例示したものを使用しているため、詳細は国土強靱化基本計画を参

照してください。 

 

表 2-9 気候変動により想定される影響に関するシナリオの一覧表 

シナリオ番号 気候変動影響事象 略称 該当図 

シナリオ 1 強大な台風による都市域での広域の浸水・風害 台風 図 2-14 

シナリオ 2 梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生 豪雨 図 2-15 

シナリオ 3 広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞 雪害 図 2-16 

シナリオ 4 広域の渇水による生活基盤への影響 渇水 図 2-17 

シナリオ 5 大規模な熱波による医療インフラへの影響 熱波 図 2-18 

シナリオ 6 大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化 感染症 図 2-19 
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図 2-14 シナリオ 1：強大な台風による都市域での広域の浸水・風害 【台風】 

  

強
大
な
台
風
に
よ
る
都
市
域
で
の
広
域
の
浸
水
・
風
害
【
台
風
】

(1
)シ
ナ
リ
オ

•
伊
勢
湾
台
風
（
1
9

5
9
年
）
に
お
い
て
は
、
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
を
含
む
広
域
が
浸
水
し
た
。

•
平
成

3
0
年
台
風
第

2
1
号
に
お
い
て
は
、
大
阪
湾
で
高
潮
が
発
生
し
、
市
街
地
に
お
け
る
大
規
模
な
浸
水
は
免
れ
た
も
の
の
、
関
西
国
際
空
港
に
お

け
る
被
害
を
は
じ
め
と
し
て
浸
水
が
発
生
し
、
神
戸
港
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
休
止
す
る
等
の
影
響
を
受
け
た
。
（
内
閣
府

1
) ）

•
令
和
元
年
東
日
本
台
風
に
お
い
て
は
、
広
い
範
囲
で
の
河
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
死
者

9
1
名
、
全
壊
建
物

3
,2

7
3
棟
の
被
害
が
生
じ
た
。
停
電
、

断
水
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
停
止
が
発
生
し
、
道
路
や
橋
梁
の
損
壊
に
よ
っ
て
住
民
生
活
・
経
済
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
（
内
閣
府

2
) ）

I.
類
似
す
る
過
去
の
災
害
事

例
(2

)影
響

の
内
容

【
激
甚
化
】
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
強
化
さ
れ
た
台
風
に
よ
っ
て
、
湾
の
都
市
部
に
お
い
て
防
潮
堤
に
よ
る
防
護
レ
ベ
ル
を
上
回
る
高
潮
が
発
生
し
、
浸

水
が
発
生
す
る
。
豪
雨
に
よ
る
河
川
氾
濫
に
よ
っ
て
も
浸
水
が
発
生
す
る
。
事
前
に
警
報
は
発
出
さ
れ
る
が
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
て
死
者
が
生
じ
る
。

個
人
や
企
業
の
資
産
に
も
影
響
が
生
じ
る
。
停
電
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
へ
の
影
響
も
生
じ
る
。

【
新
た
な
被
害
形
態
】
東
北
・
北
海
道
地
方
な
ど
こ
れ
ま
で
台
風
が
ほ
と
ん
ど
上
陸
し
て
い
な
か
っ
た
地
域
で
も
被
害
が
生
じ
る
。
台
風
の
移
動
速
度
が

低
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
力
が
作
用
す
る
時
間
が
長
く
な
り
、
災
害
の
長
期
化
に
う
な
が
る
。

【
頻
発
化
】
災
害
を
も
た
ら
す
強
い
台
風
の
頻
度
は
高
く
な
る
。

II
.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
現
象

【
激
甚
化
】
II

.の
被
害
に
加
え
て
、
よ
り
広
域
の
高
潮
浸
水
の
発
生
、
豪
雨
に
よ
る
河
川
氾
濫
、
風
害
お
よ
び
土
砂
災
害
と
の
複
合
災
害
に
よ
っ
て
電
力
、

水
、
物
流
が
同
時
に
被
害
を
受
け
、
地
下
鉄
や
地
下
構
造
物
も
浸
水
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
広
範
囲
に
破
損
し
、
複
合
的
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
停
止
が
発

生
し
、
住
民
の
生
活
お
よ
び
企
業
活
動
が
長
期
的
に
再
開
で
き
な
い
状
態
と
な
る
。
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
で
は
、
浸
水
後
に
ポ
ン
プ
で
く
み
上
げ
な
い
限

り
、
非
常
に
広
範
囲
で
長
期
間
の
浸
水
が
継
続
す
る
。
ま
た
、
大
量
の
水
害
廃
棄
物
が
発
生
し
、
そ
の
処
理
に
時
間
を
要
す
る
。

II
I.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
よ
り
極
端
な
現
象

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
の
策
定
前
段
階
の
脆
弱
性
評
価
に
お
い
て
、
3

5
の
「起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
お
い
て
、
災
害
の
リ
ス
ク
等
は
異
な
り
ま
す
。
（内
閣
官
房

3
)、

4
)）

•
浸
水
・土
砂
災
害
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
（4

-1
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
等
に
よ
る
企
業
の
生
産
力
低
下
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
低
下
）

•
浸
水
・
風
害
・
土
砂
災
害
に
よ
る
重
要
施
設
の
損
壊
（
4

-2
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
・
高
圧
ガ
ス
施
設
等
の
重
要
な
産
業
施
設
の
火
災
、
爆
発
に
伴
う
有
害

物
質
等
の
大
規
模
拡
散
・
流
出
等
）

•
浸
水
・
土
砂
災
害
に
よ
る
陸
上
交
通
網
の
機
能
停
止
、
高
潮
に
よ
る
海
上
交
通
の
機
能
停
止
（
5

-5
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
の
幹
線
道
路
や
新
幹
線

が
分
断
す
る
な
ど
、
基
幹
的
陸
上
海
上
航
空
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
停
止
に
よ
る
物
流
・
人
流
へ
の
甚
大
な
影
響
）

•
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
等
で
の
長
期
的
な
湛
水
と
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
災
害
廃
棄
物
に
よ
る
復
興
の
大
幅
な
遅
れ
（
6

-3
大
量
に
発
生
す
る
災

害
廃
棄
物
の
処
理
の
停
滞
に
よ
り
復
興
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態
）

IV
.起
き
て
は
な
ら
な
い

最
悪
の
事
態

（
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
か

ら
一
部
例
示
）

※
詳
細
は
国
土
強
靱
化
基
本

計
画
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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/
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本
シ
ナ
リ
オ
に
関
係
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
の
部
分
を
赤
色
で
表
示

社
会

・
経

済
的

影
響

気
候

変
動

に
よ

る
影

響
の

進
展

気
候

変
動

に
よ

る
自

然
現

象
の

変
化

海
水

温
の

上
昇

災
害

に
よ
る
人

的
被

害
（
死

者
、
負

傷
者

）
、
直
接

被
害

（
家

屋
等

）
の

増
加
、
自
然

生
態

系
へ

の
影

響

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
影
響

の
深

刻
化

（
交

通
網

の
寸

断
や
電

気
・

ガ
ス
・
水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
の

寸
断

、
電

力
・
水

道
等

へ
の

直
接

的
被

害
の

発
生

）

農
業
気

象
災

害
の
増

加
（
浸

水
被

害
、
土

砂
災
害

、
風
害

）
木

材
生

産
へ

の
影
響

産
業
・
経
済

活
動

へ
の

影
響

深
刻

化
（
営

業
停

止
、
保

険
金

支
払

額
等

）

高
潮

・
洪

水

の
同

時
発

生

気
温

の
上

昇

※
日
ス
ケ
ー
ル
以
上
の
大
雨
を
想
定

※
数
時
間
ス
ケ
ー
ル
以
下
の
大
雨
を
想
定

大
気
循
環
場
の

変
化

複 合 的 な 影 響 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 の 機 能 不 全

海
上
で
の
下
層
水

蒸
気

量
の

増
大

防
災

施
設

、
港

湾
・
漁

港
施

設
等

の
機

能
の

低
下

や
損

傷

1
日

～
数

日
ス

ケ
ー
ル

の
大

雨
の

発
生

頻
度

の
増

加

短
時

間
集

中
降

雨
の

発
生

頻
度

の
増

加
、
降

雨
強

度
の

増
大

竜
巻

の
発

生
頻

度
の

変
化

洪
水

氾
濫

の
増

加

内
水

氾
濫

の
増

加

高
潮

氾
濫

・
高

潮
災
害
の
増
加

海
岸
侵
食
の
加
速

強
風

災
害

の
増

加

海
面
水
位
の
上
昇

高
潮
・
高
波
の

増
大

波
高

・
周

期
・
波

向
の

変
化

海
浜

の
変

形
（
堆

積
・
侵

食
）

強
い

台
風

の
発

生
割

合
の

増
加

台
風

の
速

度
減

少

土
砂

災
害

の
増

加
(
頻

度
、
規

模
)
 
地

域
や
形
態
の
変
化

土
砂

供
給

量
の

増
大
、
河
床
の
上
昇

関
連

す
る

「
自

然
現

象
の

変
化

」
、
「
影

響
の

進
展

」
、
「
社

会
・
経

済
的

影
響

」
を

黒
矢

印
・
黒

枠
で

つ
な

い
で

お
り

、
そ

の
う

ち
シ

ナ
リ
オ

に
関

係
す

る
部

分
を

赤
矢

印
・
赤

枠
で

表
示
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図 2-15 シナリオ 2：梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生 【豪雨】 

  

梅
雨
期
の
大
雨
に
よ
る
広
域
の
浸
水
・土
砂
災
害
の
発
生
【
豪
雨
】

(1
)シ
ナ
リ
オ

•
平
成

3
0
年

7
月
豪
雨
で
は
、
直
轄
河
川

2
2
水
系

4
7
河
川

3
4

6
ヶ
所
、
都
道
府
県
管
理
河
川

6
9
水
系

2
6

8
河
川
で
被
害
が
発
生
、
土
砂
災
害

2
,5

8
1
件
、
停
電
被
害
は

1
週
間
程
度
、
水
道
は

4
週
間
程
度
で
復
旧
し
た
。
（
令
和
元
年
版
防
災
白
書

1
) ）

•
タ
イ
洪
水
（
2

0
1
1
年
）
で
は
、
工
業
団
地
の
浸
水
に
よ
っ
て
日
系
企
業

4
5

0
社
が
冠
水
（
N

K
S

J
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

2
) ）
し
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

を
通
じ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
製
品
生
産
に
影
響
を
与
え
た
。

I.
類
似
す
る
過
去
の
災
害
事

例
(2

)影
響

の
内
容

【
激
甚
化
】
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
強
化
さ
れ
た
数
日
に
わ
た
る
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
、
複
数
の
都
道
府
県
を
ま
た
ぐ
多
数
の
河
川
流
域
で
同
時
に
河

川
氾
濫
が
発
生
し
、
広
域
で
の
土
砂
災
害
が
生
じ
る
。
ま
た
、
短
期
間
の
集
中
的
な
降
水
に
よ
り
内
水
氾
濫
も
多
数
の
箇
所
で
同
時
に
生
じ
る
。
事
前

に
警
報
は
発
出
さ
れ
る
が
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
て
死
者
が
生
じ
る
。
個
人
や
企
業
の
資
産
に
も
影
響
が
生
じ
る
。
土
砂
崩
れ
に
よ
っ
て
商
業
用
道
路
、

電
力
供
給
が
寸
断
さ
れ
た
状
態
と
な
る
。
複
数
の
地
域
で
同
時
に
発
生
し
た
被
害
に
よ
っ
て
復
旧
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
が
不
足
し
、
復
旧
に
時
間
を
要

す
る
。

II
.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起
こ

り
う
る
現
象

【
激
甚
化
】
II

.の
被
害
に
加
え
て
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
通
じ
て
影
響
が
波
及
し
、
国
内
の
生
産
額
に
も
影
響
が
及
ぶ
。
ま
た
、
大
量
の
水
害
廃
棄
物
が

発
生
し
、
そ
の
処
理
に
時
間
を
要
す
る
。

【
頻
発
化
】
豪
雨
に
よ
る
被
害
が
数
年
に
一
度
と
い
っ
た
短
い
間
隔
で
、
同
じ
地
域
で
繰
り
返
し
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
復
旧
・復
興
の
た
め
の
財
政
負

担
や
人
員
等
の
リ
ソ
ー
ス
が
慢
性
的
に
不
足
し
た
状
態
と
な
り
、
地
域
の
社
会
経
済
活
動
の
復
旧
に
大
幅
な
遅
れ
が
生
じ
、
産
業
の
移
転
に
つ
な
が
る
。

II
I.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
よ
り
極
端
な
現
象

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
の
策
定
前
段
階
の
脆
弱
性
評
価
に
お
い
て
、
3

5
の
「起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
お
い
て
、
災
害
の
リ
ス
ク
等
は
異
な
り
ま
す
。
（内
閣
官
房

3
)、

4
)）

•
浸
水
・
土
砂
災
害
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
（
4

-1
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
等
に
よ
る
企
業
の
生
産
力
低
下
に
よ
る
国
際
競
争
力
の

低
下
）

•
浸
水
・
土
砂
災
害
に
よ
る
電
力
等
供
給
網
の
停
止
（
5

-2
電
力
供
給
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
発
変
電
所
、
送
配
電
設
備
）
の
長
期
間
・
大
規
模
に
わ
た
る

•
機
能
の
停
止
）

•
浸
水
・
土
砂
災
害
に
よ
る
陸
上
交
通
網
の
機
能
停
止
（
5

-5
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
の
幹
線
道
路
や
新
幹
線
が
分
断
す
る
な
ど
、
基
幹
的
陸
上
海
上

航
空
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
停
止
に
よ
る
物
流
・
人
流
へ
の
甚
大
な
影
響
）

•
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
等
で
の
長
期
的
な
湛
水
と
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
災
害
廃
棄
物
に
よ
る
復
興
の
大
幅
な
遅
れ
（
6

-3
大
量
に
発
生
す
る
災

害
廃
棄
物
の
処
理
の
停
滞
に
よ
り
復
興
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態
）

IV
.起
き
て
は
な
ら
な
い

最
悪
の
事
態

（
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
か

ら
一
部
例
示
）

※
詳
細
は
国
土
強
靱
化
基
本

計
画
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

(4
)参
考
文
献

(3
)気
候
変
動
影
響
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
と
の
関
係

1
) 
令
和
元
年
版
防
災
白
書
：

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.b
o

u
s
a
i.
g

o
.j

p
/
k
a
ig

ir
e

p
/
h

a
k
u

s
h

o
/
h

3
1

/
in

d
e

x
.h

tm
l

2
) 

N
K

S
J
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
：
タ
イ
に
お
け
る
洪
水
の
被
害
状
況

h
tt

p
s
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/
im

a
g

e
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o
m

p
o
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rc

.c
o
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p

/
re

p
o

rt
s
_o

rg
/r

6
3

.p
d

f
３
）
内
閣
官
房
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画

h
tt

p
s
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/
w

w
w

.c
a
s
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o
.j

p
/
jp

/
s
e

is
a
k
u
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k
o

k
u

d
o

_k
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o

u
ji

n
k
a
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k
ih

o
n

.h
tm

l
4
）
内
閣
官
房
、
脆
弱
性
評
価

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.c
a
s
.g

o
.j

p
/
jp

/
s
e

is
a
k
u

/
k
o

k
u

d
o

_k
y
o

u
ji

n
k
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h

y
o

u
k
a
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l

本
シ
ナ
リ
オ
に
関
係
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
の
部
分
を
赤
色
で
表
示

社
会

・
経

済
的

影
響

気
候

変
動

に
よ

る
影

響
の

進
展

気
候

変
動

に
よ

る
自

然
現

象
の

変
化

災
害
に
よ
る
人
的
被
害
（
死

者
、
負
傷
者
）
、
直
接
被
害

（
家
屋
等
）
の
増
加
、
自
然
生

態
系
へ
の
影
響

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
影
響
の
深
刻

化
（
交
通
網
の
寸
断
や
電
気
・

ガ
ス
・
水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
の
寸
断
、
電
力
・
水
道
等
へ

の
直
接
的
被
害
の
発
生
）

農
業
気

象
災

害
の
増

加
（
浸

水
被
害
、
土
砂
災
害
、
風
害
）

木
材
生
産
へ
の
影
響

高
潮

・
洪

水

の
同

時
発

生

※
日
ス
ケ
ー
ル
以
上
の
大
雨
を
想
定

※
数
時
間
ス
ケ
ー
ル
以
下
の
大
雨
を
想
定

複 合 的 な 影 響 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 の 機 能 不 全

防
災
施
設
、
港
湾
・
漁
港
施
設

等
の
機
能
の
低
下
や
損
傷

短
時
間
集
中
降
雨

の
発
生
頻
度
の
増

加
、
降
雨
強
度
の

増
大

竜
巻
の
発
生
頻
度

の
変
化

洪
水
氾
濫
の
増
加

内
水
氾
濫
の
増
加

高
潮
氾
濫
・
高
潮

災
害
の
増
加

海
岸
侵
食
の
加
速

強
風
災
害
の
増
加

海
面
水
位
の
上
昇

高
潮
・
高
波
の

増
大

波
高
・
周
期
・
波
向

の
変
化

海
浜
の
変
形

（
堆
積
・
侵
食
）

強
い
台
風
の

発
生
割
合
の
増
加

台
風
の
速
度
減
少

産
業
・
経
済

活
動

へ
の

影
響

深
刻
化
（
営
業
停
止
、
保
険

金
支
払
額
等
）

土
砂
供
給
量
の
増

大
、
河
床
の
上
昇

気
温

の
上

昇

海
水

温
の

上
昇

海
上
で
の
下
層
水

蒸
気
量
の
増
大

1
日
～
数
日
ス

ケ
ー
ル
の
大
雨
の

発
生
頻
度
の
増
加

土
砂
災
害
の
増
加

(
頻
度
、
規
模

)
 
地

域
や
形
態
の
変
化

大
気
循
環
場
の

変
化

関
連

す
る

「
自

然
現

象
の

変
化

」
、
「
影

響
の

進
展

」
、
「
社

会
・
経

済
的

影
響

」
を

黒
矢

印
・
黒

枠
で

つ
な

い
で

お
り

、
そ

の
う

ち
シ

ナ
リ
オ

に
関

係
す

る
部

分
を

赤
矢

印
・
赤

枠
で

表
示



 

42 

第 2章 実装編 

２-２ 将来備えるべき気象災害を考える 「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 
図 2-16 シナリオ 3：広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞 【雪害】 

  

広
域
に
わ
た
る
雪
害
に
よ
る
社
会
経
済
活
動
の
停
滞
【
雪
害
】

(1
)シ
ナ
リ
オ

•
2

0
1
8
年
の
北
陸
地
方
に
お
け
る
豪
雪
で
は
、
福
井
県
の
幹
線
道
路
で
あ
る
国
道

8
号
線
沿
い
に
最
大

1
,5

0
0
台
程
度
の
車
両
が
滞
留
し
、

2
日
間
以
上
に
わ
た
っ
て
物
資
の
供
給
が
滞
っ
た

1
) 。

•
関
東
甲
信
地
方
に
お
い
て
発
生
し
た
平
成

2
6

 年
（
2

0
1
4

 年
）
豪
雪
で
は
、
死
者

2
6
人
、
負
傷
者

1
,0

0
0

 人
以
上
、
約

1
,8

0
0

 億
円

の
農
業
被
害
、
数
千
カ
所
の
建
物
被
害
、
1
5

0
 万
戸
の
停
電
が
生
じ
た

2
) 。

I.
類
似
す
る
過
去
の
災
害

事
例

(2
)影
響

の
内
容

【
激
甚
化
】
冬
季
に
お
い
て
上
空
に
発
達
し
た
強
い
寒
気
の
影
響
で
、
北
陸
地
方
や
東
北
地
方
の
日
本
海
側
の
内
陸
部
及
び
北
海
道
の
平
野
部
で

は
一
日
に

1
m
を
超
え
る
積
雪
や
吹
雪
が
生
じ
、
主
要
道
路
の
多
数
の
箇
所
で
車
の
立
ち
往
生
が
生
じ
、
場
所
に
よ
っ
て
は

1
週
間
以
上
に
わ
た
っ

て
道
路
輸
送
が
滞
る
。
ま
た
、
着
雪
等
に
よ
っ
て
停
電
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
日
常
生
活
お
よ
び
経
済
活
動
に
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
。

II
.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
現
象

【
激
甚
化
】
II

.の
被
害
に
加
え
て
、
交
通
網
の
停
滞
に
よ
り
孤
立
し
た
地
域
で
の
燃
料
・
食
料
等
の
物
資
の
供
給
が
不
足
し
、
死
者
が
発
生
す
る
。

将
来
に
お
い
て
は
積
雪
地
域
で
の
顕
著
な
人
口
減
少
・
高
齢
化
に
よ
っ
て
よ
り
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
。

【
新
た
な
被
害
形
態
】
温
暖
化
に
よ
っ
て
寒
冷
地
域
で
の
冬
季
の
雪
質
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
着
雪
や
屋
根
雪
に
よ
る
被
害
が
増
加
し
、
広

域
で
停
電
が
発
生
し
、
復
旧
に
長
期
間
を
要
す
る
。

【
新
た
な
被
害
形
態
】
融
雪
洪
水
の
発
生
時
期
が
変
化
す
る
。

II
I.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
よ
り
極
端
な
現

象

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
の
策
定
前
段
階
の
脆
弱
性
評
価
に
お
い
て
、
3

5
の
「起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
お
い
て
、
災
害
の
リ
ス
ク
等
は
異
な
り
ま
す
。
（内
閣
官
房

3
)、

4
)）

•
暴
風
雪
や
豪
雪
等
に
伴
う
多
数
の
死
傷
者
の
発
生
（
1
-7

暴
風
雪
や
豪
雪
等
に
伴
う
多
数
の
死
傷
者
の
発
生
）

•
豪
雪
に
伴
う
道
路
輸
送
の
停
滞
に
よ
る
燃
料
供
給
網
の
長
期
停
止
（
5

-2
電
力
供
給
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
発
変
電
所
、
送
配
電
設
備
）
の
長
期

間
・
大
規
模
に
わ
た
る
機
能
の
停
止
）

•
豪
雪
に
伴
う
道
路
・
鉄
道
の
長
期
間
の
機
能
停
止
（
5

-5
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
の
幹
線
道
路
や
新
幹
線
が
分
断
す
る
な
ど
、
基
幹
的
陸
上
海

上
航
空
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
停
止
に
よ
る
物
流
・
人
流
へ
の
甚
大
な
影
響
）

IV
.起
き
て
は
な
ら
な
い

最
悪
の
事
態

（
国
土
強
靱
化
基
本
計
画

か
ら
一
部
例
示
）

※
詳
細
は
国
土
強
靱
化
基

本
計
画
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

(4
)参
考
文
献

(3
)気
候
変
動
影
響
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
と
の
関
係

1
) 
森
崎
ら
（
2

0
1
9
）
、
2

0
1
8
年

2
月
の
北
陸
地
方
に
お
け
る
大
雪
の

被
害
と
影
響
に
関
す
る
一
考
察
－
金
沢
市
・
福
井
市
を
対
象
と
し
て
－
、

自
然
災
害
科
学
、

h
tt

p
s
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/
w

w
w
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n

d
s
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rg
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/
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8
_3

_3
4

7
.p

d
f

2
) 
上
石
・
中
村
（
2

0
1
6
）
、
2

0
1
4

 年
2

 月
の
南
岸
低
気
圧
に
よ
る

大
雪
に
お
け
る
災
害
の
概
要
と
防
災
科
研
の
対
応
な
ら
び
に
今
後
の
対

策
の
方
向
性
、
防
災
科
学
技
術
研
究
所
主
要
災
害
調
査
、
第

4
9

 号
、

h
tt

p
s
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/
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il
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o
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9
/
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9
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2
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d
f

3
）
内
閣
官
房
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
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4
）
内
閣
官
房
、
脆
弱
性
評
価

h
tt

p
s
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/
w

w
w

.c
a
s
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o
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/
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本
シ
ナ
リ
オ
に
関
係
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
の
部
分
を
赤
色
で
表
示

社
会

・
経

済
的

影
響

気
候

変
動

に
よ

る
影

響
の

進
展

気
候

変
動

に
よ

る
自

然
現

象
の

変
化

災
害
に
よ
る
人
的
被
害
の
増
加

（死
者
、
負
傷
者
）、

自
然
生
態
系

へ
の
影
響

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
影
響
の
深
刻
化

（
交

通
網

の
寸

断
や
電

気
・
ガ
ス
・

水
道

等
の

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

寸
断

、
電
力
・
水
道
等
へ
の
直
接
的
被
害

の
発

生
）

暑
熱
に
よ
る
死
亡
リ
ス
ク
・熱

中
症
リ
ス
ク
の
増
加

避
難

生
活

の
長

期
化

に
伴

う
熱

中
症

・
肺

炎
・
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

・
嘔

吐
・
下

痢
症

・
精

神
疾

患
リ
ス
ク
の

増
加

・
節

足
動

物
媒

介
感

染
症

リ
ス
ク
、
刺

咬
被

害
の

増
加

・
感

染
症

の
季

節
性

の
変

化
（
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

、
嘔

吐
・
下

痢
症

等
）

水
系

感
染

症
（
下

痢
症

等
）
の

発
生

リ
ス
ク
増
加

（
本

整
理

の
対

象
外

）
災

害
起

因
で

は
な

い
感

染
症

影
響

極
端

な
気

象
現

象
(大

雨
、
強

い
台

風
の

発
生

割
合
)の

増
加

取
水
制
限
・断

水
の
深
刻
化

農
業
用
水
不
足
の
深
刻
化

生
物
多
様
性
の
低
下
、
林
業
へ

の
影
響
、
温
室
効
果
ガ
ス
増
大

複 合 的 な 影 響 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 の 機 能 不 全

③
③

③
：
森

林
火

災
は

、
A

R
6
等

で
世

界
全

体
で

は
リ
ス

ク
が

増
大

す
る

と
想

定
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、
国

内
の

将
来

変
化

に
つ

い
て

明
確

な
科

学
的

知
見

が
得

ら
れ

て
い

な
い

た
め

、
破

線
表

示
の

う
え

整
理

の
対

象
外

と
し
た

。

医
療
体
制

の
圧
迫

気
温
の
上
昇

海
水

温
の

上
昇

極
端

な
気

象
現

象
(
少
雨

)
の
発
生

積
雪

量
の

減
少

融
雪

の
早

期
化

極
端

な
豪

雪
地

域
・

時
期

の
変

化

渇
水

の
深

刻
化

飲
料

水
源

へ
の

下
水

流
入

融
雪

洪
水

の
変

化

雪
崩
等
の
雪
害
の
発
生
状
況

変
化

ダ
ム
貯

水
量

・
河

川
流

量
の

減
少

、
地

下
水

位
の

低
下

熱
ス
ト
レ
ス
の

増
加

森
林

火
災

の
頻

度
増

加

自
然

災
害

発
生

に
伴

う
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の

停
止

※

海
水

中
の

腸
炎

ビ
ブ
リ
オ
菌

等
の

細
菌

類
の

増
加

※
断

水
に

よ
る

復
興

の
妨

げ
や

、
停

電
に

よ
る

熱
中

症
に

よ
る

救
急

搬
送

者
数

の
増

加
も

起
こ

り
う

る

関
連

す
る

「
自

然
現

象
の

変
化

」
、
「
影

響
の

進
展

」
、
「
社

会
・
経

済
的

影
響

」
を

黒
矢

印
・
黒

枠
で

つ
な

い
で

お
り

、
そ

の
う

ち
シ

ナ
リ
オ

に
関

係
す

る
部

分
を

赤
矢

印
・
赤

枠
で

表
示

気
象

災
害

に

よ
る

感
染

症

へ
の

影
響
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図 2-17 シナリオ 4：広域の渇水による生活基盤への影響 【渇水】 

  

広
域
の
渇
水
に
よ
る
生
活
基
盤
へ
の
影
響
【渇
水
】

(1
)シ
ナ
リ
オ

•
平
成

2
8
年
夏
季
の
渇
水
で
は
、
関
東
・
四
国
地
方
に
お
い
て
取
水
制
限
が
行
わ
れ
た
。
利
根
川
流
域
で
は
前
年
の
降
雪
量
・
5
月
の
降

水
量
と
も
に
小
さ
く
、
農
業
用
水
・
水
道
用
水
・工
業
用
水
を
対
象
と
し
て
最
大

1
0

%
の
取
水
制
限
が
適
用
さ
れ
た
（国
土
交
通
省

1
) ）
。

I.
類
似
す
る
過
去
の
災
害

事
例

(2
)影
響

の
内
容

【激
甚
化
】春
か
ら
夏
に
か
け
て
降
水
量
が
記
録
的
に
少
な
い
状
況
が
続
き
、
渇
水
に
よ
っ
て
複
数
の
地
方
に
取
水
制
限
が
出
さ
れ
る
。
他

地
域
か
ら
の
水
の
融
通
に
も
限
界
が
あ
り
、
生
活
用
水
の
制
限
に
よ
っ
て
日
常
生
活
へ
の
影
響
が
生
じ
、
農
業
用
水
の
制
限
に
よ
っ
て
農

作
物
の
被
害
が
生
じ
、
工
業
用
水
の
制
限
に
よ
っ
て
生
産
額
へ
の
影
響
が
生
じ
る
。

II
.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
現
象

【
激
甚
化
】
II

.の
被
害
に
加
え
て
、
長
引
く
取
水
制
限
に
よ
り
農
業
生
産
高
が
低
下
し
、
被
害
地
域
の
農
業
生
産
額
に
影
響
を
与
え
る
。

【
新
た
な
被
害
形
態
】
渇
水
に
よ
る
ダ
ム
・
河
川
水
質
の
悪
化
、
赤
潮
被
害
の
拡
大
が
生
じ
る
。

II
I.
気
候
変
動
に
よ
っ
て

起
こ
り
う
る
よ
り
極
端
な

現
象

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
の
策
定
前
段
階
の
脆
弱
性
評
価
に
お
い
て
、
3

5
の
「起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
お
い
て
、
災
害
の
リ
ス
ク
等
は
異
な
り
ま
す
。
（内
閣
官
房

3
)、

4
)）

•
渇
水
に
よ
る
用
水
供
給
途
絶
に
伴
う
生
産
活
動
へ
の
甚
大
な
影
響
（4

-6
異
常
渇
水
等
に
よ
る
用
水
供
給
途
絶
に
伴
う
、
生
産
活
動

へ
の
甚
大
な
影
響
）

•
渇
水
に
よ
る
上
水
道
へ
の
長
期
間
の
供
給
停
止
（5

-4
上
下
水
道
施
設
の
長
期
間
に
わ
た
る
機
能
停
止
）

IV
.起
き
て
は
な
ら
な
い

最
悪
の
事
態

（
国
土
強
靱
化
基
本
計
画

か
ら
一
部
例
示
）

※
詳
細
は
国
土
強
靱
化
基

本
計
画
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

(4
)参
考
文
献

(3
)気
候
変
動
影
響
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
と
の
関
係

1
)国
土
交
通
省
：
平
成

2
8
年
渇
水
に
つ
い
て

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.m
li
t.

g
o

.j
p

/
c
o

m
m

o
n

/
0

0
1
1
6

9
8

4
6

.p
d

f
2
）
内
閣
官
房
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.c
a
s
.g

o
.j

p
/
jp

/
s
e

is
a
k
u

/
k
o

k
u

d
o

_k
y
o

u
ji

n
k
a
/
k
ih

o
n

.h
tm

l
3
）
内
閣
官
房
、
脆
弱
性
評
価

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.c
a
s
.g

o
.j

p
/
jp

/
s
e

is
a
k
u

/
k
o

k
u

d
o

_k
y
o

u
ji

n
k
a
/
h

y
o

u
k
a
.h

tm
l

本
シ
ナ
リ
オ
に
関
係
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
の
部
分
を
赤
色
で
表
示

社
会

・
経

済
的

影
響

気
候

変
動

に
よ

る
影

響
の

進
展

気
候

変
動

に
よ

る
自

然
現

象
の

変
化

災
害

に
よ
る
人

的
被

害
の

増
加

（
死

者
、
負

傷
者
）
、
自

然
生

態
系

へ
の

影
響

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
影
響

の
深

刻
化

（
交
通
網
の
寸
断
や
電
気
・
ガ
ス
・

水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
寸
断
、

電
力
・
水
道
等
へ
の
直
接
的
被
害

の
発
生
）

暑
熱

に
よ
る
死

亡
リ
ス
ク
・熱

中
症

リ
ス
ク
の

増
加

避
難
生
活
の
長
期
化
に
伴
う
熱
中

症
・
肺
炎
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
嘔

吐
・
下
痢
症
・
精
神
疾
患
リ
ス
ク
の

増
加

水
系
感
染
症
（
下
痢
症
等
）
の
発
生

リ
ス
ク
増
加

極
端
な
気
象
現
象

(大
雨
、
強
い
台
風
の

発
生
割
合
)の

増
加

取
水

制
限

・
断

水
の
深

刻
化

農
業

用
水

不
足

の
深

刻
化

生
物

多
様

性
の

低
下

、
林

業
へ

の
影

響
、
温

室
効
果

ガ
ス
増

大

複 合 的 な 影 響 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 の 機 能 不 全

③
③

医
療

体
制

の
圧

迫

気
温
の
上
昇

海
水
温
の
上
昇

極
端
な
気
象
現
象

(
少
雨

)
の
発
生

積
雪
量
の
減
少

融
雪
の
早
期
化

極
端
な
豪
雪
地
域
・

時
期
の
変
化

渇
水
の
深
刻
化

飲
料
水
源
へ
の
下

水
流
入

融
雪
洪
水
の
変
化

雪
崩
等
の
雪
害
の
発
生
状
況

変
化

ダ
ム
貯
水
量
・
河
川
流
量
の

減
少
、
地
下
水
位
の
低
下

熱
ス
ト
レ
ス
の
増
加

森
林
火
災
の
頻
度
増
加

自
然
災
害
発
生
に
伴
う
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
停
止

※

海
水
中
の
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
菌

等
の
細
菌
類
の
増
加

関
連

す
る

「
自

然
現

象
の

変
化

」
、
「
影

響
の

進
展

」
、
「
社

会
・
経

済
的

影
響

」
を

黒
矢

印
・
黒

枠
で

つ
な

い
で

お
り

、
そ

の
う

ち
シ

ナ
リ
オ

に
関

係
す

る
部

分
を

赤
矢

印
・
赤

枠
で

表
示

気
象

災
害

に

よ
る

感
染

症

へ
の

影
響

・
節
足
動
物
媒
介
感
染
症
リ
ス
ク
、
刺
咬
被
害
の
増
加

・
感
染
症
の
季
節
性
の
変
化
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

、
嘔
吐
・
下
痢
症
等
）

（
本

整
理

の
対

象
外

）
災

害
起

因
で

は
な

い
感

染
症

影
響

③
：
森

林
火

災
は

、
A

R
6
等

で
世

界
全

体
で

は
リ
ス

ク
が

増
大

す
る

と
想

定
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、
国

内
の

将
来

変
化

に
つ

い
て

明
確

な
科

学
的

知
見

が
得

ら
れ

て
い

な
い

た
め

、
破

線
表

示
の

う
え

整
理

の
対

象
外

と
し
た

。

※
断

水
に

よ
る

復
興

の
妨

げ
や

、
停

電
に

よ
る

熱
中

症
に

よ
る

救
急

搬
送

者
数

の
増

加
も

起
こ

り
う

る
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図 2-18 シナリオ 5：大規模な熱波による医療インフラへの影響 【熱波】 

  

大
規
模
な
熱
波
に
よ
る
医
療
イ
ン
フ
ラ
へ
の
影
響
【
熱
波
】

(1
)シ
ナ
リ
オ

•
2

0
1
8
年

7
月
に
東
日
本
で
は

1
9

4
6
年
の
統
計
開
始
以
来
第
１
位
の
高
温
と
な
っ
た
（
月
平
均
気
温
が
平
年
よ
り

2
.8
度
高
い
）
。

搬
送
者
数
も
前
年
の

2
倍
の

5
4

,2
2

0
名
と
な
っ
た
。

I.
類
似
す
る
過
去
の
災
害

事
例

(2
)影
響

の
内
容

【
激
甚
化
】
日
本
全
国
で
気
温
が
異
常
に
高
い
日
が
続
き
、
熱
中
症
に
よ
る
搬
送
者
数
・
死
者
数
が
多
数
発
生
す
る
。
搬
送
者
に
よ
っ
て
医

療
機
関
の
救
急
対
応
リ
ソ
ー
ス
が
逼
迫
す
る
。

II
.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
現
象

【
激
甚
化
】
II

.の
被
害
に
加
え
て
、
熱
中
症
に
よ
る
搬
送
者
数
が
救
急
対
応
能
力
を
超
え
た
結
果
、
医
療
機
関
へ
の
搬
送
が
不
可
能
と
な

る
熱
中
症
患
者
が
多
数
発
生
し
、
症
状
の
重
篤
化
や
死
者
の
さ
ら
な
る
増
加
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
将
来
想
定
さ
れ
る
高
齢
化
に
よ
っ
て

よ
り
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
。

【
新
た
な
被
害
形
態
】
水
害
発
生
時
に
高
温
の
状
況
が
同
時
に
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
電
力
供
給
の
途
絶
に
伴
い
自
宅
や
避
難
所
等

で
の
空
調
等
の
利
用
が
制
限
さ
れ
、
熱
中
症
搬
送
者
数
が
大
幅
に
増
加
す
る
。
水
害
と
熱
中
症
の
両
方
に
よ
っ
て
医
療
体
制
が
逼
迫
す

る
。
（
＊
医
療
体
制
の
圧
迫
は
水
害
以
外
の
災
害
や
感
染
症
と
複
合
し
た
場
合
に
も
生
じ
る
。
ま
た
、
熱
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
睡
眠
障
害
や
労

働
生
産
性
の
低
下
が
生
じ
る
。
）

II
I.
気
候
変
動
に
よ
っ
て
起

こ
り
う
る
よ
り
極
端
な
現

象

国
土
強
靱
化
基
本
計
画
の
策
定
前
段
階
の
脆
弱
性
評
価
に
お
い
て
、
3

5
の
「起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。

地
域
に
お
い
て
、
災
害
の
リ
ス
ク
等
は
異
な
り
ま
す
。
（内
閣
官
房

3
)、

4
)）

•
熱
中
症
搬
送
者
の
増
加
に
よ
る
医
療
施
設
及
び
関
係
者
の
絶
対
的
不
足
（
2

-2
医
療
施
設
及
び
関
係
者
の
絶
対
的
不
足
・
被
災
、
支

援
ル
ー
ト
の
途
絶
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
途
絶
に
よ
る
医
療
機
能
の
麻
痺
）

IV
.起
き
て
は
な
ら
な
い

最
悪
の
事
態

（
国
土
強
靱
化
基
本
計
画

か
ら
一
部
例
示
）

※
詳
細
は
国
土
強
靱
化
基

本
計
画
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

(4
)参
考
文
献

(3
)気
候
変
動
影
響
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
図
と
の
関
係

1
)気
象
庁
：
「
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
」
及
び
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症
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感
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台
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深
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生
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③
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図 2-19 シナリオ 6：大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化 【感染症】 
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2) シナリオに基づく具体的な影響と優先度の検討 

将来生じ得る気候変動に関する気象災害のシナリオを特定した後で、そのシナリオに沿ってど

の程度の影響が想定されるのか検討します。 

作成した該当地域のシナリオにおいて、深刻な影響を受ける事項（該当地域のボトルネック）に

対する取組の優先度を高く設定する方法があります。 

また、気候変動の影響は、様々な分野に影響を与えることから、優先的に対応が必要な事項を

把握・設定する必要があります。その検討方法の一つとして、国の気候変動影響評価報告書の評

価を参考に、自らの地域について、各種分野ごとに、影響の程度、可能性及び影響の不可逆性

（元の状態に回復することの困難さ）等を表す「重大性」、影響の発現時期や適応の着手･重要な

意思決定が必要な時期を表す「緊急性」、予測の確からしさを表す「確信度」を、前述 2-2(1)2)

の A-PLAT や IPCC 評価報告書などの資料をもとに整理し、該当地域にとっての重要度を設

定する方法があります。 

ここで、対象とする分野は、(1)農業・林業・水産業、(2)水環境・水資源、(3)自然生態系、(4)

自然災害・沿岸域、(5)健康、(6)産業・経済活動、(7)国民生活・都市生活などがあり、これらの

分野から自らの地域で「気候変動×防災」に関わるものを抽出した上で、分野別に該当する大項

目・小項目をより具体的に設定します。 

重大性・緊急性・確信度の整理イメージは P.４7 の環境省の事例、その評価を踏まえた重点テ

ーマの設定は P.48の岐阜県の事例が参考となります。 

なお、次期気候変動影響評価報告書は、2025 年公表に向けて検討が進められています。地

方自治体が情報を活用するにあたり、最新の動向を踏まえる必要があります。 

 

重大性・緊急性・確信度の整理方法（例） 

重大性：対象地域での影響の程度、可能性等（「特に重大な影響が認められる」、「影響が認

められる」など）を段階的に評価します。例えば、社会（人命の損失を伴う、もしくは

健康面の負荷の程度、発生可能性などが特に大きい、地域社会やコミュニティへ

の影響が大きい、文化的資産やコミュニティサービスへの影響が大きい）、経済（経

済的損失が大きい）、環境（環境・生態系機能の損失が大きい）などの観点から決

定します。 

緊急性：気候変動の影響が表れる時間スケール、対応に要する時間や対応後の効果が表れ

るまでの時間を踏まえてその程度（「高い」、「中程度」、「低い」）を段階的に評価し

ます。例えば、すでに影響が生じている、21 世紀中頃までに影響の生じる可能性

が高い、影響が生じるのは 21 世紀中頃より先の可能性が高いなどの観点から決
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定します。 

確信度：気候変動の将来予測に関する証拠の種類・量・質・整合性と各種資料の見解の一

致を踏まえてその程度（高い、中程度、低い）を段階的に評価します。 

 

事例 環境省 各分野における重大性・緊急性・確信度の整理イメージ 

■ 環境省では、7 つの対象分野（農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健

康、産業・経済活動、国民生活・都市生活）について、重大性、緊急性、確信度の整理方法を提示していま

す。 

表 2-10 重大性、緊急性、確信度を踏まえた気候変動による影響の評価イメージ 

出典）環境省「気候変動影響評価報告書（総説）」（2020年）をもとに編集 
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事例 岐阜県 県内における気候変動影響の評価を踏まえた重点テーマの設定 

■ 岐阜県は「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」において、国の気候変動影響評価報告書と同様

に重大性・緊急性・確信度の観点から県として影響評価を行った上で、変化に富んだ地理的条件、県の

シンボルである県魚や県鳥等の状況、近年の豪雨災害の頻発といった、地域独自の特性を踏まえて、重

点的に取り組むテーマを設定しています。 

 

表 2-11 岐阜県における重点的に取り組むテーマの選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）岐阜県「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」（令和 5年 3月改訂） 

 

 

また、外部有識者で構成される審議会等において、専門家判断（エキスパート・ジャッジ）によ

る評価を行う方法もあります。例えば、次に示す新潟県の事例では、各分野の専門家等からなる

研究会を設置し、国の気候変動適応計画をもとに県独自で気候変動影響を評価しており、各項

目の重要度や対応方針についての当該研究会からの提言を踏まえ、「新潟県気候変動適応計画

2021-2030」を策定しています。 

なお、区域の特徴や重要と考えられる気候変動影響について、庁内の関連部局と検討を行い

評価する方法もあります。 
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事例 新潟県 県内における気候変動影響の評価を踏まえた対応方針の検討 

■ 新潟県では、各分野の専門家からなる研究会の提言を踏まえ、気候変動の様々な影響について、近年

の状況や将来予測等をもとに４つの重要度（◎、〇、△、－）に分類し、各重要度に応じた適応策の対

応方針を定めて、県の適応計画に記載しています。最も重要度の高い項目（◎）は、新潟県の重要な産

業又は県民の生命・財産に関わるものであり、深刻な影響を示す近年の状況や将来予測のデータが

あるものとして、農業分野の水稲（主食用米）、水害（洪水・内水）、雪害及び暑熱（熱中症等）を選定し

ています。また、県適応計画では、この対応方針に基づく適応策を記載しています。 

 

表 2-12 新潟県における気候変動影響に関する重要度、重要度が高い項目の対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）新潟県「新潟県気候変動適応に関する研究会 提言概要」（2020年） 

 

 

以下の「進め方のコツ」では、「気候変動により想定される影響に関するシナリオ」を用いた最

も簡易的なシナリオ検討の進め方を一例として紹介します。 
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進め方の

コツ 
シナリオ検討の進め方の例 

■ 以下①～③の 3 つのステップにより、最も簡易的な将来シナリオを作成することができます。まずは

これらのステップを将来備えるべき気象災害を考える際の第一歩として参考にしてください。 

■ 更なる取組のステップアップを図りたい場合は、2-2の各項目の記載内容を参考に、より詳細な検討

を実施してください。 

 

【簡易的な将来シナリオ作成の 3 ステップ】 

① 地域で起こりうる気候変動や影響事象の選択 

実施事項 2-2(1)1)表 2-5 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）の一覧表

に示すシナリオ 1～6の中から、地域で起こりうる気候変動やその影響事象を選択する。  

選択の観点 文部科学省及び気象庁「日本の気候変動２０２０」やこれに基づき管区及び沖縄気

象台が地域の観測・予測情報をとりまとめた都道府県版気候変動リーフレット、及び環境省「気

候変動影響評価報告書」で示唆されている気候変動や影響事象 等 

実施例 都道府県版気候変動リーフレットの自地域版を確認したところ、年平均気温の上昇、猛

暑日の増加、大雨の増加、雨の降らない日の増加が示されていることから（図 2-20）、それぞれ

関連するシナリオ 2豪雨、シナリオ 4渇水、シナリオ 5熱波、シナリオ 6感染症を選択する。 

 

図 2-20 地域で起こりうる気候変動影響事象の確認例 

出典）岐阜地方気象台・東京管区気象台「岐阜県の気候変動」（2022年）をもとに編集 

シナリオ2 豪雨、シナリオ4 渇水等と関連シナリオ5 熱波、シナリオ6 感染症等と関連
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② 地域特性を踏まえて注目すべき気象災害影響の洗い出し 

実施事項 ①で選択したシナリオのプロセス図について、地域特性を踏まえて特に注目すべき変

化・影響を選択し、色付けする。 

選択の観点 関連する諸計画（2-1(1)気象災害に関する地域特性の確認の「参考情報」に記載）

でとりまとめている地理的条件・社会経済的条件を踏まえ、自地域において生じる可能性が高

いと考えられる変化・影響 等 

実施例 関連する諸計画を確認したところ、中山間地が広がり河川も流れていること、農業が盛

んであること等が示されていた。これを踏まえて、まずはシナリオ2豪雨のプロセス図において、

関連する「社会・経済的影響」として「農業気象災害の増加」を選択の上、更にそれにつながる「気

候変動による影響の進展」や「気候変動による自然現象の変化」の項目も含めて、青色の丸付け

等でマークする。また、河川周辺には住宅地もあることから、「ライフライン影響の深刻化」や「災

害による人的被害、直接被害の増加」も懸念されるため、併せて着色する。その他のシナリオの

プロセス図についても、同様の流れでマークを行う。 

 
図 2-21 地域特性を踏まえ自地域で特に注目すべき変化・影響の選択・色付け例（シナリオ 2豪雨のプロセス図） 

 

③ 地域特性を踏まえて注目すべき気象災害影響の把握 

実施事項 ②で着色した変化・影響の各項目をもとに、シナリオのⅡ. 気候変動によって起こり

うる現象、Ⅲ. 気候変動によって起こりうる極端な現象、Ⅳ. 起きてはならない最悪の事態の記

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害（死
者、負傷者）、直接被害
（家屋等）の増加、自然生
態系への影響

ライフライン影響の深刻
化（交通網の寸断や電気・
ガス・水道等のライフライ
ンの寸断、電力・水道等へ
の直接的被害の発生）

農業気象災害の増加（浸
水被害、土砂災害、風害）
木材生産への影響

高潮・洪水

の同時発生

※日スケール以上の大雨を想定

※数時間スケール以下の大雨を想定

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

防災施設、港湾・漁港施設
等の機能の低下や損傷

短時間集中降雨
の発生頻度の増
加、降雨強度の

増大

竜巻の発生頻度
の変化

洪水氾濫の増加

内水氾濫の増加

高潮氾濫・高潮
災害の増加

海岸侵食の加速

強風災害の増加

海面水位の上昇

高潮・高波の
増大

波高・周期・波向
の変化

海浜の変形
（堆積・侵食）

強い台風の
発生割合の増加
台風の速度減少

産業・経済活動への影響
深刻化（営業停止、保険金
支払額等）

土砂供給量の増
大、河床の上昇

気温の上昇

海水温の上昇

海上での下層水
蒸気量の増大

1日～数日ス
ケールの大雨の
発生頻度の増加

土砂災害の増加
(頻度、規模) 地
域や形態の変化

大気循環場の
変化

シナリオ２ 梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示
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載内容において関連する文章を選択し、色付けする。これにより、地域として特に注目すべき変

化・影響がどのような因果関係や流れで生じ得るかをわかりやすく把握できるようにする。ただ

し、シナリオのⅣ.起きてはならない最悪の事態については一部を例示したものであるため、詳

細は国土強靱化基本計画を合わせて確認することが望ましい。 

実施例 ②で着色した変化・影響の各項目をもとに、河川氾濫や土砂災害の発生や、それに伴う

人的被害やライフライン影響の発生に関する記述箇所を青色の波線等でマークする。マークした

文章を抜き出してリストアップすることで、Ⅱ.～Ⅳ.の被害様相の深刻さに応じた地域の将来シ

ナリオとして活用できるようにする。  

 

 
図 2-22 地域特性を踏まえて特に注目すべき変化・影響の選択・色付け例（シナリオ 2豪雨） 

 

 

シナリオ2：梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】

梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】(1)シナリオ

• 平成30年7月豪雨では、直轄河川22水系47河川346ヶ所、都道府県管理河川69水系268河川で被害が発生、土砂災害
2,581件、停電被害は1週間程度、水道は4週間程度で復旧した。（令和元年版 防災白書1)）

• タイ洪水（2011年）では、工業団地の浸水によって日系企業450社が冠水（NKSJリスクマネジメント2)）し、サプライチェーン
を通じたグローバルな製品生産に影響を与えた。

I.類似する過去の災害事
例

(2)影響
の内容

【激甚化】地球温暖化の影響で強化された数日にわたる集中豪雨によって、複数の都道府県をまたぐ多数の河川流域で同時に河
川氾濫が発生し、広域での土砂災害が生じる。また、短期間の集中的な降水により内水氾濫も多数の箇所で同時に生じる。事前
に警報は発出されるが、高齢者を中心として死者が生じる。個人や企業の資産にも影響が生じる。土砂崩れによって商業用道路、
電力供給が寸断された状態となる。複数の地域で同時に発生した被害によって復旧のためのリソースが不足し、復旧に時間を要
する。

II. 気候変動によって起こ
りうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、サプライチェーンを通じて影響が波及し、国内の生産額にも影響が及ぶ。また、大量の水害廃棄物が
発生し、その処理に時間を要する。
【頻発化】豪雨による被害が数年に一度といった短い間隔で、同じ地域で繰り返し発生することによって、復旧・復興のための財政負
担や人員等のリソースが慢性的に不足した状態となり、地域の社会経済活動の復旧に大幅な遅れが生じ、産業の移転につながる。

III.気候変動によって起
こりうるより極端な現象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房3)、4)）
• 浸水・土砂災害によるサプライチェーンの寸断（4-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の
低下）

• 浸水・土砂災害による電力等供給網の停止（5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機
能の停止）

• 浸水・土砂災害による陸上交通網の機能停止（5-5 太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上
航空交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響）

• ゼロメートル地帯等での長期的な湛水とそれによって発生する災害廃棄物による復興の大幅な遅れ（6-3 大量に発生する災
害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画か
ら一部例示）
※詳細は国土強靱化基本
計画を参照してください。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1) 令和元年版 防災白書：
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31
/index.html
2) NKSJリスクマネジメント：タイにおける洪水の被害状況
https://image.sompo-
rc.co.jp/reports_org/r63.pdf
３）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/kihon.html
4）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示
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※数時間スケール以下の大雨を想定

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

防災施設、港湾・漁港施設
等の機能の低下や損傷

短時間集中降雨
の発生頻度の増
加、降雨強度の

増大

竜巻の発生頻度
の変化

洪水氾濫の増加

内水氾濫の増加

高潮氾濫・高潮
災害の増加

海岸侵食の加速

強風災害の増加

海面水位の上昇

高潮・高波の
増大

波高・周期・波向
の変化

海浜の変形
（堆積・侵食）

強い台風の
発生割合の増加
台風の速度減少

産業・経済活動への影響
深刻化（営業停止、保険金
支払額等）

土砂供給量の増
大、河床の上昇

気温の上昇

海水温の上昇

海上での下層水
蒸気量の増大

1日～数日ス
ケールの大雨の
発生頻度の増加

土砂災害の増加
(頻度、規模) 地
域や形態の変化

大気循環場の
変化

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示
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 2-3 将来の気象災害への対策を考える 

(1)既存施策の気候変動影響への対応力の整理 

ここでは、2-2 までに特定した優先度の高い気候変動影響を対象に、関連する既存施策の情

報を収集し、既存施策の対応力を整理する方法を説明します。 

庁内の行政資料や計画を参照したり、庁内の関係部局に問い合わせることで、優先度の高い

気候変動影響に関する既存施策を整理します。庁内から情報収集を行う際には、それぞれの施

策に関連する基準値（○mm/h の降水量に対応可能な設計等）や、進捗状況を確認するための

測定指標や目標についても、併せて情報を収集整理します。 

既存施策を整理した後は、将来の気候変動影響に対して、既存施策が十分な対応力を持って

いるか、あるいは十分な対応力を持っていないため追加的な施策を検討する必要があるかなど、

施策を検討するための方向性の整理が重要となります。対応力の検討は、図 2-23 に示すフロ

ーで判定します。なお、同フローを用いた施策検討・見直しの進め方のコツや参考事例等の詳細

の情報については、環境省「地域気候変動適応計画策定マニュアル –導入編–」の STEP5 を参

照してください。 

 

図 2-23 既存施策の対応力の整理フロー 

出典）環境省「地域気候変動適応計画策定マニュアル –導入編–」（202３年） 
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(2)新規または追加的な施策の検討 

ここでは、「新規または追加的な施策が必要」とされた気候変動影響に対し、具体的な適応策

の情報を収集し、今後の対応を検討する方法を説明します。 

気象災害リスクは、被害を引き起こす「ハザード」の大きさだけでは決まらず、人口や資産の集

積状況などの「暴露」の程度や地形条件や防災インフラの整備状況など被害の受けやすさの「脆

弱性」が影響します。 

 

（参考）気候変動リスクの構成要素  

・ハザード：洪水・地高潮など、脅威となり得る現象の存在やその大きさを表します。 

・暴露：ハザードの影響を受ける地域に存在し、その影響により損失を被る可能性のある人口や

財産の集積状況等を表します。 

・脆弱性：ハザードによる被害の被りやすさや対応能力の低さを表します。 

 

そのため、図 2-24 に示すハザード、暴露、脆弱性の関係図上に既存施策を整理し、どのリス

ク要素に働きかけることが有効かを検討します。その際、リスク要素の脆弱な部分への対策を行

うことが基本となりますが、全体のバランスを取りながら進めることも重要です。さらに、特定

の領域に対する取組を行うことで、別の領域への悪影響が生じる可能性があることにも留意が

必要です。 

また、一般的に想定される適応策のリスト（４-３を参照）をもとに施策を検討することと合わ

せて、第 1 章基礎編で示した「気候変動×防災」に取り組む上での着眼点である、気候変動対策

（①）、事前の災害対策（②）、復興（③）の３要素の効果的な組み合わせを意識することが重要で

す（図 2-25）。必ずしも、単一の取組で３つの要素を包含する必要はありませんが、既存施策も

含めた複数施策をもって３つの要素をカバーすることは、「気候変動×防災」の意義である、「気

候変動影響（激甚化、頻発化）を把握した上で、災害による被害の最小化、復興の迅速化、平時か

らの暮らしやすい街づくりに取り組むことで、気候変動下においても弾力的かつ安全・安心で持

続可能な地域づくりに資すること」の実現に欠かせません。 
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図 2-24 ハザード・暴露・脆弱性の関係図 

 

 
図 2-25 「気候変動×防災」に取り組む上で必要な着眼点である３つの要素（再掲） 

 

「気候変動×防災」に関する取組は、該当地域におけるハザード、暴露、脆弱性に加え、災害や

地域の特性、実施体制、予算等を踏まえて、その地域に合った取組を選定・実施することが重要

です。 

次に紹介する大阪府水門の事例は、上記の観点を踏まえた取組の例として、「気候変動×防災」

の 3要素のうち①及び②に該当するものです。 

  

暴露ハザード × ×

気候変動によ

る気象条件の

変化

脆弱性

【内水/外水氾濫への対策】
治水施設（堤防、ダム等）の
整備、流出抑制（調整池、
浸透ます、緑化等）

緊急対応体制（避難所、警
戒システム等）

【風害への対策】 建築物の
補強、固定・飛散対策等

【高潮への対策】防潮堤・護
岸・水門等

土地利用対策（インセン
ティブ/規制）、高リスク地
域からの撤退

被害を軽減する（抵抗力）

被害から復旧する（回復力）

復旧リソース（人員、資源）

人口構成の変化
（人口減少・高齢
化等）

地形条件（標高、
湾地形、斜面等）

住民の経済状態
（貧困等）

住民の健康状態

社会的排除

植生等の生態系に
よる防護機能

産業の相互依存性

影響を受ける
人口

影響を受ける
資産（個人・法人）

影響を受けるライ
フライン（電力、水
道、ガス、通信等）

気候変動による

影響の進展

浸水

地すべり・がけ崩
れ・土石流

強風

大雪・豪雪

少雨

熱波

社会・経済的影響

土地利用

被害の

受けやすさ

対応能力
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事例 大阪府 水門における気候変動影響を踏まえた対策 

■ 大阪府では、建設後、50 年以上が経過して老朽化が進行した大阪湾の三大水門（木津川水門、安治

川水門、尻無川水門）の更新に合わせて、気候変動による外力増大を踏まえた設計の方針を検討して

います。気温が２℃上昇/４℃上昇した場合に対応する水門天端高を高潮シミュレーションで算出して

います（下図、①気候変動適応、②事前の災害対策）。そして、２℃上昇を想定して、耐用期間終了時点

で想定される外力を用いて設計を行いながら、４℃上昇の外力まで増加した場合でも対応できるよ

うな設計上の工夫が検討されています。具体的には、供用期間途中の改修の可否や費用をもとに、予

め実施しておく先行型対策と、気候変動による外力増加を踏まえながら順次実施する順応型対策の

どちらかを、各部材の設計に際して採用することとしています。 

 
図 2-26 将来気候を踏まえた水門天端高 

出典）大阪府「大阪の三大防潮水門更新事業～気候変動への対応～」（2020年） 

 

 
図 2-27 水門完成イメージ、順応型対策／先行型対策の適用箇所の例 

出典）大阪府「大阪の三大防潮水門更新事業～気候変動への対応～」（2020年） 
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また、その他の取組として、生態系を活用した気候変動適応策（Ecosystem-based 

Adaptation, EbA）を紹介します。EbAは適応策の様々なアプローチの一つであり、地域の特

性を活かしながら多面的な効果を発揮するアプローチとして注目されています。EbA には、図

2-28 の例のように気候変動に伴うリスクの軽減を図りながら、図 2-29 で示すように地域の

その他の問題解決・価値向上に貢献することが期待されています。災害による被害の最小化や

復興の迅速化に取り組みながら、平時から暮らしやすい地域づくりを行う「気候変動×防災」と

親和性が高いため、該当地域における気候変動影響や生態系を考慮しながら、適応策の選択肢

として導入を積極的に検討することが望ましいといえます。EbA の具体的な導入方法について

は、環境省の「生態系を活用した気候変動適応策（EbA）計画と実施の手引き」を参照してくださ

い。 

 
図 2-28 生態系を活用した気候変動適応策（Ecosystem-based Adaptation, EbA）の例 

出典）環境省「生態系を活用した気候変動適応策（EbA）計画と実施の手引き」（2022年） 

 

 
図 2-29 EbA による多様な地域課題の解決（一部抜粋） 

出典）環境省「生態系を活用した気候変動適応策（EbA）計画と実施の手引き」（2022年） 
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最後に、施策の検討を実際に進めていく上でのコツとして、流域治水の観点から施策の棚卸

を試みた岐阜県の事例を紹介します。 

 

進め方の

コツ 
新規または追加的な施策の検討の進め方の事例 

■ 岐阜県では、「気候変動×防災」に関連する国の法令等と、それに関連する県の各部局の計画や施策

との紐づけを行い、それぞれの担当部局の「気候変動×防災」の取組の見える化を行いました（P25

「国と県の施策紐づけによる、既存施策の取組状況の把握例」を参照）。さらに、「気候変動×防災」に

関する県の施策を、「流域治水施策集」の「河川」「集水」「氾濫（被害対象の減少）」「氾濫（減災、早期復

旧・復興）」の観点で分類しています。 

■ これにより、同じ地域や流域で推進され、地域全体の発展に寄与する施策を一覧できるようになるた

め、新規または追加的に推進しうる施策を検討する際の参考情報になります。さらに岐阜県では、複

数の関係部局が参加する会議において、庁内の各部局との議論が促進されることで、各施策の推進

によって得られる効果を統合し、地域全体の発展や Well-being の向上に繋げることができるよう

になると考えています。これは、図 1-3 「気候変動×防災」の取組による効果のイメージで紹介した

ような、「気候変動×防災」の取組を推進することで得られる効果の一つと言えます。 

■ 将来的に岐阜県では、「気候変動×防災」に関する県の施策の整理方法を更に検討していく予定で

す。 

 

表 2-13 「気候変動×防災」に関する県の施策と、「流域治水施策集」の紐づけの例 

県 「流域治水施策集」 

計画や事業 
 

施策 
担当 
部署 

河川 集水 氾濫 
（被害対象

の減少） 

氾濫 
（減災、早期

復旧・復興） 

地域防災計画      ● 

国土強靱化地域計画      ● 

流域治水プロジェクト 
流域総合治水対策プラン 

河川改修  ●    

流域の被
害軽減策 

  ●   

・・・      

      

地方公共団体実行計画 
気候変動適応計画 

     ● 

地域農業農村整備計画   ● ●   

森林づくり基本計画    ●   

・・・       

出典）国土交通省「流域治水施策集」をもとに作成 
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 2-4 将来の気象災害への対策を実行する 

(1)施策の実行 

２-３で検討・決定した、新規または追加的な施策の実行にあたっては、実行する根拠の明確化

（計画への位置づけを含む）やリソースの確保といった取組が重要です。ここでは、それら取組の

留意点を説明します。 

 

⚫ 実行する根拠の明確化 

継続的に新規または追加的な施策を実行するためには、根拠が必要となります。そのため、新

規または追加的な施策について、実行にあたっての関係者を把握するとともに、特定した優先

度の高い気候変動影響への対策等にどの様に寄与し、または、既存の施策群を補完・強化する

のかを明確化します。中長期的には、関連計画の中で具体的に位置づけることができれば理想

的です。 

2-1(3)表 2-4 に掲載した岐阜県の事例は、国と県の施策紐づけを行った例ですが、担当部

署も併記することで、関係者を特定するための基礎資料として参照することが可能ですのでご

参照ください。 

 

⚫ リソースの確保 

新規または追加的な適応策の実施のために必要なリソースを確認します。リソースには、人員

（ヒト、外部協力者を含む）、物資（モノ）、予算（カネ）、時間、情報が含まれます。その上で、実施主

体候補となる関係者において、リソースが確保できるかを確認し、必要であれば追加を検討しま

す。 

施策の実施にあたって必要となる予算の確保の一つの手段として、国等が提供する補助メニ

ューの活用があげられます。例えば、国土交通省、農林水産省、環境省による「グリーンインフラ

支援制度集」では、グリーンインフラの導入に関連して使用が想定される制度が紹介されており、

防災に関連する支援制度としても表 2-14に示すものが含まれています。 
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表 2-14 「気候変動×防災」に関する補助メニューの例 

NO 支援制度 概要 URL 

1 流域貯留浸透事業 

近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していること

を踏まえ、地方公共団体が主体となり流域対策を実施し総合

的な治水対策を推進する事業 

https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/gapp

ei/kokudo/kasen.html  

2 
特定都市河川浸水被害対策推進

事業 

特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市

河川流域で河川の整備、雨水貯留浸透施設の整備、土地利用

規制と併せた二線堤の築造等を計画的・集中的に実施するこ

とで、早期に治水安全度を向上させ浸水被害を軽減すること

を目的とした事業 

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/t

okuteitoshikasen/index.html  

3 

農山漁村地域整備交付金及び、 

社会資本整備総合交付金におけ

る海岸環境整備事業 

国土の保全とあわせて海岸環境を整備し、安全で快適な海

浜利用の増進に向けて支援する事業 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_

gyozyo/g_genkyou/kaiganjigyo.html  

4 新世代下水道支援事業制度 

良好な水循環の維持・回復、情報化社会への対応等、下水道

に求められている新たな役割を積極的に果たしていくことを

目的として実施する事業 

https://www.mlit.go.jp/crd/city/sew

erage/rocal/sinsedai.html  

5 
グリーンインフラ活用型都市構築

資源事業 

官民連携・分野横断により、積極的・戦略的に緑や水を活かし

た都市空間の形成を図るグリーンインフラの整備を支援する

ことにより、都市型水害対策や都市の生産性・快適性向上等

を推進する事業 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/to

shi_parkgreen_fr_000040.html 

6 多面的機能支払交付金 

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るために地域共同

で行う農地・農業用水等の地域資源の保全や農村環境の良

好な保全に資する活動を支援する事業 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/ka

nri/tamen_siharai.html  

7 都市山麓グリーンベルト整備事業 

山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に

対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を保全・創出す

ることを目的に、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベル

トとして一連の樹林帯の形成を支援する事業 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha0

6/05/050331_3/05.pdf  

8 
森林整備事業、農山漁村地域整

備交付金 

森林の有する多面的機能の発揮に資するため、植栽、下刈

り、間伐、路網整備等の事業 

（森林整備事業） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi

/sinrin_seibi/index.html 

（農山漁村地域整備交付金） 

http://www.maff.go.jp/j/study/other

/e_mura/oomori/n-koufukin.html 

9 
治山事業、農山漁村地域整備交

付金 

保安林等において荒廃地等の復旧整備等や公益的機能の高

い森林の整備・保全を実施する事業 

（治山事業） 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/

tisan/con_3.html 

（農山漁村地域整備交付金） 

http://www.maff.go.jp/j/study/other

/e_mura/oomori/n-koufukin.html 

出典）国土交通省・農林水産省・環境省「グリーンインフラ支援制度集」（令和 5年 4月） 

  

https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/gappei/kokudo/kasen.html
https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/gappei/kokudo/kasen.html
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_genkyou/kaiganjigyo.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_genkyou/kaiganjigyo.html
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/rocal/sinsedai.html
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/rocal/sinsedai.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000040.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000040.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/050331_3/05.pdf
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/050331_3/05.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_seibi/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_seibi/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_3.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_3.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.htm
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.htm


 

61 

第 2章 実装編 

２-４ 将来の気象災害への対策を実行する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

(2)施策の実施状況の確認 

気候変動が気象災害にもたらす影響は中長期的で、かつ不確実性を有します。例えば、図 2-

30は、複数の RCP シナリオ（2100年時点での放射強制力に対応した温室効果ガスの濃度を

仮定した濃度シナリオ）における世界の平均気温の将来予測が示されており、RCP1-1.9（青線）

や RCP1-2.6（濃青線）では 2050 年頃まで増加して以降は横ばい、RCP3-7.0（赤線）や

RCP5-8.5（濃赤線）では右肩上がりとなっており、現時点でどのような将来予測となるかが不

明確です。 

 

 
図 2-30 世界の平均気温変化の将来予測 

出典）IPCC 第 6次評価報告書 第１作業部会（WG1）報告書 政策決定者向け要約 図 SPM.8(a)（２０２１年） 

 

このように、気候変動シナリオには不確実性があり、また時間によって変化するため、モニタリ

ングや情報収集等により、該当地域における最新の状況を把握する必要があります。なお、各分

野の気候変動のモニタリング方法等については、環境省の「戦略的な気候変動の影響観測・監視

のための方向性 第 2版」が参考となるため、当該資料を参照してください。 

また、想定される気候変動影響に応じ、取り組んでいる施策については、継続的に施策の実施

状況を評価し、見直しを行うという PDCA サイクルを回す必要があります。そのため、進捗管理

指標を設定して、管理を行っていくことが有効です。実際に、地域適応計画を策定した多くの地

方公共団体では、全庁的な進捗管理の実施体制を構築しています。A-PLAT では、地域適応計

画において設定されている進捗管理指標のリストや優先度づけに関する事項を抽出し、その概

要を一覧表にまとめた資料を公開しており、参考にすることができます7。 

次に紹介する岐阜県の事例では、気候変動適応策に関する定量的な事業指標の設定を行って

おり、施策の進捗管理指標を検討する際の参考となります。  

 
7 国立研究開発法人国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT） 地域適応計画に記載された進捗管理指標及び優先度付け一

覧」 https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/plan/progress_management.html 
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２-４ 将来の気象災害への対策を実行する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

事例 岐阜県 気候変動適応施策に関する定量的な事業指標の設定 

■ 岐阜県は、「地球温暖化防止・気候変動適応計画」において緩和策と適応策をとりまとめています。そ

のうち、適応策に係る自然災害分野の成果指標を表 2-15に示します。 
 

表 2-15 気候変動適応施策に関係する指標の設定例（岐阜県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）岐阜県「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」（令和 5年 3月改訂版）＜施策編＞ 

 

 

また、参考として、国が行っている気候変動適応計画のフォローアップの取組も紹介します。

気候変動適応計画に掲げられた施策を管轄する各府省庁が、毎年、対象施策の実績を個票で整

理するとともに、設定している KPI の実績を把握し、気候変動適応に関係する省庁で構成する

気候変動適応推進会議（幹事会）においてフォローアップを行い、フォローアップ報告書としてと

りまとめて公表しています。例えば、「気候変動×防災」に関連の深い自然災害・沿岸域分野につ

いては、表 2-16で示す指標と実績が示されています。 
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第 2章 実装編 

２-４ 将来の気象災害への対策を実行する 「気候変動×防災」実践マニュアル 

事例 気候変動適応推進会議 気候変動適応施策の指標（KPI）と実績値のとりまとめ 

■ 気候変動適応計画のフォローアップ報告書では対象施策の指標（KPI）と実績値をとりまとめていま

す。 

表 2-16 指標（KPI）と実績の例（自然災害・沿岸域分野） 

大 

項 

目 

小 

項 

目 

指標の例 

KPI実績値 目標 

2020年度 2021年度 2022年度 2026年度 

河 

川 

洪 

水 

気候変動の影響を考慮した河川整

備計画の策定数 

0河川 

（2020年度時点） 

5河川 

（2021年度末時

点） 

14河川 

（2022年度末時

点） 

約 20 

※2025年度目標 

一級水系及び二級水系において、

連携して流域治水プロジェクトを

策定している水系数 

121水系 

（2020年度時点） 

549水系 

（2021年度末時

点） 

６０８水系 

（2022年度末時

点） 

約 550 

※2025年度目標 

あらゆる関係者が連携して取り組

む流域治水として流域対策に取り

組む市町村数 

536市町村 

（２０１９年度） 

686市町村 

（2021年度末時

点） 

７３８市町村 

（2022年度末時

点） 

約 900 

※2025年度目標 

一級河川、二級河川における戦後

最大洪水等に対応した河川の整備

率 

一級河川  

約 65％ 

二級河川  

約６２％ 

（2019年度時点） 

一級河川  

約 67％ 

二級河川  

約 64％ 

（2021年度末時

点） 

一級河川  

約 69％ 

二級河川  

約 65％ 

（2022年度末時

点） 

一級河川  

約 73 

二級河川  

約 71 

※2025年度目標 

水防法に基づき、最大クラスの洪

水が発生した場合に浸水が想定さ

れる範囲等の情報を把握し周知し

ている、一級河川・二級河川数 

2,027河川 

（2020年度時点） 

3,500河川 

（2021年度時点） 

約 7,000河川 

(2022年度末時

点) 

約 17,000 

※2025年度目標 

事前放流の実施体制が整った水系

の割合 

80% 

（2020年度時点） 

100% 

（2021年度末時

点） 

100% 

（2022年度末時

点） 

100 

※2021年度目標 

内 

水 

最大クラスの内水に対応した浸水

想定区域図を作成した団体数 

77団体 

（2020年度時点） 

105団体 

（2021年度時点） 

145団体 

（2023年 3月末

時点） 

約 800 

※2025年度目標 

グリーンインフラ官民連携プラット

フォームに登録している自治体の

うち、グリーンインフラの取組を事

業化した自治体数 

3自治体

（2019年度時点） 

3自治体 

（2019年度時点） 

16自治体 

（2021年度時点） 

70 

※2025年度目標 
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大 

項 

目 

小 

項 

目 

指標の例 

KPI実績値 目標 

2020年度 2021年度 2022年度 2026年度 

沿 

岸 

高 

潮 

・ 

高 

波 

高潮浸水想定区域を指定している

都道府県数  

5 

（2020年度時点） 

10 

（2021年度末時

点） 

16 

（2022年度末時

点） 

39 

※2025年度目標 

直近３年間に港湾の事業継続計画

（港湾 BCP）に基づく防災訓練の

実施された港湾（重要港湾以上）の

割合 

90% 

（2020年度時点） 
92% 

87% 

（2022年度末時

点） 

100 

※2025年度目標 

適切に保全されている海岸防災林

等の割合 

97% 

（2020年度時点） 

98% 

（2021年度末時

点） 

98％ 

（2022年度末時

点） 

100 

※20２3年度目標 

山 

地 

土 

石 

流 

・ 

地 

す 

べ 

り 

な 

ど 

土砂災害ハザードマップにおける

土砂災害警戒区域の新規公表数 

16,000箇所 

（2020年度時点） 

16,000箇所

（2020年度時点） 

（令和 4年 12月

に把握予定） 

約 54,000箇

所（2021年度末

時点） 

（2022年度末時

点：2023年 12月

に把握予定） 

約 56,000 

※2025年度目標 

周辺の森林の山地災害防止機能等

が適切に発揮された集落の数 

56.8千集落 

（2020年度時点） 

57.2千集落 

（2021年度末時

点） 

57.7千集落

（2022年度末時

点） 

58.6千 

※20２3年度目標 

 

出典）気候変動適応推進会議「気候変動適応計画の令和４年度施策フォローアップ報告書（２０２３年） 

別添資料２ 気候変動適応計画において設定する分野別施策及び基盤的施策に関する KPIの令和４年度の実績値」より抜粋 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

第3章 体制構築編 

地方公共団体において、第 2章実装編で検討した「気候変動×防災」の取組を推進するために

は、気候変動適応及び防災に関わる職員の連携や、庁外の関係者との協働が重要です。第 3 章

では、庁内あるいは庁外関係者との連携について、以下の 4 つのパターンを事例とともに紹介

します。 

 

⚫ 部局間での連携 

⚫ 国や他の地方公共団体との連携 

⚫ 地域の関係者との連携 

⚫ 研究機関との連携 

 

 3-1 部局間での連携 

複数の地方公共団体で実績があり、また成果に繋がっている取組として、気候変動適応及び

防災に関わる関係部局が参加する横断組織の設置が挙げられます。例えば、次ページに示す岐

阜県、埼玉県、江戸川区のように、環境部局などが事務局となり、庁内の複数部局が参加する部

局横断の会議を立ち上げ、勉強会の開催などによる共通認識の構築や、適応策の実施に係る連

絡調整などを実施している例があります。 

事務局より、各部局に対し、気候変動による将来の影響として、特に気象災害に関して該当地

域で何が生じるのかについて情報提供をした上で、横断的に取り組む意義を伝えたり、各部局

に連絡担当を設置するなど、連絡調整を円滑化する仕組みを作ることが望ましいです。 
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３-１ 部局間での連携 「気候変動×防災」実践マニュアル 

事例 岐阜県・埼玉県・江戸川区 庁内複数部門間での連携 

■ 岐阜県 

岐阜大学と共同で設置した「岐阜県気候変動適応センター」の取組の一環として、「気候変動適応分野

別会議（自然災害分野）」を開催し、複数の関係部局と情報共有を行っています。（図 3-1）。 

 

図 3-1 岐阜県気候変動適応センターの関連組織 

出典）岐阜県提供資料 

 

■ 埼玉県 

全庁横断的な会議体である地球温暖化対策推進委員会の中に関係部局の課所で構成する適応策専

門部会・作業部会を設置しており、気候変動の状況と適応策の必要性についての情報共有や、埼玉県

における気候変動影響評価の見直し等を行っています(図 3-2）。 

図 3-2 埼玉県における適応策推進に向けた取組 庁内推進体制の整備 

出典）埼玉県提供資料 
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３-１ 部局間での連携 「気候変動×防災」実践マニュアル 

■ 江戸川区 

江戸川区気候変動適応センター内に、適応に関する施策の意思決定などを行う気候変動適応本部を

設置しています。副区長と多くの部局のメンバーから構成されています（図 3-3）。また、同センター

が中心となり、庁内関係部署や関係機関との連携のもと、気候変動適応に関する取組を進めること

について、「みんなで『いまの生命』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」にも

明記しています。 

 

図 3-3 江戸川区の気候変動適応本部の体制 

出典）江戸川区気候変動適応センター設置要綱（令和３年４月１日 施行） 

    江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」（2022年） 

 

 3-2 国や他の地方公共団体との連携 

気候変動影響を踏まえた気象災害への対策については、政府を挙げて取り組んでおり、各地

方公共団体においても、環境省や国土交通省などの関係省庁が推進する施策との連携を意識し

て取り組むことが効果的と考えられます。また、都道府県と市区町村の連携により、都道府県の

有する多くの人材や幅広い地域の知見を活用し、市区町村が把握する地域住民の実情や地域の

地理的・社会経済的条件等を考慮することで、より効果的に取組を推進できると考えられます。 

また、災害の発生分布が変わることにより新たな形態の災害を経験する自治体においては、

同じ都道府県内の自治体同士の協力だけではなく、既にその種類の災害対応や対策を経験して

いる自治体が近隣都道府県にあれば、そうした自治体にも協力を求め、知見を得ることが有用

です。 

 

(１) 都道府県と市町村の連携 

気候変動適応法に基づく地域適応センターの設置を通じて、都道府県と市町村の連携体制

を構築している事例があります。 

本部員副本部長本部長

副区長
（担任）

副区長
（他）
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３-２ 国や他の地方公共団体との連携 「気候変動×防災」実践マニュアル 

事例 京都府・京都市 府・市・研究機関の連携による気候変動適応センターの運営 

■ 京都府・京都市では、研究機関である総合地球環境学研究所と連携して京都気候変動適応センター

を設置し、それぞれの強みを生かして適応策に取り組んでいます。 

 

図 3-4 京都気候変動適応センターの構成 

出典）気候変動適応センターホームページ https://kccac.jp/resident/ 

 

事例 埼玉県 気候変動適応センターを通じた県・市町村の連携 

■ 埼玉県では、県の適応センターを担う環境科学国際センターが、県内市町村とともに適応センターを

共同設置することで、市町村の適応センター機能も担っています。 

 

 
図 3-5 埼玉県における市町村の地域気候変動適応センターの構成及び役割 

出典）埼玉県気候変動適応センター「市町村の地域気候変動適応センターの構成及び役割」 
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(２) 関連する協議会を通じた連携  

共通の課題を持つ近隣の自治体や関連省庁が参加する協議会等の枠組みを通じて、情報

交換や協働することも効果的です。  

 

⚫ 気候変動適応広域協議会 

気候変動適応法に基づき、地域における関係者の連携をさらに強化し、地域レベルで

幅広い関係者が連携・協力して気候変動適応を推進していくことを目的に、全国 7 ブロ

ック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄）で、気候変動適応広域協議

会が設置されています。 

 

事例 気候変動適応関東広域協議会 

■ 気候変動適応広域協議会には、各地域の都道府県及び政令指定都市に加え、環境省、国土交通省、気

象庁、農林水産省、経済産業省といった関係省庁の地方支分部局が参画しています。関東地域におい

ては、災害対策分科会を立ち上げ、災害への気候変動影響に関する情報を収集した上で対策を検討

し、特に、ライフラインの途絶による孤立を想定した備えについて、災害時の効果に加えて、平時にお

ける脱炭素型社会の実現（緩和策）とのシナジー効果をもたらす取組を推進することを目指し、令和 5

年 3月に「災害対策に係る気候変動適応における広域アクションプラン」をとりまとめました。 

 

 

図 3-6 気候変動適応関東広域協議会 災害分科会の体制 

出典）関東地方環境事務所「令和３年度分科会報告（概要）」 

 

⚫  流域治水協議会 

近年の激甚な災害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、河川管理者が主体と

なって行う治水対策に加え、流域におけるあらゆる関係者が協働して流域全体で水災害対
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策を行う、「流域治水」を計画的に推進するために協議・情報共有等を行う流域治水協議会

が全国の水系で設置されています。 

 

事例 球磨川流域治水協議会 

■ 球磨川流域治水協議会には、熊本県に加えて、流域の市町村、気象庁・農林水産省・林野庁・国土交通

省が参加し、「球磨川水系流域治水プロジェクト」を策定し、令和2年7月洪水と同規模の洪水に対し

て、越水による氾濫防止、家屋の浸水防止など、流域における浸水被害の軽減を図ります。熊本県で

は、「緑の流域治水※」の理念のもと「令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン」に掲げている取組

を、国・流域市町村等と一体となって、推進しています。 

※ 緑の流域治水：河川の整備だけでなく、遊水地の活用や森林整備、「田んぼダム」の普及、避難体

制の強化などを進め、自然環境との共生を図りながら、流域全体の総合力で安全・安心を実現する球

磨川流域の治水の方向性のこと。国・流域市町村との豪雨災害の検証、流域住民への意見聴取、有識

者からの提言等を踏まえ、熊本県の蒲島知事が令和 2年 11月に表明。 
 

 
図 3-7 球磨川水系流域治水プロジェクトの取組の例：「田んぼダム」  

出典）国土交通省九州地方整備局・熊本県「第 4回球磨川流域治水協議会」（令和３年３月 24日） 
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事例 関連省庁・地方自治体・施設管理者による高潮・洪水地域協議会 

■ 東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会は、東海地方のゼロメートル地帯で計画規模を超える高潮

や洪水による大規模且つ広域な浸水被害が発生した場合において、関係機関の連携などによって被

害を最小化することを目的として設置されています。 

■ 国の地方支分部局や地方自治体（岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市などの関係市町村）、道路・鉄道

等の施設管理者、上水道・電力等のライフライン施設管理者など 53 機関（オブザーバー含む）の実務

担当者が参加しているほか、学術面からの助言などをいただくため、8 名の学識者がファシリテータ

として参画し、危機管理行動計画を策定しました。 

 

図 3-8 東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会の取組の例：協議会メンバーと危機管理時の対応（一部抜粋） 

出典）東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会「危機管理行動計画（第四版）（令和 2年 4月 24日）」 

 

 3-3 地域の関係者との連携 

気象災害は地域のあらゆる人々に影響を与えるものであり、「気候変動×防災」の取組におい

ても、住民や企業、NPO など地域の幅広い関係者に理解を促し、関心事を把握し、必要に応じ

て協働することが求められます。 

 

⚫ 住民との協働 

次に示す江戸川区の事例のように、地域における気候変動を踏まえた気象災害リスクに

関する理解促進のために住民向けの会議・講演会を実施することや、区民からの意見や施

策提案を計画等に反映することなどが考えられます。 
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事例 江戸川区 区民会議を通じた適応に関する理解促進、施策提案 

■ 概要 

江戸川区では、区民が地域で想定される気候変動によるリスクについて学び、参加者間での議論を

通じて適応策に関する住民目線での意見・提案を行う会議として「えどがわ気候変動ミーティング（区

民会議）」を開催しました。 

 

■ 開催背景 

江戸川区は海と河川に囲まれ、陸域の約 7 割が海抜ゼロメートル地帯であるため、2019 年の台風

19 号などの大規模水害といった、地球温暖化に伴う気候変動の影響を真っ先に受ける地域です。そ

のため、水害などを引き起こす地球温暖化などの気候変動を「自分ごと」として捉えることが大切で

す。 

こうした背景に基づき、区民一人ひとりの関心と行動を変えていくことを目的として、気候変動対策

の緩和策と適応策に関する理解の促進と、対策に関する区民目線での話し合いの場として「えどがわ

気候変動ミーティング（区民会議）」を開催しました。 

 

■ 活動内容 

無作為抽出した 1,500名の区民に案内を送付し、その中から希望のあった 14名の区民に参集いた

だく形で、２０２２年度中に計４回の会議を開催しました。各回のテーマは以下のとおりです。 

⚫ 第 1回（2022年 8月 20日） 「気候変動の現状と対策について」 

⚫ 第 2回（2022年 9月 10日） 「緩和策に対する取組について」 

⚫ 第 3回（2022年 10月 22日） 「緩和策・適応策に対する取組について」 

⚫ 第 4回（2022年 11月 19日） 「気候変動に対する取組について（まとめ）」 

第１回では気候変動の現状に詳しい講師によるレクチャーを通じて、参加者が気候変動対策に関する

理解を深めました。その上で、第３・4 回では、区民目線での適応策に関する議論・提案が行われまし

た。会議で出された意見・提案は気候変動適応計画における区の施策、区民の取組としても取り込ま

れ、政策に反映されています。 

 

出典）江戸川区「えどがわ気候変動ミーティング（区民会議）について」

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e086/kurashi/kankyo/inochi/kikouhendou/kuminkaigi.html 
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図 3-9 江戸川区の気候変動適応計画における区民会議開催報告（再掲） 

  出典）江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」（2022年） 
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図 3-10 区民会議（えどがわ気候変動ミーティング）からの適応策の提案 

出典）江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」（2022年） 
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図 3-11 江戸川区の気候変動適応計画における区民会議からの提案の反映（区の施策） 

出典）江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」（2022 年）に基づき編集

（赤枠追記） 
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図 3-12 江戸川区の気候変動適応計画における区民会議からの提案の反映（区民の取組） 

出典）江戸川区「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸川区気候変動適応計画）」（2022 年）に基づき編集

（赤枠追記） 

 

事例 江戸川区 防災講演会を通じた気候変動適応に関する普及啓発 

■ 概要 

江戸川区では、区民が地域で想定される災害やそれに対する将来の気候変動影響、また区として講

じている防災対策について学ぶことができる防災講演会を開催しています。 

 

■ 開催背景 

地域において防災力が発揮できるように、自助・共助の意識啓発・防災知識の向上を図ることを目的

として、区民、事業者等を対象として開催しています。 

出典）江戸川区「地域の防災活動」

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kyojo/katsudo/bosaikatsudo.html 

    江戸川区「防災講演会」 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/bousaikouenkai.html 

 

■ 活動内容 

町会・自治会・企業等からの依頼を受けて、風水害や地震をテーマとした防災講演会を実施していま

す。 区職員が依頼者の会場に出向き、講演や質疑応答を直接受けることで、各地域の実情や特性に

応じた防災力の向上に努めています。 

 

〔過去の開催実績〕 

 令和 3年度  37回実施（参加者計 2,056人） 
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 令和 4年度  36回実施（参加者計 2,399人） 

図 3-13 江戸川区の防災講演会の様子 

 

 

⚫ 民間事業者との協働 

地元農家や農業委員会、地方銀行と連携し、田んぼの遊水池機能を活用した取組を実施

することなどが考えられます。 

 

⚫ 幅広い関係者との協働 

災害に対するハード対策としての堤防を観光・レクリエーション目的での平時活用も可能

な形で整備し、平時の利活用を促進するとともに、防災上の効果も併せて伝達することなど

が考えられます。 

 

 3-4 研究機関との連携 

気候変動やその影響評価、それを踏まえた気象災害への対策は、日進月歩で研究が進められ

ており、最新の科学的知見を把握しておくことが重要である一方、気候変動の影響は地域特性

によって多様であるため、ローカルな視点も重要となります。 

そのため、「気候変動×防災」の取組では、最新の科学的知見を有する地域気候変動適応セン

ター、地域の大学、国の研究機関等と、ローカルな視点を有する行政職員の間で情報共有や協働

などの連携体制を構築することが重要です。 
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⚫ 地方公共団体、大学による共同での地域気候変動適応センターの設置 

例えば、岐阜県では、岐阜県と岐阜大学が文部科学省「気候変動適応技術社会実装プログ

ラム SI-CAT」に参画して連携体制を構築した後、地方公共団体の行政能力と大学の研究

能力、お互いの強みを活かして、共同運営という形で地域気候変動適応センターを設置しま

した。 

茨城県においても、茨城大学との連携のもとで地域気候変動適応センターを設置し、地域

の気候変動の影響予測、適応策についての情報収集・分析、県への情報提供や助言、県民へ

の普及・啓発に取り組む体制を整備しています。 

 

⚫ 地方環境研究所における地域気候変動適応センターの設置 

例えば、埼玉県では、地方環境研究所である環境科学国際センター内に地域気候変動適

応センターを設置することで、最新の研究成果に基づく県の施策への情報提供や技術的助

言を受けられるような連携体制を整備しています。 

 

⚫ 国の研究機関との連携 

地方公共団体は、国の研究機関と連携し、共同研究を行うことや、国の研究機関から技術

的援助を受けることで、不足する科学的知見を補うことができます。国立研究開発法人国立

環境研究所では、「気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）」による情報提供や、技術

的助言等を通じて、地方公共団体における取組の支援を行っています。 
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第4章 資料編 

第４章では、「気候変動×防災」に取り組むにあたり、参考となるその他の関連資料・情報を提

供します。 

 

 4-1 気候変動に関する動向 

「気候変動×防災」に取り組むにあたり、関連する計画や他機関の事例を参考とすることが有

用です。以下では、気候変動に関する動向として、国の計画や関連する法律の一例を示します。

なお、他の計画などについては、例えば「地域気候変動適応計画策定マニュアル－資料集－（令

和 5年 3月）、環境省」なども合わせて参照してください。 

 

（1） 「気候変動適応計画」（2021 年） 

平成 30 年 11 月に策定した気候変動適応計画は、気候変動適応法に基づき、令和 3 年 10

月に改定されました。目指すべき社会の姿、関係者の基本的役割、基本戦略、気候変動適応に関

する分野別施策、気候変動適応に関する基盤的施策などが示され、KPI を用いた進捗管理等を

実施することとしています。なお、本計画については、令和５年５月に一部変更しています（熱中

症対策実行計画に関する基本的事項の追加）。 

図 4-1 気候変動適応計画の概要 

出典）環境省「気候変動適応計画について」から一部抜粋  
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

気候変動適応計画では、「第２章 気候変動適応に関する分野別施策」において「農業・林業・水

産業」「水環境・水資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都

市生活」の７つの分野の我が国の気候変動影響評価の概要と、影響評価結果を踏まえた各府省

庁の分野別施策を示しています（下図参照）。 

 

 

 

図 4-2 気候変動適応計画の分野別の気候変動影響と施策の概要（1/2） 

出典）環境省資料「気候変動適応計画について」 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 

 
図 4-3 気候変動適応計画の分野別の気候変動影響と施策の概要（2/2） 

出典）環境省資料「気候変動適応計画について」 

 

  



 

82 

第 4章 資料編 

４-１ 気候変動に関する動向 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

気候変動適応計画における「気候変動×防災」への言及 

「基本戦略１．施策への気候変動適応の組み込み」において、あらゆる主体が、各分野で、気候

変動対策と防災・減災対策を包括的に講じていく、すなわち「気候変動×防災」の考え方を組み

込んでいく重要性について言及しています。 

（抜粋） 

あらゆる主体が、各分野で、気候変動対策と防災・減災対策を包括的に講じていく、

すなわち「気候変動×防災」の考え方を組み込んでいくことも重要である。地域を災害

前の元の姿に戻すという原形復旧の発想に捉われず、自然の性質を活かして災害を

いなしてきた古来の知恵にも学びつつ、土地利用のコントロールを含めた弾力的な対

応により気候変動への適応を進める「適応復興」の発想を持ち、いわば「災害をいな

し、すぐに興す」社会を目指す。このため、被災後に速やかに対応できるよう、災害発

生前から未来を見据え、復興後の社会やまちの絵姿を地域で検討し共有し「より良い

復興」を目指す、事前復興の取組を進めることも重要な視点である。」 

自然災害・沿岸域の分野別施策の一つとして、「気候変動×防災」の重要な要素である適応復

興の推進が掲げられ、適応策の基本的な考え方と施策が示されています。 

（抜粋） 

     ６．適応復興の推進 

➢ 【適応策の基本的考え方】 災害からの復興に当たっては、単に地域を元の

姿に戻すという原形復旧の発想に捉われず、将来のインフラのメンテナンス

コストの抑制を図る観点も踏まえつつ、土地利用のコントロールや災害リス

クの低い土地への住居・施設の移転を含む気候変動への適応を踏まえた

「適応復興」を推進する必要がある。 

➢ 【基本的な施策】 気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携して取り

組むため、「気候変動×防災」の主流化や、「適応復興」の取組の促進するた

めの地方公共団体向けマニュアルを作成する。＜環境省＞ 

 

（2） 社会資本整備審議会「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方につい

て」答申(2020 年) 

近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、

社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の

変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」への転換を推進し、

防災・減災が主流となる社会を目指すことが、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方として示

されました。  
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４-１ 気候変動に関する動向 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

図 4-4 「流域治水」の方向性～気候変動を踏まえた総合的かつ多層的な水災害対策～ 

出典）社会資本整備審議会「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申 概要資料」から一部抜粋 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suigai/i

ndex.html 

 

（3） 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会「気候変動を踏まえた

治水計画のあり方」提言(2021 年) 

「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申」を踏まえて、気候変動予測モデル

によるアンサンブルデータを用いた分析や、気候変動を踏まえた治水計画の具体的手法等がと

りまとめられました。 

気候変動を考慮した治水計画へ見直すにあたり、計画で想定する外力を世界の平均気温が２

度上昇した場合を想定した降雨量とするとともに、過去に経験したことのない雨の降り方も考

慮した上で、治水対策の検討の前提となる基本高水を設定すべきとされています。 

 

図 4-5 地域区分毎の降雨量変化倍率 

出典）気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 改訂版【概要】」から一部抜粋 
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４-１ 気候変動に関する動向 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

（4） 気候変動を踏まえた海岸保全に係る技術検討会「気候変動を踏まえた

海岸保全のあり方」提言(2020 年) 

国土交通省が農林水産省と共同で設置した「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員

会」により、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」がとりまとめられました。 

パリ協定の目標と整合するRCP2.6（2℃上昇相当）を前提に、影響予測を海岸保全の方針や

計画に反映し、整備等を推進することが示されています。 

また、平均海面水位が 2100 年に 1m 程度上昇する悲観的予測 RCP8.5(4℃上昇相当)も

考慮し、これに適応できる海岸保全技術の開発を推進、取り組む体制を構築するものとされて

います。 

 

図 4-6 今後の海岸保全対策 

出典）気候変動を踏まえた海岸保全に係る技術検討会「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言 概要版」から一部抜粋 

 

（5） IPCC 第 6 次評価報告書（2015～2023 年） 

全世界の気候変動の最新の科学的知見をとりまとめ評価する「気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）」が公表してきた報告書では、人間の活動による温暖化への影響について研究が進

むにつれて確信度が高まっており、第 6 次評価報告書では可能性の記載がなくなり、「疑う余地

がない」と言い切られるに至りました。 

温室効果ガス（GHG）排出を厳しく抑制した場合（SSP1-1.9）でも、2081-2100 年の世界

平均気温は 1850-1900 年基準で 1.0～1.8℃、多くの GHG を排出した場合（SSP5-8.5）

は同 3.3～5.7℃上昇する可能性が非常に高いと予測されており、いずれの場合でも人間生活

や自然生態系に一定の影響は避けられないとしています。 
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４-１ 気候変動に関する動向 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

表 4-1 IPCC 第 1作業部会（WG1） 人間の活動による温暖化への影響についての評価 

報告書 公表年 人間の活動による温暖化への影響についての評価 

第１次

報告書 

1990年 「気温上昇を生じさせるだろう」 人為起源の温室効果ガスは気

候変化を生じさせる恐れがある。 

第２次

報告書 

1995年 「影響が全地球の気候に表れている」 識別可能な人為的影響が

全球の気候に表れている。 

第３次

報告書 

2001年 「可能性が高い」（66%以上）過去 50年に観測された温暖化の

大部分は、温室効果ガスの濃度の増加によるものだった可能性

が高い。 

第４次

報告書 

2007年 「可能性が非常に高い」（90%以上）温暖化には疑う余地がない。

20世紀半ば以降の温暖化のほとんどは、人為起源の温室効果ガ

ス濃度の増加による可能性が非常に高い。 

第５次

報告書 

2013年 「可能性が極めて高い」（95%以上）温暖化には疑う余地がない。

20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は、人間活動の可能性が

極めて高い。 

第６次

報告書 

2021年 「疑う余地がない」 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化さ

せてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物

圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。 

出典）環境省「IPCC第 6次評価報告書 第 1作業部会（WG1）報告書の解説資料」に加筆

https://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/index.html 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 4-2 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

ここでは、気候変動の影響を把握するために用いる「気候変動により想定される影響の概略

図（プロセス図）」、「気候変動により想定される影響に関するシナリオ」を示します。これらの資料

は、科学的な知見をもとに作成するとともに、複数の各分野の有識者による確認及び意見を踏

まえて作成しています。 

 

(1) 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図） 

気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）は、気候変動による自然現象の変化

（気温、降水量等の気象現象）から、気候変動による影響の進展（土砂災害、氾濫等の影響の深刻

化）を経由して、社会・経済的影響（人的被害、経済被害、各産業分野への影響の深刻化）に至る

過程をブロック図の形式で表現したものです。 

地方自治体が将来生じ得る影響を網羅的に把握するために活用することを想定します。加え

て、地域ごとの自然環境・社会経済条件を踏まえて想定すべきリスクの洗い出しを行うために活

用することも可能です。 

本マニュアルで提示したシナリオは、以下のように作成しています。 

 

気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）について 

⚫ プロセス図は、本マニュアルのために既存の情報を再整理したもので、気候変動による自然現

象の変化（気温、降水量等の気象現象）から、気候変動による影響の進展（土砂災害、氾濫等の

影響の深刻化）を経由して、社会・経済的影響（人的被害、経済被害、各産業分野への影響の深

刻化）に至る過程をブロック図の形式で表現しています。 

⚫ 作成にあたっては、環境省「気候変動影響評価報告書」（2020 年）で示された影響図から抽

出した情報を基本としていますが、IPCC 等の国際機関の情報や国内での近年の学術研究の

成果も参照しています。 

⚫ 作成にあたっては、複数名の各分野の有識者による意見を踏まえて精査しています。 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

2-2では、6つの事象のプロセス図を示しましたが、ここではそれらを 2つにまとめたプロセ

ス図を示します。対象とした 6 つの事象の一覧表を表 4-2、台風・豪雨による河川氾濫(外水/

内水)・土砂災害・風害のプロセス図を図 4-7、雪害・渇水・熱波・感染症（健康影響への影響）の

プロセス図を図 4-8に示します。 

 

表 4-2 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図）の一覧表 

シナリオ番号 気候変動影響事象 該当図 

シナリオ 1 台風 
図 4-7 

シナリオ 2 豪雨 

シナリオ 3 雪害 

図 4-8 
シナリオ 4 渇水 

シナリオ 5 熱波 

シナリオ 6 感染症 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 

図 4-7 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図） 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

 

図 4-8 気候変動により想定される影響の概略図（プロセス図） 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

(2) 気候変動により想定される影響に関するシナリオ 

本マニュアルに示す検討を行うにあたり、気候変動適応に関する情報源と併せて、「気候変動

×防災」をより具体的に検討するための追加的情報として、気候変動により想定される影響に関

するシナリオを示します。 

本マニュアルで提示したシナリオは、以下のように作成しています。 

気候変動により想定される影響に関するシナリオについて 

⚫ 各シナリオでの被害の様相の記載にあたっては、国内において近年実際に生じた災害事例を

参考にし、気候変動の影響を考慮して想定されるより厳しい被害を想定しています。 

⚫ 気候変動を考慮したより厳しい被害の状況としては、環境省の「気候変動影響評価報告書」の

記載を参考にしています。 

⚫ シナリオは具体的な地域や影響の様相に限定せず、影響が生じる可能性のある全ての地域を

対象として記載しています。類似する過去の事例としては国内での被害事例を優先的に記載

しています。 

⚫ 作成にあたっては、複数名の各分野の有識者による意見を踏まえて精査しています。 

 

2-3 では、表 4-3 の気候変動に係る 6 つの影響に関するシナリオを示しましたが、ここでは

それらのシナリオを再掲するとともに、補足説明を示します。 

台風・豪雨・雪害は気候変動によって直接的に影響を受ける事象、渇水・熱波は気候変動によ

る気温の増大や降雨の減少等により影響を受ける事象、感染症は気候変動の影響を受けた台

風・豪雨に伴い浸水被害が発生し、避難所等で影響をうける可能性のある事象となっています。 

なお、政府においては、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国

土強靱化基本計画を策定しており、計画策定の前段階で、大規模自然災害をリスクとして「起き

てはならない最悪の事態」を想定した、脆弱性評価を行っています。脆弱性評価の結果では、最

悪の事態を回避する施策群（施策グループ）や、最悪の事態に至る連鎖を「見える化」したフロー

チャートが掲載されています。また、国土強靱化基本計画では、脆弱性評価を踏まえ、12 の個別

施策分野と６の横断的分野ごとに、国土強靱化の推進方針が掲載されています。本マニュアルで

は、これから一部例示したものを使用しているため、詳細は国土強靱化基本計画を参照してくだ

さい。 

表 4-3 気候変動により想定される影響に関するシナリオの一覧表 

シナリオ番号 気候変動影響事象 略称 該当図 

シナリオ 1 強大な台風による都市域での広域の浸水・風害 台風 図 4-9 

シナリオ 2 梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生 豪雨 図 4-10 

シナリオ 3 広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞 雪害 図 4-11 

シナリオ 4 広域の渇水による生活基盤への影響 渇水 図 4-12 
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

シナリオ 5 大規模な熱波による医療インフラへの影響 熱波 図 4-13 

シナリオ 6 大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化 感染症 図 4-14 

 

シナリオ１：強大な台風による都市域での広域の浸水・風害【台風】 

台風については、明治以降で発生した最大の被害は1959年に発生した伊勢湾台風によるも

ので、高潮による広域の浸水によって 5,098 名の死者・行方不明者が生じました。近年でも、

大阪湾での高潮による被害を生じた平成 30 年台風第 21 号、関東地方を中心として広い地域

において豪雨による被害を引き起こした令和元年東日本台風など、台風による被害を経験して

います。 

将来想定される地球温暖化によって、日本付近の台風の強度は強まり、日本の南海上で猛烈

な台風の存在頻度が増加することが想定されており、台風によって生じる高潮、河川氾濫、風害

などによってより大きな人的被害、物的被害を生じることが想定されます。また、近年の台風に

よる事例では経験していませんが、より極端な被害のシナリオとしては、電力・水・物流等の複合

的なライフラインの停止や、ゼロメートル地帯における長期にわたっての浸水の継続、それに伴

う長期にわたっての住民生活や企業活動の影響の可能性があります。 

 
図 4-9 シナリオ 1：強大な台風による都市域での広域の浸水・風害【台風】  

強大な台風による都市域での広域の浸水・風害【台風】(1)シナリオ

• 伊勢湾台風（1959年）においては、ゼロメートル地帯を含む広域が浸水した。
• 平成30年台風第21号においては、大阪湾で高潮が発生し、市街地における大規模な浸水は免れたものの、関西国際空港にお
ける被害をはじめとして浸水が発生し、神戸港のターミナルが休止する等の影響を受けた。（内閣府1)）

• 令和元年東日本台風においては、広い範囲での河川の氾濫によって、死者91名、全壊建物3,273棟の被害が生じた。停電、
断水等のライフラインの停止が発生し、道路や橋梁の損壊によって住民生活・経済活動にも大きな影響を及ぼした。（内閣府2)）

I.類似する過去の災害事
例

(2)影響
の内容

【激甚化】地球温暖化の影響で強化された台風によって、湾の都市部において防潮堤による防護レベルを上回る高潮が発生し、浸
水が発生する。豪雨による河川氾濫によっても浸水が発生する。事前に警報は発出されるが、高齢者を中心として死者が生じる。
個人や企業の資産にも影響が生じる。停電をはじめとするライフラインへの影響も生じる。
【新たな被害形態】東北・北海道地方などこれまで台風がほとんど上陸していなかった地域でも被害が生じる。台風の移動速度が
低下することにより、外力が作用する時間が長くなり、災害の長期化にうながる。
【頻発化】災害をもたらす強い台風の頻度は高くなる。

II. 気候変動によって起
こりうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、より広域の高潮浸水の発生、豪雨による河川氾濫、風害および土砂災害との複合災害によって電力、
水、物流が同時に被害を受け、地下鉄や地下構造物も浸水による影響を受けて広範囲に破損し、複合的なライフラインの停止が発
生し、住民の生活および企業活動が長期的に再開できない状態となる。ゼロメートル地帯では、浸水後にポンプでくみ上げない限
り、非常に広範囲で長期間の浸水が継続する。また、大量の水害廃棄物が発生し、その処理に時間を要する。

III.気候変動によって起
こりうるより極端な現象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房 3)、4)）
• 浸水・土砂災害によるサプライチェーンの寸断（4-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下）
• 浸水・風害・土砂災害による重要施設の損壊（4-2 コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害
物質等の大規模拡散・流出等）

• 浸水・土砂災害による陸上交通網の機能停止、高潮による海上交通の機能停止（5-5 太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線
が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響）

• ゼロメートル地帯等での長期的な湛水とそれによって発生する災害廃棄物による復興の大幅な遅れ（6-3 大量に発生する災
害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画か
ら一部例示）
※詳細は国土強靱化基本
計画を参照してください。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1)内閣府、令和元年版防災白書、
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31/h
onbun/0b_1s_01_03.html

2) 内閣府、2019 年（令和元年） 令和元年度台風第 19 号 -
内閣府防災情報、
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/
hukkousesaku/saigaitaiou/output_html_1/pdf/20
1902_01.pdf
３）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/kihon.html
4）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

海水温の上昇

災害による人的被害（死
者、負傷者）、直接被害
（家屋等）の増加、自然生
態系への影響

ライフライン影響の深刻
化（交通網の寸断や電気・
ガス・水道等のライフライ
ンの寸断、電力・水道等へ
の直接的被害の発生）

農業気象災害の増加（浸
水被害、土砂災害、風害）
木材生産への影響

産業・経済活動への影響
深刻化（営業停止、保険
金支払額等）

高潮・洪水

の同時発生

気温の上昇

※日スケール以上の大雨を想定

※数時間スケール以下の大雨を想定

大気循環場の
変化

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

海上での下層水
蒸気量の増大

防災施設、港湾・漁港施設
等の機能の低下や損傷

1日～数日ス
ケールの大雨の
発生頻度の増加

短時間集中降雨
の発生頻度の増
加、降雨強度の

増大

竜巻の発生頻度
の変化

洪水氾濫の増加

内水氾濫の増加

高潮氾濫・高潮
災害の増加

海岸侵食の加速

強風災害の増加

海面水位の上昇

高潮・高波の
増大

波高・周期・波向
の変化

海浜の変形
（堆積・侵食）

強い台風の
発生割合の増加
台風の速度減少

土砂災害の増加
(頻度、規模) 地
域や形態の変化

土砂供給量の増
大、河床の上昇

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

シナリオ 2：梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】 

豪雨については、近年では平成３０年 7月豪雨（西日本豪雨）をはじめ、特に 2010年以降に

多数の豪雨による被害を経験しました。西日本豪雨では、直轄河川 22水系 47河川という、当

時としては過去に例を見ない広さの地域において被害が発生し、電力・水道等のインフラに関し

ても被害が生じています。国外での顕著な事例としては 2011年のタイ洪水が存在します。この

災害ではサプライチェーンを通じて日本を含む世界中の生産活動に影響を与えました。 

地球温暖化によって、日本国内での大雨の強度はより強く、頻度はより頻繁になると想定さ

れています。広域で同時に発生する人的被害や資産への被害によって、復旧のためのリソース

が不足し、より長期にわたって被害が継続する可能性があります。また、より極端なシナリオとし

ては、被害を受けた地域だけでなく、サプライチェーンを通じて他地域にも影響が波及し、国内

の生産額に影響を与えるほどの大規模な経済被害が生じる可能性があります。また、同じ地域

で繰り返し災害が発生することにより、復旧・復興のためのリソースが慢性的に不足し、地域経

済の長期的な衰退や産業の移転につながる可能性があります。 

 

 
図 4-10 シナリオ 2：集中豪雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】 

  

梅雨期の大雨による広域の浸水・土砂災害の発生【豪雨】(1)シナリオ

• 平成30年7月豪雨では、直轄河川22水系47河川346ヶ所、都道府県管理河川69水系268河川で被害が発生、土砂災害
2,581件、停電被害は1週間程度、水道は4週間程度で復旧した。（令和元年版 防災白書1)）

• タイ洪水（2011年）では、工業団地の浸水によって日系企業450社が冠水（NKSJリスクマネジメント2)）し、サプライチェーン
を通じたグローバルな製品生産に影響を与えた。

I.類似する過去の災害事
例

(2)影響
の内容

【激甚化】地球温暖化の影響で強化された数日にわたる集中豪雨によって、複数の都道府県をまたぐ多数の河川流域で同時に河
川氾濫が発生し、広域での土砂災害が生じる。また、短期間の集中的な降水により内水氾濫も多数の箇所で同時に生じる。事前
に警報は発出されるが、高齢者を中心として死者が生じる。個人や企業の資産にも影響が生じる。土砂崩れによって商業用道路、
電力供給が寸断された状態となる。複数の地域で同時に発生した被害によって復旧のためのリソースが不足し、復旧に時間を要
する。

II. 気候変動によって起こ
りうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、サプライチェーンを通じて影響が波及し、国内の生産額にも影響が及ぶ。また、大量の水害廃棄物が
発生し、その処理に時間を要する。
【頻発化】豪雨による被害が数年に一度といった短い間隔で、同じ地域で繰り返し発生することによって、復旧・復興のための財政負
担や人員等のリソースが慢性的に不足した状態となり、地域の社会経済活動の復旧に大幅な遅れが生じ、産業の移転につながる。

III.気候変動によって起
こりうるより極端な現象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房 3)、4)）
• 浸水・土砂災害によるサプライチェーンの寸断（4-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の
低下）

• 浸水・土砂災害による電力等供給網の停止（5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる
• 機能の停止）
• 浸水・土砂災害による陸上交通網の機能停止（5-5 太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上
航空交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響）

• ゼロメートル地帯等での長期的な湛水とそれによって発生する災害廃棄物による復興の大幅な遅れ（6-3 大量に発生する災
害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画か
ら一部例示）
※詳細は国土強靱化基本
計画を参照してください。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1) 令和元年版 防災白書：
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31
/index.html
2) NKSJリスクマネジメント：タイにおける洪水の被害状況
https://image.sompo-
rc.co.jp/reports_org/r63.pdf
３）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/kihon.html
4）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害（死
者、負傷者）、直接被害
（家屋等）の増加、自然生
態系への影響

ライフライン影響の深刻
化（交通網の寸断や電気・
ガス・水道等のライフライ
ンの寸断、電力・水道等へ
の直接的被害の発生）

農業気象災害の増加（浸
水被害、土砂災害、風害）
木材生産への影響

高潮・洪水

の同時発生

※日スケール以上の大雨を想定

※数時間スケール以下の大雨を想定

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

防災施設、港湾・漁港施設
等の機能の低下や損傷

短時間集中降雨
の発生頻度の増
加、降雨強度の

増大

竜巻の発生頻度
の変化

洪水氾濫の増加

内水氾濫の増加

高潮氾濫・高潮
災害の増加

海岸侵食の加速

強風災害の増加

海面水位の上昇

高潮・高波の
増大

波高・周期・波向
の変化

海浜の変形
（堆積・侵食）

強い台風の
発生割合の増加
台風の速度減少

産業・経済活動への影響
深刻化（営業停止、保険
金支払額等）

土砂供給量の増
大、河床の上昇

気温の上昇

海水温の上昇

海上での下層水
蒸気量の増大

1日～数日ス
ケールの大雨の
発生頻度の増加

土砂災害の増加
(頻度、規模) 地
域や形態の変化

大気循環場の
変化

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

シナリオ 3：広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞【雪害】 

雪害については、近年においても豪雪による顕著な被害事例が生じており、2018 年の北陸

地方における豪雪では、車両の滞留によって 2 日間以上にわたって物資の供給が停止しました。

2014 年の関東甲信地方の豪雪では、死者 26 人、負傷者 1,000 人以上という被害が生じて

います。 

地球温暖化によって気温が上昇するため、国内のほとんどの地域で積雪や降雪は減少すると

想定されています。一方で、被害を生じる可能性のある極端な大雪については、東日本日本海

側の山間部及び北海道内陸部においては増加することが想定されているなど、将来においても

注意をする必要があります。より極端なシナリオとしては、交通網の停滞によって物資供給の不

足が発生し、死者が発生することも考えられます。それに加えて、積雪地域は人口減少や高齢化

が特に深刻な地域であるため、災害への対応能力も弱くなっていることが想定されます。また、

気温上昇に伴って雪質の変化が発生するため、地域によっては着雪被害の増加につながる可能

性もあります。 

 
 

 
図 4-11 シナリオ 3：広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞【雪害】 

  

広域にわたる雪害による社会経済活動の停滞【雪害】(1)シナリオ

• 2018年の北陸地方における豪雪では、福井県の幹線道路である国道8号線沿いに最大1,500台程度の車両が滞留し、
2日間以上にわたって物資の供給が滞った1)。

• 関東甲信地方において発生した平成 26 年（2014 年）豪雪では、死者 26人、負傷者 1,000 人以上、約 1,800 億円
の農業被害、数千カ所の建物被害、150 万戸の停電が生じた2)。

I.類似する過去の災害
事例

(2)影響
の内容

【激甚化】冬季において上空に発達した強い寒気の影響で、北陸地方や東北地方の日本海側の内陸部及び北海道の平野部で
は一日に1mを超える積雪や吹雪が生じ、主要道路の多数の箇所で車の立ち往生が生じ、場所によっては1週間以上にわたっ
て道路輸送が滞る。また、着雪等によって停電が生じる。これらによって日常生活および経済活動に深刻な影響が生じる。

II. 気候変動によって起
こりうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、交通網の停滞により孤立した地域での燃料・食料等の物資の供給が不足し、死者が発生する。
将来においては積雪地域での顕著な人口減少・高齢化によってより深刻な影響が生じる。
【新たな被害形態】温暖化によって寒冷地域での冬季の雪質が変化することにより、着雪や屋根雪による被害が増加し、広
域で停電が発生し、復旧に長期間を要する。
【新たな被害形態】融雪洪水の発生時期が変化する。

III.気候変動によって起
こりうるより極端な現
象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房 3)、4)）
• 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生（1-7 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生）
• 豪雪に伴う道路輸送の停滞による燃料供給網の長期停止（5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期
間・大規模にわたる機能の停止）

• 豪雪に伴う道路・鉄道の長期間の機能停止（5-5 太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海
上航空交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画
から一部例示）
※詳細は国土強靱化基
本計画を参照してくだ
さい。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1) 森崎ら（2019）、2018年2月の北陸地方における大雪の
被害と影響に関する一考察－金沢市・福井市を対象として－、
自然災害科学、
https://www.jsnds.org/ssk/ssk_38_3_347.pdf
2) 上石・中村（2016）、2014 年 2 月の南岸低気圧による
大雪における災害の概要と防災科研の対応ならびに今後の対
策の方向性、防災科学技術研究所主要災害調査、第 49 号、
https://dil-
opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disast
er/pdf/49/49-02.pdf
3）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/kihon.html
4）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyouji
nka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害の増加
（死者、負傷者）、自然生態系
への影響

ライフライン影響の深刻化
（交通網の寸断や電気・ガス・
水道等のライフラインの寸断、
電力・水道等への直接的被害
の発生）

暑熱による死亡リスク・熱中
症リスクの増加

避難生活の長期化に伴う熱中
症・肺炎・インフルエンザ・嘔
吐・下痢症・精神疾患リスクの
増加

・節足動物媒介感染症リスク、刺咬被害の増加
・感染症の季節性の変化（インフルエンザ、
嘔吐・下痢症等）

水系感染症（下痢症等）の発生
リスク増加

（本整理の対象外）災害起因ではない感染症影響

極端な気象現象
(大雨、強い台風の
発生割合)の増加

取水制限・断水の深刻化
農業用水不足の深刻化

生物多様性の低下、林業へ
の影響、温室効果ガス増大

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

③
③

③：森林火災は、AR6等で世界全体ではリスクが増大すると想定されているものの、国内の将来変化

について明確な科学的知見が得られていないため、破線表示のうえ整理の対象外とした。

医療体制
の圧迫

気温の上昇

海水温の上昇

極端な気象現象
(少雨)の発生

積雪量の減少
融雪の早期化

極端な豪雪地域・
時期の変化

渇水の深刻化

飲料水源への下
水流入

融雪洪水の変化

雪崩等の雪害の発生状況
変化

ダム貯水量・河川流量の
減少、地下水位の低下

熱ストレスの増加

森林火災の頻度増加

自然災害発生に伴うライ
フラインの停止※

海水中の腸炎ビブリオ菌
等の細菌類の増加

※断水による復興の妨げや、停電による熱中症による救急搬送者数の増加も起こりうる

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示

気象災害に

よる感染症

への影響
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 

シナリオ 4：広域の渇水による生活基盤への影響【渇水】 

渇水は、国内では洪水等と比較すると頻度は小さいものの、過去に深刻な被害を生じた事例

が存在します。平成 28 年夏季の渇水では、取水制限によって農業用水・水道用水・工業用水を

対象として最大 10%の取水制限が適用されています。なお、国外では米国やオーストラリア等

を代表として深刻な渇水事例が存在しますが、これらの国々と日本では気候条件が大きく異な

るため、類似の現象が日本で発生する可能性は必ずしも大きく無いと考えられます。 

将来想定される気候変動の影響によって、より深刻な渇水が生じる可能性があります。広い

地域での取水制限によって日常生活への影響や、農作物の被害、工業生産への影響が生じる可

能性があります。また、より極端なシナリオとしては、地域全体の農業生産額の低下につながる

可能性があります。 

 

 
図 4-12 シナリオ 4：広域の渇水による生活基盤への影響【渇水】 

  

広域の渇水による生活基盤への影響【渇水】(1)シナリオ

• 平成28年夏季の渇水では、関東・四国地方において取水制限が行われた。利根川流域では前年の降雪量・5月の降
水量ともに小さく、農業用水・水道用水・工業用水を対象として最大10%の取水制限が適用された（国土交通省1)）。

I.類似する過去の災害
事例

(2)影響
の内容

【激甚化】春から夏にかけて降水量が記録的に少ない状況が続き、渇水によって複数の地方に取水制限が出される。他
地域からの水の融通にも限界があり、生活用水の制限によって日常生活への影響が生じ、農業用水の制限によって農
作物の被害が生じ、工業用水の制限によって生産額への影響が生じる。

II. 気候変動によって起
こりうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、長引く取水制限により農業生産高が低下し、被害地域の農業生産額に影響を与える。
【新たな被害形態】渇水によるダム・河川水質の悪化、赤潮被害の拡大が生じる。

III.気候変動によって
起こりうるより極端な
現象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房3)、4)）
• 渇水による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影響（4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動
への甚大な影響）

• 渇水による上水道への長期間の供給停止（5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画
から一部例示）
※詳細は国土強靱化基
本計画を参照してくだ
さい。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1)国土交通省：平成28年渇水について
https://www.mlit.go.jp/common/001169846.p
df
2）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/kihon.html
3）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害の増加
（死者、負傷者）、自然生態系
への影響

ライフライン影響の深刻化
（交通網の寸断や電気・ガス・
水道等のライフラインの寸断、
電力・水道等への直接的被害
の発生）

暑熱による死亡リスク・熱中
症リスクの増加

避難生活の長期化に伴う熱中
症・肺炎・インフルエンザ・嘔
吐・下痢症・精神疾患リスクの
増加

水系感染症（下痢症等）の発生
リスク増加

極端な気象現象
(大雨、強い台風の
発生割合)の増加

取水制限・断水の深刻化
農業用水不足の深刻化

生物多様性の低下、林業へ
の影響、温室効果ガス増大

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

③
③

医療体制
の圧迫

気温の上昇

海水温の上昇

極端な気象現象
(少雨)の発生

積雪量の減少
融雪の早期化

極端な豪雪地域・
時期の変化

渇水の深刻化

飲料水源への下
水流入

融雪洪水の変化

雪崩等の雪害の発生状況
変化

ダム貯水量・河川流量の
減少、地下水位の低下

熱ストレスの増加

森林火災の頻度増加

自然災害発生に伴うライ
フラインの停止※

海水中の腸炎ビブリオ菌
等の細菌類の増加

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示

気象災害に

よる感染症

への影響・節足動物媒介感染症リスク、刺咬被害の増加
・感染症の季節性の変化（インフルエンザ、
嘔吐・下痢症等）

（本整理の対象外）災害起因ではない感染症影響

③：森林火災は、AR6等で世界全体ではリスクが増大すると想定されているものの、国内の将来変化

について明確な科学的知見が得られていないため、破線表示のうえ整理の対象外とした。

※断水による復興の妨げや、停電による熱中症による救急搬送者数の増加も起こりうる
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

シナリオ 5：大規模な熱波による医療インフラへの影響【熱波】 

近年では国内において極端な高温が頻発しており、代表的な事例のいくつかについては地球

温暖化との関連性も示されています。2018 年 7 月に東日本において発生した事例では、前年

の 2倍となる 54,220名が熱中症によって搬送されるなど顕著な被害が発生しています。 

地球温暖化によって、猛暑日や真夏日といった高温の発生がより頻繁になると想定されてい

ます。高温によって熱中症による搬送者数や死者数が増加することに加えて、医療機関の人員

や機材等のリソースが逼迫する可能性があります。より極端なシナリオでは、医療リソースが限

界に達した結果として、医療機関への搬送ができない患者が増加し、今後高齢化の進展が同時

に想定されていることによってより深刻な状況となることが想定されます。 

 

 
図 4-13 シナリオ 5：大規模な熱波による医療インフラへの影響【熱波】  

大規模な熱波による医療インフラへの影響【熱波】(1)シナリオ

• 2018年7月に東日本では1946年の統計開始以来第１位の高温となった（月平均気温が平年より2.8度高い） 。
搬送者数も前年の2倍の54,220名となった。

I.類似する過去の災害
事例

(2)影響
の内容

【激甚化】日本全国で気温が異常に高い日が続き、熱中症による搬送者数・死者数が多数発生する。搬送者によって医
療機関の救急対応リソースが逼迫する。

II. 気候変動によって起
こりうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、熱中症による搬送者数が救急対応能力を超えた結果、医療機関への搬送が不可能とな
る熱中症患者が多数発生し、症状の重篤化や死者のさらなる増加が生じる。さらに、将来想定される高齢化によって
より深刻な影響が生じる。
【新たな被害形態】水害発生時に高温の状況が同時に発生することによって、電力供給の途絶に伴い自宅や避難所等
での空調等の利用が制限され、熱中症搬送者数が大幅に増加する。水害と熱中症の両方によって医療体制が逼迫す
る。（＊医療体制の圧迫は水害以外の災害や感染症と複合した場合にも生じる。また、熱ストレスによる睡眠障害や労
働生産性の低下が生じる。）

III.気候変動によって起
こりうるより極端な現
象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房3)、4)）
• 熱中症搬送者の増加による医療施設及び関係者の絶対的不足（2-2医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支
援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画
から一部例示）
※詳細は国土強靱化基
本計画を参照してくだ
さい。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1)気象庁：「平成３０年７月豪雨」及び７月中旬以降の記録的
な高温の特徴と要因について
https://www.jma.go.jp/jma/press/1808/10c/h
30goukouon20180810.pdf
2）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/kihon.html
3）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害の増加
（死者、負傷者）、自然生態系
への影響

ライフライン影響の深刻化
（交通網の寸断や電気・ガス・
水道等のライフラインの寸断、
電力・水道等への直接的被害
の発生）

暑熱による死亡リスク・熱中
症リスクの増加

避難生活の長期化に伴う熱中
症・肺炎・インフルエンザ・嘔
吐・下痢症・精神疾患リスクの
増加

水系感染症（下痢症等）の発生
リスク増加

極端な気象現象
(大雨、強い台風の
発生割合)の増加

取水制限・断水の深刻化
農業用水不足の深刻化

生物多様性の低下、林業へ
の影響、温室効果ガス増大

複
合
的
な
影
響
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
機
能
不
全

③
③

医療体制
の圧迫

気温の上昇

海水温の上昇

極端な気象現象
(少雨)の発生

積雪量の減少
融雪の早期化

極端な豪雪地域・
時期の変化

渇水の深刻化

飲料水源への下
水流入

融雪洪水の変化

雪崩等の雪害の発生状況
変化

ダム貯水量・河川流量の
減少、地下水位の低下

熱ストレスの増加

森林火災の頻度増加

自然災害発生に伴うライ
フラインの停止※

海水中の腸炎ビブリオ菌
等の細菌類の増加

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示

気象災害に

よる感染症

への影響・節足動物媒介感染症リスク、刺咬被害の増加
・感染症の季節性の変化（インフルエンザ、
嘔吐・下痢症等）

（本整理の対象外）災害起因ではない感染症影響

③：森林火災は、AR6等で世界全体ではリスクが増大すると想定されているものの、国内の将来変化

について明確な科学的知見が得られていないため、破線表示のうえ整理の対象外とした。

※断水による復興の妨げや、停電による熱中症による救急搬送者数の増加も起こりうる
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４-２ 気候変動の影響把握等に関する資料・情報 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

シナリオ 6：大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化【感染症】 

感染症については、大規模な水害後の衛生環境の悪化によって生じる可能性のある気候変動

影響に注目します。過去の事例としては、直接的に水害後に衛生環境の悪化による健康影響が

生じた事例は確認できませんでしたが、水害以外の事例としては、東日本大震災の発生時に避

難所での嘔吐・下痢症が集団発生するなどの感染症被害が発生したことが報告されてます。ま

た、衛生環境の悪化とは直接結びつけられるものではありませんが、令和 2 年 7 月豪雨の発生

時に、避難所において新型コロナウィルスへの対策を考慮した避難所運営が必要となりました。 

将来想定される気候変動の影響によって、水害の発生後に長期間の避難所生活や清潔な水

が入手できないなどの要因によって衛生環境が悪化し、肺炎や胃腸炎・水系感染症の患者の増

加につながる可能性があります。また、広域にわたって多数の患者が発生すれば、災害対応で逼

迫している医療リソースにさらに負荷をかけることにつながります。より極端なシナリオとして

は、医療リソースの逼迫によって適切な医療処置を行えなくなり、結果的に二次的な死者数が大

幅に増加する可能性があります。 

 

 
図 4-14 シナリオ 6：大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化【感染症】 

  

大規模水害後の衛生環境悪化に伴う二次被害の深刻化【感染症】(1)シナリオ

• 東日本大震災（2011）では、郡山市の避難所における嘔吐・下痢症の集団発生等、避難所での感染症等の健康被害
が報告されている1) 。

• 令和２年７月豪雨では、熊本県における球磨川の氾濫をはじめとして浸水被害が発生し、避難所では新型コロナ
ウィルス対策を考慮した避難所運営を実施する必要が生じた2)。

I.類似する過去の災害
事例

(2)影響
の内容

【激甚化】大規模な水害によって長期間の湛水状態が続き、避難所生活を余儀なくされるが、避難所の生活では清潔な
水が限られており、衛生環境も良好ではなく、また集団生活によって感染の機会が高くなる。これによって肺炎や胃腸
炎、水系感染症の患者が増加する可能性がある。一方で、広域の被災によって災害時の医療体制も逼迫し、十分な治
療が困難となる。

II. 気候変動によって起
こりうる現象

【激甚化】II.の被害に加えて、避難所等での衛生環境の悪化とそれに伴う健康状態の悪化、医療体制の長期的な逼迫
によって二次的な死者数が大幅に増加し、地域経済にも深刻な影響を与える。

III.気候変動によって
起こりうるより極端な
現象

国土強靱化基本計画の策定前段階の脆弱性評価において、35の「起きてはならない最悪の事態」を設定しています。
地域において、災害のリスク等は異なります。（内閣官房3)、4)）
• 水害による浸水地域における感染症の大規模発生（2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生）
• 劣悪な避難生活環境による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生（2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健
康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生）

IV.起きてはならない
最悪の事態
（国土強靱化基本計画
から一部例示）
※詳細は国土強靱化基
本計画を参照してくだ
さい。

(4)参考文献(3)気候変動影響に関するプロセス図との関係

1) 国立感染症研究所、福島県郡山市の避難所における嘔
吐・下痢症集団発生事例、
http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/32s/mp32sa.htm
l
2) 熊本県、令和２年７月豪雨における災害対応の振り返り
（令和３年７月公表）、
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/120
696.html
3）内閣官房、国土強靱化基本計画
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/kihon.html
4）内閣官房、脆弱性評価
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyo
ujinka/hyouka.html

本シナリオに関係するプロセス図の部分を赤色で表示

社会・経済的影響気候変動による影響の進展気候変動による自然現象の変化

災害による人的被害の増加
（死者、負傷者）、自然生態系
への影響

ライフライン影響の深刻化
（交通網の寸断や電気・ガス・
水道等のライフラインの寸断、
電力・水道等への直接的被害
の発生）

暑熱による死亡リスク・熱中
症リスクの増加

避難生活の長期化に伴う熱中
症・肺炎・インフルエンザ・嘔
吐・下痢症・精神疾患リスクの
増加

水系感染症（下痢症等）の発生
リスク増加

極端な気象現象
(大雨、強い台風の
発生割合)の増加

取水制限・断水の深刻化
農業用水不足の深刻化

生物多様性の低下、林業へ
の影響、温室効果ガス増大
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医療体制
の圧迫

気温の上昇

海水温の上昇

極端な気象現象
(少雨)の発生

積雪量の減少
融雪の早期化

極端な豪雪地域・
時期の変化

渇水の深刻化

飲料水源への下
水流入

融雪洪水の変化

雪崩等の雪害の発生状況
変化

ダム貯水量・河川流量の
減少、地下水位の低下

熱ストレスの増加

森林火災の頻度増加

自然災害発生に伴うライ
フラインの停止※

海水中の腸炎ビブリオ菌
等の細菌類の増加

関連する「自然現象の変化」、「影響の進展」、「社会・経済的影響」を黒矢印・黒枠でつないでおり、そのうちシナリオに関係する部分を赤矢印・赤枠で表示

気象災害に

よる感染症

への影響・節足動物媒介感染症リスク、刺咬被害の増加
・感染症の季節性の変化（インフルエンザ、
嘔吐・下痢症等）

（本整理の対象外）災害起因ではない感染症影響

③：森林火災は、AR6等で世界全体ではリスクが増大すると想定されているものの、国内の将来変化

について明確な科学的知見が得られていないため、破線表示のうえ整理の対象外とした。

※断水による復興の妨げや、停電による熱中症による救急搬送者数の増加も起こりうる
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４-３ 気象災害の被害を回避・軽減するための施策事例 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 4-3 気象災害の被害を回避・軽減するための施策事例 

気象災害の被害を回避・軽減するための施策の事例を、ハザード別（洪水、内水氾濫、高潮・高

波、土石流・地すべり、強風）に紹介します。2-3(2)では、新規または追加的な施策の検討につ

いて紹介していますが、その検討の参考情報として示すものです。 

 

●洪水  

No ハード ソフト 分類 対策事例 

1 〇   逃げる 

リアルタイム浸水・決壊把握のための河川監視カメラや観測設備（水位

計、雨量計、及びデータを配信するインターネット設備等）等の状況把握

体制の構築 

2 〇   逃げる 避難場所の確保（公共施設に加え民間施設も活用）や避難路の整備 

3   〇 逃げる 垂直避難に関する普及啓発 

4   〇 逃げる 
浸水想定区域図・ハザードマップ・自主防災マップ・タイムライン・災害対

応マニュアル等の作成・公表・配布・見直し 

5   〇 逃げる 

情報伝達システム（洪水避難情報、防災 GIS、県民安全・安心メール、緊

急告知ラジオ、デジタル放送対応の緊急表示システム、気象情報のメー

ル自動配信、災害行政無線）の整備及び連絡体制の構築 

6   〇 逃げる 
防災危機管理に関わる部署や担当者の配置、対策検討のための協議会

設置、地域連携による危機管理体制の構築 

7   〇 逃げる 地域での防災訓練・防災教育・研修会等の推進 

8   〇 逃げる 
地域での自主防災組織の活性化推進、地域人材（リーダー）や防災士等

の育成 

9   〇 逃げる 防災情報の利活用（自ら情報収集し、早めに避難）の推進 

10 〇   守る 治水ダムの建設・改修 

11 〇   守る 
治水ダムでの事前放流の推進・緊急放流の際の情報伝達運用体制の強

化 

12 〇   守る 
気象予測を活用したダム操作や気候変動による外力増加を見込んだダ

ム操作の検討 

13 〇   守る 利水ダム等の治水活用 

14 〇   守る 堤防の整備（築堤、護岸、二線堤、輪中堤、引堤、高規格堤防等） 

15 〇   守る 河川整備の推進（河道改修・河床掘削等） 

16 〇   守る 排水門等の整備や排水能力の強化 

17 〇   守る 遊水地（道路や公園等の多目的遊水地を含む）や調整池の整備 

18 〇   守る 透水性舗装の整備や浸透ますの設置 

19 〇   守る ため池等の治水利用、「田んぼダム」の推進 
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４-３ 気象災害の被害を回避・軽減するための施策事例 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

No ハード ソフト 分類 対策事例 

20 〇   守る 工場や建築物の浸水対策 

21 〇   守る 水道などインフラ関連施設の被災リスクの浸水対策 

22 〇   守る かさ上げや高台造成による安全な宅地の整備 

23 〇   守る 道路の対災性向上 

24   〇 守る 洪水リスクの将来予測に関する技術開発 

25 〇   動かす 土地のかさ上げ・ピロティ―建築による建築物の耐水化 

26 〇 〇 動かす 土地利用・住まい方の工夫（地区計画等）、誘導（金融等）、移転促進 

27   〇 動かす 不動産取引時の水害リスク情報提供 

28   〇 回復を早める BCP策定の推進 

29   〇 回復を早める 水害保険や金融商品の活用推進（事前の備えにより復旧・復興を迅速化） 

30   〇 回復を早める 人工衛星を活用した浸水域の広域的把握ができる体制の構築 

31   〇 回復を早める TEC－FORCEの防災体制・機能の拡充・強化 

32   〇 回復を早める 災害時の廃棄物処理体制の確立やその支援 

33   〇 回復を早める 災害記録の作成とその活用の推進 

34   〇 回復を早める 生活再建マニュアルの整備 

35   〇 回復を早める 地区別復興推進協議会の設置 

36   〇 全て 地域防災計画の策定・見直し 

37   〇 全て 広域連携体制の構築 

 

●内水氾濫 

No ハード ソフト 分類 対策事例 

38 

 

〇 逃げる 垂直避難の推進 

39 

 

〇 逃げる 浸水想定区域図・内水ハザードマップ・自主防災マップ・タイムライン・災

害対応マニュアル等の作成・公表・配布・見直し 

40 

 

〇 逃げる 防災情報の利活用（自ら情報収集し、早めに避難）の推進 

41 〇 

 

守る 内水氾濫対策の推進（排水機場・ポンプ設備の整備） 

42 〇 

 

守る 雨水貯留浸透施設の整備、水性舗装の整備や浸透ますの設置 

43 〇 

 

守る 下水道の排水能力の増強 

44 

 

〇 守る 雨水排水整備計画の策定 

45 〇 

 

動かす 土地のかさ上げ・ピロティ―建築による建築物の耐水化の推進 

46 〇 〇 動かす 土地利用・住まい方の工夫（地区計画等）、誘導（金融等）、移転促進 

47 

 

〇 回復を早める BCP策定の推進 

48 

 

〇 回復を早める 災害時の廃棄物処理体制の確立やその支援 
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●高潮・高波 

No ハード ソフト 分類 対策事例 

49 

 

〇 逃げる ハザードマップ・避難計画等の作成・公表・配布・見直し・活用（支援含む） 

50 

 

〇 逃げる 避難準備対策の推進（自宅・勤務地などの高潮危険度把握、避難場所・避

難経路の確認、非常持出品の用意等） 

51 

 

〇 逃げる 地域での自主防災組織の設立や活性化推進 

52 

 

〇 逃げる 防災情報の利活用（自ら情報収集し、早めに避難）の推進 

53 〇 

 

守る 堤防の強化や護岸の整備 

54 〇 

 

守る 海面水位上昇に備えて段階的に高められる堤防や水門の設計・整備 

55 〇 

 

守る 堤防や護岸など複数の施設で受け止めるアプローチの推進 

56 〇 〇 動かす 土地利用・住まい方の工夫（地区計画等） 、誘導（金融等）、移転促進 

57 〇 

 

動かす 高床式化の推進や盛土の実施 

58 

 

〇 回復を早める 復興のための事前の体制や計画の整備  

59 

 

〇 回復を早める 広域連携体制の構築 

60 

 

〇 回復を早める 復興に向けて必要な作業の訓練（排水作業など） 

 

●土石流・地すべり 

No ハード ソフト 分類 対策事例 

61 〇 

 

逃げる 土砂災害監視システム・大規模崩壊監視警戒システム等の構築 

62 

 

〇 逃げる 土砂災害ハザードマップ・深層崩壊跡地跡地密度マップ・自主防災マッ

プ・土砂災害避難計画等の作成・公表・配布・見直し 

63 

 

〇 逃げる 土砂災害についての広報・教育等の実施 

64 

 

〇 逃げる 防災情報の利活用（自ら情報収集し、早めに避難）の推進 

65 

 

〇 逃げる 地域での避難訓練の推進 

66 〇 

 

守る 治山対策（治山施設の設置等を通じた山腹斜面の安定化や荒廃した渓流

の復旧整備等）の推進 

67 〇 

 

守る 森林整備対策（間伐等の森林整備やこれに必要な林道の開設・改良等）

の推進 

68 〇 

 

守る 道路・電線などの重要インフラに近接する森林における風倒木や土砂流

出の未然防止対策の実施 

69 〇 

 

守る 砂防施設の整備 

70 〇 

 

守る 抑制工（地すべりの元となる要因自身を低減・除去）・抑止工（地すべりを

構造物で防ぐことにより安定化）の整備 

71 

 

〇 動かす 土砂災害警戒区域等の指定 

72 〇 〇 動かす 土地利用・住まい方の工夫（地区計画等） 、誘導（金融等）、移転促進 

73 

 

〇 動かす 特定の開発行為に対する許可制・建築物の構造への規制の導入 

74 

 

〇 復興を早める 復興のための事前の体制や計画の整備  
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No ハード ソフト 分類 対策事例 

75 

 

〇 復興を早める 保険や金融商品の活用推進（事前の備えにより復旧・復興を迅速化） 

 

●強風 

No ハード ソフト 分類 対策事例 

76 

 

〇 逃げる 注意情報等に関する普及啓発（台風と竜巻ではリードタイムや襲来確率

が異なる事に注意が必要） 

77 

 

〇 逃げる 身を守る為の行動に関する普及啓発（台風と竜巻では逃げ方が異なる事

に理解が必要） 

78 

 

〇 逃げる 関連するチェックリスト等の活用推進（台風による強風への安全チェック

リスト、学校災害対応マニュアル等） 

79 

 

〇 逃げる 防災情報の利活用（自ら情報収集し、早めに避難）の推進 

80 〇 

 

守る 台風対策の推進（屋根の耐風性強化等） 

81 〇 

 

守る 屋根ふき材に対する強風対策のための工法の義務付け 

82 〇 

 

守る 窓に関する強風被害防止対策の推進（飛散防止フィルム、耐風性シャッタ

ー等） 

83 〇 

 

守る 農地における低コスト対候性ハウスの推進 

84 〇 

 

守る 鉄塔・電柱の技術基準の見直しを含めた検討、無電柱化の推進 

85 

 

〇 回復を早める 早急な被害把握と支援を実行可能な体制の整備 

86 

 

〇 回復を早める 倒木対策のための関係者間連携体制構築（一般送配電事業者と自衛隊/

地方自治体間の連携拡大、倒木処理手続きの効率化等） 

87 

 

〇 回復を早める 停電・断水対策の充実（ライフライン関係施設、河川管理施設、信号機、病

院・診療所、社会福祉施設等） 

88 

 

〇 回復を早める 停電復旧見通しの精緻化、情報共有システムの整備 

89 

 

〇 回復を早める 分散型電源/グリッドの推進による災害時のレジリエンス向上（電動車の

非常用電源としての活用促進、自家用発電の導入等） 

90 

 

〇 回復を早める 再生可能エネルギー事業の推進 

 

その他、以下の資料についても、施策検討の参考としていただくことができます。 

 

●参考資料 

 No. 作成主体 名称 URL 

1 政府 
気候変動適応計画（令和３年 10 月 22 日閣議決定、令

和５年 5月 30日一部変更 閣議決定） 

https://www.env.go.jp/earth/earth/tekiou

/page_00004.html 

2 
社会資本整備審議

会 

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について ～あ

らゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」へ

の転換～答申（令和２年 7月） 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blo

g/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/ki

kouhendou_suigai/pdf/03_honbun.pdf 
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 No. 作成主体 名称 URL 

3 林野庁 
豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方検討会 （とり

まとめ）（令和３年３月） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan

/attach/pdf/con_3-67.pdf 

4 国土交通省 
「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言 （令和３年

４月改訂） 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blo

g/chisui_kentoukai/index.html 

5 環境省 
地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動

適応策ガイドライン（令和元年 12月） 
https://www.env.go.jp/press/107535.html 

6 

国立環境研究所気

候変動適応センタ

ー 

インフォグラフィック - イラストで適応策がわかる！（ホ

ームページ）  

https://adaptation-

platform.nies.go.jp/local/measures/infogr

aphic/index.html 

7 国土交通省 河川事業概要 2023 
https://www.mlit.go.jp/river//pamphlet_jir

ei/kasen/gaiyou/panf/pdf/index2023.htm

l 

8 国土交通省 高潮防災のために 5．高潮から身を守る（ホームページ） 
https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/

kaigandukuri/takashiobousai/05/index.ht

ml 

9 国土交通省 国土交通省 砂防（ホームページ） 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/i

ndex.html 

10 国土交通省 
深層崩壊に対する国土交通省の取り組み（平成 24年 11

月） 

https://www.mlit.go.jp/common/0010196

77.pdf 

11 国土交通省 
令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策の方

向性（令和２年７月） 

https://www.mlit.go.jp/common/0013541

62.pdf 

12 環境省 
持続可能な地域づくりのための生態系を活用した防災・

減災の手引き（令和 5年 3月） 

https://www.env.go.jp/nature/biodic/eco-

drr.html 

 



 

102 

第 4章 資料編 

４-４ モデル自治体の取組背景紹介 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 4-4 モデル自治体の取組背景紹介 

本マニュアルの作成にあたり、地域で「気候変動×防災」の取組を推進する際の課題を把握す

るため、岐阜県と江戸川区にご協力をいただきました。ここでは、当該地域における従来からの

取組を事例として紹介します。 

 

事例 岐阜県 適応センターを通じたステークホルダー連携、適応策創出、人材育成・普及啓発支援 

■ 概要 

岐阜県と岐阜大学は、2020 年 1月に協定を締結し、「岐阜県気候変動適応センター」を同年 4月に

共同で設置しました。県内における気候変動の影響による被害の防止・軽減等を図るために、気候変

動影響及び気候変動適応に関する情報収集・整理・分析及び提供や、地域のニーズに基づく共同研

究、人材育成等が行われています。 

 

■ 設置背景 

岐阜県と岐阜大学は、2015 年から 2019 年まで、文部科学省が管理運営する「気候変動適応技術

社会実装プログラム SI-CAT」にモデル自治体として共同参画し、気候変動による水害や土砂災害と

いった自然災害のハザード変動の評価等を行い、岐阜県における気候変動適応策の推進体制の構築

等に取り組みました。この取組を通じて、行政と地域の研究者が連携して気候変動適応に取り組む体

制が形成されました。 

2018 年に施行された気候変動適応法を契機に、岐阜県と岐阜大学は、SI-CAT を通じて形成され

た連携体制を土台とし、県と大学の共同運営という形で「岐阜県気候変動適応センター」を 2020年

4月に設置しました。地方自治体と大学による共同設置形態は、全国初の事例です。 

 

■ 活動内容 

岐阜県気候変動適応センターが実施する事業は、「情報収集・整理・分析事業」、「共同研究事業」、「普

及啓発事業」、「人材育成事業」、「技術支援事業」に分けられます。各事業の詳細な実施内容を以下で

紹介します。 

 

１) 情報収集・整理・分析事業、普及啓発事業 

岐阜県における気候変動影響情報を収集・整理・分析し、岐阜県の気候変動適応計画の立案や、

県民への情報提供を行います。 
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２) 共同研究事業 

地域のニーズが高く、多分野にわたる県独自の気候変動の影響評価に関する共同研究を推進し、

適応策の推進や普及啓発を行います。 

 

３) 人材育成事業、技術支援事業 

県庁内で開催される各種会議への知見の提供等、県民、基礎自治体、産業界からの要請への対応

や技術的支援を行います。 

その一環として、庁内の関係部局を招集し、気候変動適応の取組に関して部局を横断した情報提

供・意見交換を行う庁内連絡会議が開催されています。また、自然災害分野での共通認識の形成

と気候変動適応センターの調査研究やその他県として実行可能な取組を見出すための検討の場

として気候変動適応分野別会議（自然災害分野）が開催されています。 

県の気候変動適応を推進する環境生活部 脱炭素社会推進課が気候変動適応に関連する部局の

調整を行い、岐阜大学の研究者が参加する庁内横断型の会議体が複数存在することにより、岐阜

県では、県一体となって気候変動適応に関する取組の実施が可能となっています。 

 

図 4-15 岐阜大学と岐阜県の協力体制 

出典）岐阜県提供資料 
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事例 江戸川区 部局間連携を通じた「気候変動×防災」に関する区民向け普及啓発 

■ 概要 

江戸川区では、庁内の複数部局や関係機関との連携の下で、区民向けの普及啓発施策に取り組んで

います。これには、地域で想定される災害やそれに対する将来の気候変動影響、区としての対策に関

する理解を深め、地域全体としての「気候変動×防災」の推進に区民にも参画いただくことを目的とし

ています。本マニュアルの作成にあたっては、中でも以下にあげる普及啓発施策の企画・実施を通じ

て、「気候変動×防災」の推進に際しての課題や好事例等のフィードバックをいただきました。 

 

１) えどがわ気候変動ミーティング（区民会議） ※施策内容の詳細は3-3地域の関係者との連携の

「事例」を参照 

区民が地域で想定される気候変動によるリスクについて学び、参加者間での議論を通じて適応

策に関する住民目線での意見・提案を行う会議として、２０２２年度中に計４回実施。 

 

２) 防災講演会 ※施策内容の詳細は 3-3地域の関係者との連携の「事例」を参照  

区民が地域で想定される災害やそれに対する将来の気候変動影響、また区として講じている防

災対策について学ぶことができる講演会。町会・自治会・企業等からの依頼に応じて開催。 

 

３) 江戸川区気候変動適応センターWebサイトを通じた情報発信 

２０２１年４月１日に、都内では初めて、全国の市町村では３番目の地域気候変動適応センターと

して設置された「江戸川区気候変動適応センター」の Web サイトにおいて、地域で想定される災

害やそれに対する将来の気候変動影響や、区として推進している対策等をわかりやすくとりまと

めた情報を発信。 

 

■ 背景 

江戸川区は海と河川に囲まれ、陸域の約 7 割が海抜ゼロメートル地帯であるため、2019 年の台風

19 号などの大規模水害といった、地球温暖化に伴う気候変動の影響を真っ先に受ける地域です。そ

のため、水害などを引き起こす地球温暖化などの気候変動を「自分ごと」として捉えることが大切で

す。 

こうした背景に基づき、区民一人ひとりの関心と行動を変え、地域としての防災力を発揮できるよう

することを目的として、区民向けの普及啓発施策を推進しています。 
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■ 活動内容 

上記の普及啓発施策の効果的な企画・実施に向けて、江戸川区では、気候変動適応の計画・推進等を

担当する環境部 気候変動適応計画課と、防災計画等を担当する危機管理部 防災危機管理課の間で

の連携を進めています。 

例えば、１）えどがわ気候変動ミーティングは気候変動適応計画課、２）防災講演会は防災危機管理課

がそれぞれ担当している取組ですが、その実施にあたり使用する資料のうち、共通的に活用が可能な

コンテンツ（地域で想定される災害、それに対する気候変動影響を解説するページ等）に関しては、両

課が同席する打合せの機会の設定等により、相互に意見交換をしながら検討・作成を進めました（図

4-16、図 4-17）。 

また、3）の企画・実施においても、気候変動適応計画課・防災危機管理課間での打合せの実施の他、

「気候変動適応本部8」の構成メンバーであるその他の関連部局への情報共有も行いながら、情報発

信コンテンツの検討・作成を進めました。 

 

 
図 4-16 第３回えどがわ気候変動ミーティング（区民会議）資料「気候変動の適応策について」（一部抜粋） 

 

 
8 江戸川区における気候変動適応に関する施策の意思決定、進捗管理及び連絡調整を行うため、江戸川区気候変動適応センター内

に設置されている組織。経営企画部、SDGｓ推進部、危機管理部、総務部、環境部、土木部、健康部、その他の各部から構成（江戸

川区気候変動適応センター設置要綱（２０２１年４月１日） 
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４-４ モデル自治体の取組背景紹介 

 

「気候変動×防災」実践マニュアル 

 
図 4-17 防災講演会資料（一部抜粋） 
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「気候変動×防災」実践マニュアル 

おわりに 

 

環境省では、地方公共団体等が、「気候変動×防災」戦略に基づいて、地域における気候変動影響を踏ま

えた防災・減災対策を検討・実践することができるよう、「気候変動を考慮した感染症・気象災害に対する強

靱性強化に関するマニュアル整備検討業務（令和３年度～令和５年度）」において、必要な知見や情報の収集

整理やモデル事業を実施しました。その結果をとりまとめたのが本マニュアルとなります。このマニュアルを

活用いただくことにより、様々な主体における「気候変動×防災」の主流化、「適応復興」の取組を通じた気

候変動適応の取組が促進されることを期待しています。 

当該業務の実施及び本マニュアルの作成にあたっては、以下の有識者より構成される「気候変動を考慮し

た感染症・気象災害に対する強靱性強化に関するマニュアル整備検討業務検討委員会」を設置し、業務の進

め方やマニュアルの内容等について助言を受けました。また、公表にあたっては、関係省庁にも協力をいた

だきました。ここに記して、感謝の意を表します。 

 

 

気候変動を考慮した感染症・気象災害に対する強靱性強化 

に関するマニュアル整備検討業務検討委員会 委員 

 

加藤 輝之 気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部長 

木内 望 国土交通省 国土技術政策総合研究所 住宅研究部長 

瀧 健太郎 滋賀県立大学 環境科学部 教授 

多々納 裕一 京都大学 防災研究所 社会防災研究部門 防災社会システム研究分野 教授 

坪木 和久 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授 

中北 英一 

（座長） 

京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門 教授 

（京都大学 防災研究所 所長） 

西廣 淳 国立環境研究所 気候変動適応センター 副センター長 

※敬称略、所属、役職は 2024年 3月時点     
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